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小
池
辰
雄
に
お
け
る
人
間
研
究

―
―
そ
の
生
涯
と
思
想
と
信
仰
―
―蝦

名

賢

造

目
　
　
次

ま
え
が
き
―
小
池
辰
雄
著
作
集
全
十
巻
の
刊
行
を
祝
し
て

第
十
四
代
獨
協
中
学

・
高
等
学
校
長
―
目
白
台
十
年

獨
協
学
園
百
年
史
編
纂
委
員
会
委
員
長

小
池
辰
雄
の
幼
少
年
期

兄
政
美
の
急
逝
と
母
光
子
の
失
明

水
戸
高
校

（旧
制
）
文
科
入
学

ｏ
内
村
鑑
三
の
大
手
町
集
会
に
出
席

東
京
帝
国
大
学
文
学
部
ド
イ
ツ
文
学
科
入
学

ｏ
藤
井
武
と
の
出
会
い

陸
軍
教
官

ｏ
伊
藤
順
子
と
結
婚

ｏ
陸
軍
大
学
校
教
授

戦
後
第

一
高
等
学
校

ｏ
東
京
大
学
教
養
学
部
教
授

そ
の
著
作
―
神
学
的
論
説

ｏ
「祈
り
の
宗
教
哲
学
」

ｏ
「
天
路
」

ｏ
「砕
け
の
神
学
基
礎
論
」

。
「無
教
会
神
学
論
」
―

〃幕
屋
論
〃
の
展
開

伝
道
五
十
年
―
十
二
召
団

小
池
辰
雄
著
作
集
全
十
巻

ｏ
第

一
巻

『
無
者
キ
リ
ス
ト
』

ｏ
第
二
巻

『芸
術
の
た
ま
し
い
』

ｏ
第
二
巻

『
無
の
神
学
』

ｏ
第
四
巻

『詩
篇
珠
玉
集
』

ｏ
第
五
巻

『
百
世
の
師
ヒ
ル
テ
ィ
』

ｏ
第
六
巻

『随
想
集
』

ｏ
第
七
巻

『
聖
書
の
人
ル
タ
ー
』

。
第
八
巻

『
詩
歌
集
』

ｏ
第
九
巻

『
感
想
と
紀
行
』

ｏ
第
十
巻

『
聖
書
は
大
ド
ラ
マ
で
あ
る
』

結
び
に
か
え
て

あ
と
が
き

ま
え
が
き
―
小
池
辰
雄
著
作
集
全
十
巻
の
刊
行
を
祝
し
て

わ
れ
ら
が
畏
敬
す
る
第
十
四
代
獨
協
中
学

・
高
等
学
校
長
小
池
辰
雄
先
生
の

著
作
集
全
十
巻
が
、　
一
昨
年
の

一
九
八
八
年

（昭
和
六
三
年
）
十

一
月
、
第

一

巻

『無
者
キ
リ
ス
ト
』
（
一
九
七
五
年
刊
）
の
刊
行
以
来
、
実
に
十
二
年
に
わ

た
る
歳
月
を
経
て
こ
こ
に
完
結
を
み
た
。
そ
の
偉
業
を
覚
え
て
、
小
池
先
生
が
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八
十
六
年
の
生
涯
を
通
し
て
営
々
と
築
き
上
げ
て
こ
ら
れ
た
、
ま
さ
に
先
生
独

自
の
、
精
神
的
信
仰
的
霊
的
世
界
を
仰
ぎ
み
て
、
心
か
ら
の
祝
福
と
敬
意
を
表

明
せ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。
と
と
も
に
、
先
生
が
更
に
こ
れ
ら
の
体
系
的
思
想

と
信
仰
の
基
盤
の
下
に
、
現
に
意
図
さ
れ
て
お
ら
れ
る
、
ラ
イ
フ
・
ワ
ー
ク
た

る
、
大
い
に
し
て
深
遠
な
る
霊
的
世
界
の
、
叙
事
詩
を
通
じ
て
の
創
造
の
業
の
、

近
い
将
来
完
成
さ
れ
る
日
の
来
ら
ん
こ
と
を
、
切
に
祈

っ
て
や
ま
な
い
。

獨
協
学
園
全
体
と
し
て
も
、
―
創
立
百
七
年
の
歴
史
的
伝
統
に
立

つ
獨
協
中

学

ｏ
高
等
学
校
は
勿
論
い
う
に
及
ば
ず
―
い
ま
先
生
の
十
巻
に
わ
た
る
全
著
作

集
を
手
に
し
て
、
学
園
の
中
興
の
祖
た
る
天
野
貞
祐
先
生
以
後
始
め
て
、
大
い

な
る
精
神
的
思
想
的
文
化
的
遺
産
の
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
、
深
い
喜
び
を
も

っ

て
受
け
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
物
的
資
産
と
比
較
に
な

ら
ぬ
、
貴
重
な
る
資
産
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
同
時
に
、
更
に
こ
れ
ら

の
内
的
遺
産
を
継
承
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
べ
き
大
い
な
る
責
務
の

一
ば
ん
を
負
う

て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
と
思
う
。

そ
の
よ
う
な
意
味
の
重
さ
を
も
こ
め
て
、
私
が
か

つ
て
と
り
あ
げ
た
と
こ
ろ

の

『
天
野
貞
祐
に
お
け
る
人
間
研
究
』
（研
究
ノ
ー
ト

一
、
二
、
三
）

に
引
き

つ
づ
き
、
本
号
に
お
い
て

『
小
池
辰
雄
に
お
け
る
人
間
研
究
』
と
題
し
、
そ
の

生
涯
と
思
想
と
信
仰
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
り
あ
げ
る
。
そ
し
て

一
応

烏
欧
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
旅
路
を
辿

っ
て
ゆ
く
こ
と
の
な
か
か
ら
、
わ
れ

ら
後
輩
の
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
を
摘
出
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
十
四
代
獨
協
中
学

・
高
等
学
校
長
―
目
自
台
十
年

小
池
辰
雄

（以
下
敬
称
を
省
略
す
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
た
い
）
が
獨
協
学
園

に
勤
務
す
る
に
至

っ
た
の
は
、　
一
九
六
四
年

（昭
和
三
九
年
）
二
月
、
先
生
の

東
京
大
学
教
授
停
年
退
職
の
直
後
に
始
ま

っ
て
い
る
。
そ
の
頃
の
あ
る
日
、
獨

協
大
学
創
立
者
天
野
貞
祐
学
長
に
呼
ば
れ
、
創
立
早
々
の
獨
協
大
学
の
ス
タ

ッ

フ
の

一
員
と
し
て
、
協
力
を
依
頼
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
小
池
は
、
進
ん
で
天
野

の
抱
懐
す
る

「大
学
は
学
問
を
通
じ
て
の
人
間
形
成
の
場
で
あ
る
」
と
す
る
獨

協
大
学
教
育
共
同
体
の
理
念
の
実
現
の
た
め
に
教
育
と
学
問
研
究
を
通
じ
て
奉

仕
す
る
こ
と
を
誓
う
。
小
池
に
と

っ
て
は
、
天
野
貞
祐

の
歩
ん
で
き
た
道
は
、

ま
た
彼
自
身
が
歩
み
つ
つ
あ

っ
た
道
の
先
駆
で
あ

っ
た
と
切
に
思
わ
れ
た
か
ら

で
あ

っ
た
。
（私
の
著
書

『
天
野
貞
祐
』
（西
田
書
店
）
〓
〓

九
頁
以
下
参
照
）
。

し
か
し
そ
の
歳
の

一
年
間
は
ま
だ
定
員
の
関
係
上
、
大
学
の
教
壇
に
立

つ
に

は
至

っ
て
い
な
い
。
そ
の
翌

一
九
六
五
年

（昭
和
四
〇
年
）
か
ら
小
池
は
教
授

と
し
て
、
正
式
に
大
学
の
講
壇
に
立

つ
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
よ
り
四
年
後
の

一
九
六
九
年

（昭
和
四
四
年
）
四
月
、
小
池
は
天
野
の

強
い
要
請
に
よ
り
、
高
齢
に
達
し
た
天
野
貞
祐
校
長
を
補
佐
す
る
た
め
に
獨
協

中
学

・
高
等
学
校
の
副
校
長
に
就
任
す
る
。
な
お
獨
協
大
学
教
授
兼
務
の
ま
ま

で
あ
り
、
木
曜

一
日
だ
け
大
学
の
講
壇
に
立

っ
た
。
そ
の
翌

一
九
七
〇
年

（昭

和
四
五
）
、
折
柄
大
学
紛
争
の
余
波
を
受
け
、
獨
協
大
学
に
も
大
学
紛
争
が
起

こ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
収
拾
の
責
任
を
と
り
天
野
が
学
長
を
辞
任
、
あ
わ
せ
て
中

・

高
校
長
を
も
辞
任
し
た
後
を
う
け
て
、
小
池
は
第
十
四
代
校
長
に
就
任
す
る
。

そ
の
校
長
十
年
は
、
ま
こ
と
に
多
事
多
端
で
あ

っ
た
。
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次
に
中

・
高
校
長
に
就
任
以
後
の
、
小
池
校
長
を
中
心
と
す
る
学
校
運
営
の

記
録
を
、
い
ま

『目
で
み
る
獨
協
百
年
』
を
通
し
て
み
て
ゆ
く
と
、
小
池
校
長

職
時
代
の
目
自
の
学
校
な
る
も
の
が
い
か
な
る
も
の
か
、
す
く
な
く
と
も
表
面

上
の
こ
と
が
若
干
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

昭
和
四
十
四
年

（
一
九
六
九
）

一
月
二
十
四
日

―
―
天
野
貞
祐
か
ら
図
書
購
入
費
と
し
て
五
十
万
円
の
寄

付
。
Ｐ
Ｔ
Ａ
か
ら
小
諸
日
新
寮
付
属
建
物
新
築
二
棟
、
お
よ
び
図
書
館
充
実
資

金
と
し
て
三
百
五
十
二
万
円
の
寄
付
。

二
月
十
五
日

―
―
創
立
八
十
五
周
年
記
念
事
業
と
し
て
、
延
面
積
約
八
二

〇
平
方
米
の
図
書
館
棟

（
三
階
図
書
館
、　
一
階
化
学
教
室
）
、
部
室
棟

の
特
別

教
室
増
築
。

四
月

一
日

―

小
池
辰
雄
、
獨
協
大
学
よ
り
中
学
高
等
学
校
副
校
長
と
し

て
就
任

（獨
大
教
授
兼
任
）
。

七
月
二
十
七
日
～
八
月
六
日

―
―
中
学

一
年
生
対
象
に
小
諸
日
新
寮

で
三

班
に
分
け
林
間
学
校
開
設
。

七
月
二
十
八
日
～
八
月
四
日

―
―
中
学
二
、
三
、
高
校

一
対
象

に
館
山
海

の
家
で
臨
海
学
校
実
施
。

九
月
二
十
六
日

―
―
館
山

「海
の
家
」
増
築
は
八
百
万
円
で
施
工
、
経
費

は
全
額
Ｐ
Ｔ
Ａ
か
ら
寄
贈
。

昭
和
四
十
五
年

（
一
九
七
〇
）

二
月

―
―
中
学
入
試

（応
募
者
数
三
二
六
名
、
定
員

一
五
〇
名
）
。
高
校
入

試

（応
募
者
数
七

一
三
名
、
定
員
二
五
〇
名
）
。

二
月
二
十
日
―
―
天
野
貞
祐
を
獨
協
学
園
の
学
園
長
に
、
ま
た
獨
協
中
学

高
等
学
校
の
名
誉
校
長
に
推
薦
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
中
学
校

一
学
年
を

一
学

級
増
設
、
四
学
級
と
す
る
。

二
月
二
十

一
日

―
―
天
野
校
長
を
永
年
支
え
て
き
た
功
労
の
あ
る
高
尾
嘉

四
郎
事
務
長
が
定
年
退
職
。

二
月
二
十
日
～
四
月
二
日
―

中
学
校
二
年
修
学
旅
行

（
四
国
方
面
）
実

施
。二

月
二
十
七
日
～
四
月
二
日
―
―
高
等
学
校
二
年
修
学
旅
行

（九
州
方
面
）

実
施
。

四
月

一
日

―
―
小
池
辰
雄
副
校
長

（獨
協
大
教
授
）
が
校
長
に
昇
格
。
青

山
勉
が
事
務
長
に
就
任
。

七
月
二
十
五
日

―
―
高
校
二
年
生
希
望
者
三
十
名
は
ド
イ
ツ
を
中
心
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
見
学
旅
行
に
参
加
。
父
母
会
の
発
起
に
よ
り
実
施
。

十
月
三

・
四
日

―
―
文
化
祭
開
催
。
Ｐ
Ｔ
Ａ
運
営
の
模
擬
店
は
好
評
で
、

生
徒
と
父
母
、
教
師
と
父
母
、
父
母
同
志
が
親
睦
を
深
め
た
。

昭
和
四
十
六
年

（
一
九
七

一
）

二
月

―
―
中
学
入
試

（応
募
者
数
五
五
六
名
）
。
高
校
入
試

（応
募
者
数
七

四
四
名
）
。

六
月
二
十
日

―
―
期
末
手
当
支
給

に
後
援
会
か
ら
教
職
員

一
人
当
り
三
万

円
、
七
十
二
人
分
の
寄
付
。

十

一
月
十
六
日

―
―
東
京
都
の
道
路
拡
張
計
画
の
実
施
に
伴

い
、
正
門
前
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の
道
路

（目
白
通
り
）
が
現
在
の
十
米
幅
か
ら
十
八
米
幅
に
拡
張
さ
れ
る
こ
と

に
な

っ
た
。
そ
の
た
め
道
路
に
接
し
た
校
地
の

一
部
買
収
の
申
し
入
れ
が
あ
っ

た
。
面
積
合
計
は

三
二
一
・
四
二
平
方
米

（都
の
実
測
に
よ
る
）
で
、
買
収
価

格

一
平
方
米
当
り

一
四
六
、
○
○
○
円
。
隣
家
も
八
坪
を
残
し
て
買
収
さ
れ
た

の
で
、
正
門
を
広
く
す
る
た
め
、
こ
の
八
坪
を
購
入
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

十
二
月
二
十
日

―
―
期
末
手
当
な
ど
支
給
に
、
後
援
会
よ
り
五
百
万
円
の

寄
付
。

昭
和
四
十
七
年

（
一
九
七
二
）

二
月

―
―

中
学
入
試

（応
募
者
数
八
〇

一
名
）
。
高
校
入
試

（応
募
者
数
六

二
九
名
）

五
月
八
日

―
―
現
在
の
中
学
高
校
校
舎
は
昭
和
二
十
九
年
九
月
か
ら
同
三

十
八
年

一
月
ま
で
に
四
回
に
わ
た

っ
て
建
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
全
般
的

に
傷
み
が
烈
し
く
向
後
四
カ
年
ぐ
ら
い
の
目
安
で
逐
次
新
築
す
る
こ
と
と
な
る
。

建
築
委
員
会
の
発
足
。

五
月
二
十

一
日

―
―
建
築
委
員
会

の
構
成
は
委
員
長

に
小
池
校
長
、
副
委

員
長
に
篠
原
教
頭
、
委
員
に
理
事
側
か
ら
加
瀬
、
小
島
、
中
井
の
三
理
事
、
須

佐
、
大
友
、
二
川
の
三
評
議
員
を
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
側
か
ら
鳥
海
会
長
、
池
田
副
会
長
、

中
野
副
会
長
の
三
名
、
教
職
員
か
ら
青
山
事
務
長
、
古
川
成
太
郎
、
神
田
直
人
、

高
梨
冨
士
二
郎
、
新
宮
譲
治
、
小
林
昭
弘
、
糸
井
透
の
六
教
諭
、
以
上
十
八
名

の
委
員
と
、
相
談
役
と
し
て
設
計
者
の
佐
藤
鑑
を
推
薦
、
可
決
。

七
月
二
十
八
日

―
―
獨
協
学
園
債

（
二
十
億
円
）
を
新
た
に
募
集
す
る
こ

と
が
理
事
会
で
決
定
。

昭
和
四
十
八
年

（
一
九
七
三
）

二
月

――

中
学
入
試

（応
募
者
数
二
九
九
名
）
高
校
入
試

（応
募
者
数
五

一
四
名
）
。

二
月
二
十
三
日

―
―
中
学
高
等
学
校
は
本
年
十
月
で
創
立
九
十
周
年
を
迎

え
る
の
で
式
典
経
費
と
し
て
三
百
万
円
を
計
上
。
関
理
事
長
の
依
頼
で
後
援
会

か
ら
も
同
額
の
資
金
援
助
。

九
月
十

一
日

―
―

マ
ラ
ソ
ン
大
会

（狭
山
湖
畔
）
。
Ｐ
Ｔ
Ａ
は
医
師
二
名
を

派
遣
。

十
月
二
十
日

―
―
創
立
九
十
周
年
記
念
式
典
が
中
学
高
等
学
校
講
堂
に
お

い
て
盛
大
に
挙
行
さ
れ
る
。

十

一
月
二
日

―

獨
協
学
園
長
、
中
学
高
校
名
誉
校
長
天
野
貞
祐
、
勲

一

等
旭
日
大
綬
章
受
章
。

十
二
月

―
―
理
事
石
橋
長
英
、

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
医
師
会
名
誉
章
を
受

け

る
。

昭
和
四
十
九
年

（
一
九
七
四
）

二
月

――

中
学
入
試

（応
募
者
数
五
三
二
名
）
。
高
校
入
試

（応
募
者
数
五

一
六
名
）
。

九
月
二
十

一
日
・
二
十
二
日

―
―
文
化
祭
。
会
場
に
当
て
ら
れ
た
全
教
室

が
ク
ラ
ブ
同
好
会
の
趣
向
を
こ
ら
し
た
出
品
に
使
わ
れ
、
体
育
館
で
は
音
楽
会

・

外
国
語
劇
。
グ
ラ
ン
ド
で
は
他
校
と
の
親
善
試
合
。
獨
協
名
物
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
運
営

の
売
店
は
最
大
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
。
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昭
和
五
十
年

（
一
九
七
五
）

二
月

―
―
中
学
入
試

（応
募
者
数
五
四

一
名
）
。
高
校
入
試

（応
募
者
数
五

二
〇
名
）
。

五
月
二
十
五
日

―
―
館
山
海
の
家
改
築

（
Ｐ
Ｔ
Ａ
八
五
〇
万
円
寄
附
）
上

棟
式
行
わ
れ
る
。

六
月
二
十
日

―
―
休
刊
し
て
い
た
獨
協
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
報
第
五
号
、
五
年
ぶ
り

に
発
刊
さ
れ
る
。
五
十
年
度
大
学
合
格
者
現
役

一
四
二
名
、
既
卒
者

一
五

一
名

計
二
九
二
名
、
う
ち
獨
協
医
大
現
役
二
十
二
名
、
既
卒
四
名
計
二
十
六
名
、
独

大
、
現
役
六
七
名
、
既
卒
二
八
名
。

七
月
二
十
日

―

　
「海
の
家
」
改
築
落
成
式
が
現
地
で
行
わ
れ
る
。

十
月
四

・
五
日

―
―
文
化
祭
、
恒
例
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
運
営
の
売
店
に
よ
る
収
益

金
は
生
徒
会

へ
寄
贈
。

昭
和
五
十

一
年

（
一
九
七
六
）

二
月

―
―
中
学
入
試

（応
募
者
数
五
七
二
名
）
。
高
校
入
試

（応
募
者
数
四

一
四
名
）
。

二
月
二
十
八
日

―
―
新
改
築
工
事

の
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
三
階
建
延
面

積
約
二
千
平
方
米
、
工
事
費
総
計
三
億
二
千
万
円
。
上
棟
式
を
兼
ね
地
鎮
祭
。

五
月
二
十
八
日

―

朝
二
回
に
わ
た
り
火
災
事
故
発
生
。
大
事
に
至
ら
な

か

っ
た
が
、
夜
間
警
備
強
化
の
た
め
警
備
員
三
名
を
採
用
し
、
毎
夜

一
名
ず

つ

用
務
員
の
外
に
宿
直
警
備
に
当
ら
せ
る
。

七
月
二
十
日

―
―

一
三
〇
名
収
容
が
可
能
の
小
諸
日
新
寮
の
新
装
落
成
式
。

十
月
十
六

・
十
七
日

―
―
文
化
祭
。
各
部
門
と
も
向
上
は
め
ざ
ま
し
く
、

特
に

「哲
学
と
思
想
」、
数
学
同
好
会
な
ど
地
道
な
研
究
の
展
示
が
な
さ
れ
、

獨
協
ら
し
い
気
品
が
あ
る
と
好
評
。
Ｐ
Ｔ
Ａ
運
営
の
不
用
品
の
再
利
用
の
会
は

上
級
生
の
制
服
な
ど
盛
況
。

十
二
月
十
日

―

東
京
都
よ
り
五
十

一
年
度
私
立
高
等
学
校
経
常
費
補
助

金
三
千
五
十
四
万
円
九
千
二
百
円
、
及
び
五
十

一
年
度
私
立
中
学
経
常
費
補
助

金
八
百
十
六
万
三
百
円
、
合
計
三
千
八
百
七
十
万
九
千
四
百
円
の
交
付
決
定
通

知
を
受
け
る
。

昭
和
五
十
二
年

（
一
九
七
七
）

一
月
十
四
日

―
―
私
学
補
助
金

の
配
分
は
教
職
員
待
遇
改
善
千
八
百
六
十

五
万
円
、
教
育
研
究

・
経
常
費
に
二
千
五
万
九
千
余
円
と
決
定
。
第
二
期
の
各

教
室
天
丼
貼
換
、
黒
板
照
明
等
に
要
し
た
工
費

一
億
六
千
五
百
万
、
更
に
第
二

期
の
消
防
署
査
察
に
よ
る
緊
急
工
事
工
費
約
二
千
九
百
五
十
万
円
を
理
事
会
で

承
認
。

二
月

―
―
中
学
入
試

（応
募
者
数
七

一
三
名
）
高
校
入
試

（応
募
者
数
三

四
八
名
）
。

十
二
月
十
六
日

―
Ｉ
Ｐ
Ｔ
Ａ
か
ら

「
海
の
家
」
管
理
人
棟
新
築

に
要
す
る

資
金
と
し
て
三
百
万
円
の
寄
付
申
入
れ
を
受
け
、
木
造
平
家
建

ス
レ
ー
ト
瓦
葺

一
棟
約
十
三

・
五
坪
を
新
築
。

昭
和
五
十
三
年

（
一
九
七
八
）

二
月

―

中
学
入
試
。
（応
募
者
数
五
二
二
名
）
。
高
校
入
試

（応
募
者
数
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三
八
三
）

五
月

――

青
山
勉
事
務
長
の
退
職
に
伴
な
い
堀
尾
栄
治
が
事
務
長

に
就
任
。

五
月
二
十

一
日

―

ス
キ
ー
教
室
等
の
校
外
教
育
施
設
用
地
と
し
て
Ｐ
Ｔ

Ａ
か
ら
新
潟
県
南
魚
沼
郡
塩
沢
町
大
字
舞
子
字
五
十
歩
所
在
の
原
野
八
二
八

一

平
方
米
の
寄
付
。

十
月
十
四

・
十
五
日

―
―
文
化
祭
。
特
に
今
年
三
回
目
の

「
不
用
品
再
利

用
の
会
」
は
制
服
等
二
百
四
十
点
、
日
用
品
四
百
点
が
提
出
さ
れ
た
。
日
用
品

雑
貨
の
売
れ
ゆ
き
が
よ
く
、
第

一
日
午
前
中
で
売
り
切
れ
の
状
況
。
売
上
金
は

全
額
生
徒
会
の
活
動
資
金
の
援
助
と
し
て
寄
付
さ
れ
た
。

昭
和
五
十
四
年

（
一
九
七
九
）

二
月

――

中
学
入
試

（応
募
者
数
四
九
六
名
）
。
高
校
入
試

（応
募
者
数
三

七
五
名
）
。

三
月
二
十

一
日

―
―
小
池
辰
雄
校
長
が
停
年
退
職
。
後
任
は
篠
原
寛
教
頭

が
就
任
。

五
月

一
日

―

昨
年
四
月
発
足
の
獨
協
学
園
百
年
史
編
纂
委
員
会

（委
員

長
小
池
辰
雄
、
編
纂
主
任
斎
藤
博
）
は
会
報

「
獨
協
百
年
」
第

一
号
を
刊
行
。

百
年
史
本
史
刊
行
を
目
標
に
資
料
蒐
集
に
取
り
組
む

（以
下
、
五
号
ま
で
で
計

二
千
七
百
頁
の
資
料
集
と
な
る
）

六
月

一
日

―
―
獨
協
学
園
創
立
百
年
祭
実
行
委
員
会
発
足
。

九
月
十
四
日

―
―
二
川
博
後
援
会
長
、
急
死
さ
れ
葬
儀
。
小
島
理
事
を
助

け
Ｐ
Ｔ
Ａ
で
活
躍
し
た
。

十
月
六

・
七
日

―

文
化
祭
。

バ
ザ
ー
が
行
わ
れ
会
員
の
手
作
り
品
、
家

庭
に
退
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
を
寄
付
頂
き
大
成
功
裡
に
幕
を
閉
じ
た
。
売
上
金

百
十
三
万
五
千
四
百
五
十
円
。

十

一
月
二
十
八
日

―

中
学
高
校

の
隣
接
地
、
協
和
銀
行
所
有
四
三
八
平

方
米
を
教
室
増
築
の
た
め
買
収
し
た
い
と
予
ね
て
よ
り
交
渉
。
銀
行
側
の
提
示

価
格
は
二
億
五
千
～
二
億
で
な
け
れ
ば
交
渉
に
応
じ
な
い
と
し
て
い
る
が
、
極

力
交
渉
を
進
め
る
こ
と
に
理
事
会
決
定
を
み
る
。

昭
和
五
十
五
年

（
一
九
八
〇
）

一
月
二
十
五
日

―
―
交
渉
の
結
果
協
和
銀
行
か
ら
正
式

に
条
件
提
示
さ
れ
、

二
億
四
千
万
円
に
て
買
収
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
理
事
会
で
決
定
す
る
。
な

お
後
援
会
長
の
後
任
は
近
藤
市
雄
に
。

二
月

――

中
学
入
試

（応
募
者
数
四
五
三
名
）
。
高
校
入
試

（応
募
者
数
二

六

一
名
）
。

二
月

一
日

―
―

前
校
長
小
池
辰
雄
は
ド
イ
ツ
大
使
よ
り
第

一
級
功
労
十
字

章
授
与

（多
年
に
わ
た
る
ド
イ
ツ
語
、
ド
イ
ツ
宗
教
思
想
史
等
の
研
究
な
ら
び

に
紹
介
）
。

二
月
六
日

―

獨
協
学
園
長
、
中
高
名
誉
校
長
の
天
野
貞
祐
先
生
は
九
十

五
歳
の
天
寿
を
全
う
さ
れ
た
。
跡
を
追
う
よ
う
に
十
四
日
、
功
労
者
の
前
常
任

理
事
小
島
英
が
死
去
。

二

月
十
九
日

―
―
中
学
校
卒
業
式
挙
行
。
卒
業
者
全
員

に
よ
る
ド
イ
ツ
語

の
シ
ラ
ー

「歓
喜
」
の
合
唱
に
式
場
を
埋
め
る
父
母
は
感
慨

一
入
で
あ

っ
た
。

二
月
二
十
五
日

―
―
天
野
学
園
長
の
中
学
高
校
お
別
れ
式
が
、
学
園
葬
に

先
立
ち
、
長
年
親
し
く
生
徒
に
語
り
か
け
ら
れ
た
講
堂
に
御
遺
霊
を
お
迎
え
し
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て
厳
粛
な
雰
囲
気
の
う
ち
に
執
り
行
わ
れ
た
。
午
後

一
時
、
学
園
中
興
の
祖
と

仰
が
れ
る
故
ヨ
ゼ
フ
天
野
先
生
の
学
園
葬
が
東
京
カ
テ
ド
ラ
ル
聖
マ
リ
ア
大
聖

堂
で
参
列
者
三
千
人
に
よ
り
盛
大
に
挙
行
さ
れ
る
。

小
池
校
長
は
、
就
任
以
来
十
年
目
に
当
る

一
九
七
九
年

（昭
和
五
十
四
年
）

二
月
、
学
園
の
停
年
七
十
五
歳
に
達
し
た
た
め
に
獨
協
大
学
教
授
を
退
職
、
あ

わ
せ
て
中

・
高
校
長
を
退
任
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
後
任
に
は
小
池
を
補
佐
し

て
き
た
教
頭
の
篠
原
寛
が
昇
格
就
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

退
任
に
当
っ
て
、
小
池
は
次
の
よ
う
な
感
懐
を
残
し
た
。

目
自
台
十
年
―
お
別
れ
に
際
し
て
Ｐ
丁
Ａ
と
全
校
生
徒
諸
君
に
―

地
下
鉄
東
西
線
の
早
稲
田
駅
か
ら
目
白
台
の
獨
協
中
学

・
高
校

へ
、
あ
の
東

京
都
保
存
樹
第
七
号
た
る
樹
齢
幾
百
年
の
銀
杏
雙
樹
の
聟
え
立
つ
胸
突
坂
を
登
っ

て
通
勤
し
て
、
は
や
く
も
十
年
が
経
ち
ま
し
た
と
は
。
帰
路
に
は
早
稲
田
大
通

り
の
英
詩
専
門
の
古
本
屋
に
時
折
立
ち
寄
る
の
が
楽
し
み
で
あ
り
ま
し
た
。
学

生
時
代
か
ら
古
本
屋
に
立
ち
寄
る
の
が
私
の
趣
味
の
一
つ
で
、
こ
れ
は
生
涯
不

変
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
本
の
好
き
な
生
徒
諸
君
、
い
つ
で
も
遊
び
に
来
て
宜
し

い
で
す
。
金
銀
は
な
い
が
、
半
世
紀
の
間
に
自
然
に
集

っ
た
書
籍
は
万
巻
を
越

え
て
お
り
ま
す
。
戦
時
中
、
生
活
に
困
っ
て
本
を
売

っ
て
糊
口
を
凌
い
だ
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
本
は
今
で
も
愛
惜
の
念
に
堪
え
ま
せ
ん
。

顧
え
ば
こ
の
春
で
獨
協
大
学
十
五
年
、
日
白
台
十
年
が
経
ち
、
七
十
五
才
の

峠
に
来
た
の
で
大
学
の
停
年
制
に
よ
り
大
学
を
退
く
と
共
に
、
目
白
台
と
も
お

別
れ
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

私
的
な
点
か
ら
申
し
て
も
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
界
の
大
立
物
内
村
鑑
三
の
直

弟
子
で
も
あ
り
、
昭
和
十
五
年

（
一
九
四
〇
年
）
の
秋
、
長
兄
政
美
が
北
京
で

客
死
し
た

（大
正
十
年
、　
一
九
二

一
年
）
命
日
を
期
し
て
、
自
宅
の

一
角
を
会

堂
に
し
て
日
曜
の
聖
書
講
筵
を
開
い
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
で
、
既
に
昨
秋
、

人
生
の
最
終
行
程
を
伝
道
と
著
作
に
献
げ
た
く
決
意
し
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

と
も
あ
れ
、
過
去
十
年
、
日
白
台
に
お
け
る
学
校
生
活
は
お
陰
様
で
楽
し
い

も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
教
職
員
七
十
余
名
は
和
合
の
と
れ
た
人
格
有
機
体
を
成

し
て
い
る
と
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。
私
は
各
人
の
良
さ
と
特
質
を
認
識
し
て
、

学
校
と
い
う
協
同
体
が
、

ハ
ー
モ
ニ
ー
を
以
て
夫
々
の
力
を
発
揮
す
べ
く
、
各

教
科
の
研
究
的
話
合
い
と
責
任
の
自
覚
と
自
由
な
活
動
と
授
業
の
特
色
を
期
し

て
お
り
ま
し
た
。
実
務
に
優
れ
た
手
腕
を
も
つ
Ｓ
教
頭
の
補
佐
に
よ
り
、
快
く

勤
め
得
た
こ
と
を
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
生
徒
の
学
校
生
活
の
上
で
暴
力

行
為
や
喫
煙
、
飲
酒
等
、
獨
協
生
と
し
て
あ
る
ま
じ
き
振
舞
に
対
し
て
Ｔ
生
活

部
主
任
が
厳
正
な
舵
を
執

っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
同
じ
く
感
謝
し
て
お

り
ま
す
。
ま
た
教
務
及
生
活
部
の
先
生
方
事
務
の
方
々
の
御
苦
労
も
肝
に
銘
じ

て
お
り
ま
す
。
ま
た
黙
々
と
し
て
掃
除
万
端
に
当
っ
て
お
ら
れ
た
用
務
員
の
方
々

及
び
夜
警
を
衛
っ
て
下
さ
っ
た
三
名
の
方
々
に
心
か
ら
謝
意
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。

私
が
最
も
力
を
入
れ
た
の
は
、
火
曜
朝
礼
の
講
話
で
あ
り
ま
し
た
。
十
年
間
、

か
な
り
多
角
的
な
内
容
の
は
な
し
を
し
た
つ
も
り
で
す
。
そ
し
て
そ
の
焦
点
は
、

敬
天
愛
人
、
天
賦
天
職
、
自
律
自
彊
の
教
育
三
綱
要
で
あ
り
ま
し
た
。

日
本
の
民
主
主
義
な
る
も
の
が
、
現
実
は
身
勝
手
主
義
と
い
っ
た
様
相
を
多

分
に
も
っ
て
い
る
の
は
、

「敬
天
」
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
神
仏
に
対
す
る
畏
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敬
の
念
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
根
本
的
欠
陥
に
よ
る
と
思
う
の
で
、
そ
う
い
う

宗
教
心
へ
の
目
醒
め
を
促
す
こ
と
を
第

一
と
し
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
か
ら
美
し

い
友
情

（「
愛
人
」
）
が
湧
い
て
来
る
の
で
す
。

生
徒
各
自
に
は
天
賦
の
才
能
気
質
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
即
し
た
面
に
そ
の

生
徒
の
生
涯
の
課
題
と
使
命
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
を
当
人
は
固
よ
り
、
御

父
母
と
主
管
の
先
生
が
よ
く
認
識
し
て
下
さ
る
こ
と
。
自
己
の
本
質
た
る
天
賦

を
自
覚
し
た
ら
、
勉
学
は
そ
れ
に
連
関
し
た
教
課
を
中
心
に
し
て
打
ち
込
む
こ

と
。
そ
こ
に
生
活
の
張
り
が
で
て
く
る
。
気
塊
も
強
く
な

っ
て
く
る
。
そ
う
い

う
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
な
実
例
を
通
し
て
生
徒
の
自
覚
を
促
が
し
ま
し
た
。
自
律

自
彊
も
、
こ
の
自
覚
が
あ
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
出
来
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。

私
は
こ
ん
な
気
持
ち
で
獨
協
生
を
愛
し
且

つ
激
励
し
て
来
ま
し
た
。
『
こ
の

道
を
往
く
』
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
詳
し
く
記
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
生
徒

諸
君
も
御
父
母
の
方
々
も
私
の
手
紙
と
思

っ
て
時
折
り
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

学
校
教
育
そ
の
も
の
は
教
職
員
の
担
当
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
と
車
の
車
輌

に
関
係
に
あ
る
の
は
家
庭
教
育
で
、
と
か
く
外
人
か
ら
日
本
の
お
母
さ
ん
は
甘

す
ぎ
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
獨
協
の
お
母
さ
ま
方
は
概
し
て
甘
く
は
な
い
と
存

じ
ま
す
が
如
何
が
で
し
ょ
う
。
獨
協
中

・
高
校
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
Ｐ
の
組
織
は
ま
こ

と
に
良
く
整

っ
て
お
り
ま
す
。
役
員

・
専
門
部
委
員
、
学
年
、
学
級
委
員
、
そ

し
て
全
校
の
御
父
母
。
私
も
そ
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
一
員
と
し
て
特
に
運
営
委
員
の
方
々

と
は
十
年
間
に
ど
れ
ほ
ど
会
合
を
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
歴
代
の
会
長
を
中
心

と
し
た
方
々
の
御
骨
折
は
大
変
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
獨
協
の
Ｐ
の
あ
た
た
か

い
御
理
解
、
御
支
援
、
御
協
力
に
は
肝
銘
し
て
お
り
ま
す
。
学
校

の
諸
施
設
、

現
在
の
海
の
家
、
過
去
に
お
け
る
日
新
寮
、
毎
年
の
文
化
祭
。
春

の
体
育
祭
、

秋
の
マ
ラ
ソ
ン
大
会
等
に
お
け
る
御
支
援
、
御
協
力
な
ど
想
い
出
せ
ば
、
有
形

無
形
の
御
友
情
に
た
だ
感
謝
あ
る
の
み
で
あ
り
ま
す
。

高
校
生
諸
君
、
君
た
ち
が
卒
業
し
て
か
ら
で
も
人
生
問
題
や
心
身
の
な
や
み

ご
と
な
ど
が
あ

っ
て
、
も
し
私
た
ち
に
会
い
た
い
と
思

っ
た
ら
、　
一
応
電
話
連

絡
を
し
て
、
い
つ
で
も
御
訪
ね
下
さ
い
。
私
に
出
来
る
こ
と
な
ら
何
ら
か
の
お

助
け
を
し
て
あ
げ
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
御
父
母
の
方
々
で
も
宗
教
的

な
こ
と
で
お
た
ず
ね
に
な
り
た
い
時
、
ど
う
ぞ
御
来
遊
下
さ
い
。
私
は
今
は
在

野
の
自
由
な

一
伝
道
者
で
、
天
来
の
力
に
あ
ず
か

っ
て
お
り
ま
す
か
ら
。

最
後
に
感
謝
を
も

っ
て
想
い
出
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
二
月
二
十
五
日
に
Ｐ

Ｔ
Ａ
主
催
の
送
別
会
が
椿
山
荘
で
催
さ
れ
、
数
百
名
の
御
父
母
の
方
々
が
心
か

ら
別
れ
を
惜
し
ん
で
下
さ

っ
た
こ
と
で
す
。
両
学
長
及
び
幾
名
か
の
Ｏ
Ｂ
の
方
々

も
加
わ

っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
伊
能
会
長
を
始
め
い
く

つ
か
の
感
銘
深
い
お
言

葉
を
い
た
だ
き
、
「
仰
げ
ば
貴
し
」
を
心
を
こ
め
て
歌

っ
て
下
さ
い
ま
し
た
が
、

私
は
そ
の
歌
声
を
御
子
弟
に
代
わ

っ
て
御
父
母
が
歌

っ
て
下
さ

っ
て
い
る
と
感

じ
ま
し
た
。
私
は
勿
論
こ
の
歌
を
受
け
る
に
価
し
な
い
校
長
で
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
現
実
の
私
が
ど
ん
な
に
惨
漕
た
る
校
長
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
私
の
中

に
あ
る
本
願
的
な
魂
は
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
熱
い
お
心
に
全
身
の
感
謝
を
以
て
お
応
え
い

た
し
ま
し
た
。
い
つ
ま
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
た
め
で
す
。

そ
れ
か
ら
数
日
後
、
二
月
末
日
、
理
事

・
評
諸
員
会
の
あ
と
で
、
上
野
の
精
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養
軒
で
、
こ
の
日
を
以
て
獨
協
学
園
を
退
く
三
名
の
者
の
た
め
、
関
理
事
長
が

送
別
の
宴
を
設
け
て
下
さ
い
ま
し
た
。
こ
れ
ま
た
感
激
の
至
り
で
あ
り
ま
し
た
。

送
別
の
会
を
終

っ
て
辞
去
す
れ
ば
、
上
野
の
丘
は
爛
漫
た
る
夜
桜
の
パ
ラ
ダ
イ

ス
で
し
た
。
心
あ

っ
て
か

一
陣
の
風
に
罪
々
秀
々
と
桜
花
が
散
り
か
か
り
ま
し

た
。
こ
れ
ほ
ど
印
象
的
な
こ
と
が
今
ま
で
の
生
涯
に
幾

つ
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

教
育
生
活
に
五
十
年

（二
十
五
才
か
ら
七
十
五
才
）
。
し
か
も
そ
の
最
終

の
日

の
送
別
会
が
、
昔
な

つ
か
し
い
上
野
の
丘
。
し
か
も
桜
花
爛
漫
た
る
夜
。
散
り

か
か
る
桜
花
と
共
に
私
も
教
育
界
か
ら
散
り
去

っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

散
り
か
か
る
桜
花
と
共
に
散
り
に
け
り

お
わ
り
に
、
獨
協
学
園
の
雙
樹
た
る
天
野
貞
祐
学
園
長
と
関
湊
理
事
長
の
御

健
勝
を
心
か
ら
祈
念
し
、
目
白
台
の
獨
協
の
教
職
員
並
び
に
Ｐ
Ｔ
Ａ
全
員
の
あ

た
た
か
い
御
友
情
に
対
し
て
衷
心
よ
り
感
謝
し
、
獨
協
百
周
年
に
向

っ
て
の
カ

強
い
御
進
展
を
祈
上
げ
ま
す
。

獨
協
学
園
百
年
史
編
纂
委
員
会
委
員
長

小
池
は
退
任
の
前
年

一
九
七
八
年

（昭
和
五
十
二
年
）
春
、
獨
協
学
園
の
創

立
百
周
年
が

一
九
八
三
年

（昭
和
五
八
年
）
に
当
る
こ
と
を
思
い
獨
協
学
園
百

年
史
編
纂
の
ス
タ
ー
を
切
る
べ
き
こ
と
を
提
案
し
た
。
そ
の
こ
と
も
あ

っ
て
、

五
月

一
日
、
発
足
の
獨
協
学
園
百
年
史
編
纂
委
員
会
の
委
員
長
に
推
さ
れ
た
。

退
職
と
と
も
に
獨
協
学
園
を
去
る

つ
も
り
で
あ

っ
た
の
に
、
関
湊
理
事
長
に
こ

れ
は
つ
づ
け
て
や

っ
て
く
れ
と
説
得
さ
れ
、
以
来
無
報
酬
の
ま
ま
こ
れ
が
奉
仕

に
当

っ
て
い
る
。
編
纂
主
任
は
獨
協
大
学
経
済
学
部
の
斎
藤
博
教
授
、
助
手
に

は
獨
協
高
校
よ
り
合
田
憲

（現
姫
路
獨
協
大
学
助
教
授
）
、
新
井
孝
重
（現
獨
協

大
学
非
常
勤
講
師
兼
務
）
の
両
教
諭

が
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
れ

ら
の
斎
藤
教
授
を
中
心
と
す
る
ス
タ
ッ
フ
は
、
百
年
史
編
纂
に
当

っ
て
、
小
池

委
員
長
を
補
佐
す
る
に
は
、
ま
こ
と
に
有
能
、
か
つ
意
欲
的
な
人
材
で
あ
り
、

か
つ
学
園
内
部
事
情
に
も
深
く
通
暁
し
、
ま
こ
と
に
適
任
者
で
あ
る
。

小
池
は
こ
れ
ら
の
よ
き
補
佐
特
に
主
任
斎
藤
博
教
授
の
強
力
な
力
量
に
恵
ま

れ

つ
つ
、
『獨
協
百
年
』
第

一
号
を
刊
行
以
来
、
実
に
二
千
七
百
総
頁
に
達
す

る
資
料
集
全
五
冊
の
刊
行
を
達
成
し
、
さ
ら
に

『
日
で
み
る
獨
協
百
年
』
を

一

九
八
三
年

（昭
和
五
八
年
）
刊
行
す
る
に
至

っ
た
。
こ
の
ぼ
う
大
な
写
真
を
織

り
交
ぜ
た
歴
史
は
、
そ
の
歴
史
的
叙
述
の
客
観
性
と
明
快
か

つ
説
得
力
の
あ
る

表
現
に
支
え
ら
れ
、
こ
の
種
の
資
料
と
し
て
は
ま
さ
に
画
期
的
な
労
作
で
あ
り
、

獨
協
学
園
創
立
百
年
に
当

っ
て
、
全
国
的
に
誇
る
べ
き
無
形
的
資
産
と
な
っ
た
。

小
池
は
引
続
き
、
戦
後
の
獨
協
学
園
の
二
大
恩
人
た
る
天
野
貞
祐
と
関
湊
に
つ

い
て

『
回
想
天
野
貞
祐
』
『
ア
ル
バ
ム
関
湊
』
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

最
後
の
本
史

『
獨
協
学
園
百
年
史
』
は
、
本

一
九
九
〇
年

（平
成
二
年
）
の
秋
、

完
成
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
小
池
自
身
も
そ
の
な
か
で
、
大
村
仁
太
郎
校
長
と

天
野
貞
祐
校
長

・
学
長
の
思
想
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
る
が
、
か
く
し
て
い
ま

十
余
年
の
歳
月
を
要
し
て
、
獨
協
学
園
百
年
の
歴
史
の
全
貌
が
明
ら
か
に
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
小
池
自
身
の
強
力
な
指
導
力
と
適
切
な
指
示
と
人

間
的
包
容
力
な
し
に
は
果
た
し
得
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
の
久
し
い
歳

月
の
間
、
小
池
は
何

一
つ
経
済
的
報
酬
を
受
け
て
い
な
い
。
ま
さ
に
無
償
の
奉

仕
で
あ
る
。
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こ
の
間
の

一
九
八
〇
年

（昭
和
五
五
年
）
三
月
、
小
池
は

一
九
六

一
―
六
二

年
に
亘
る

一
年
間

ハ
ン
ブ
ル
グ
大
学
の
日
本
学
交
換
教
授
及
び
同
大
学
に
お
け

る
公
開
講
演

「
日
本
の
新
教
史
及
び
わ
が
神
学
的
告
白
」
や
多
年
に
わ
た
る
ド

イ
ツ
語

・
ド
イ
ツ
宗
教
的
思
想
史
な
ど
の
研
究
な
ら
び
に
紹
介
に
よ
る
功
績
に

よ
リ
ド
イ
ツ
大
使
よ
り
第

一
級
功
労
十
字
章
を
授
章
し
て
い
る
。
そ
の
授
章
は

獨
協
学
園
に
と

っ
て
も
、
ま
こ
と
に
名
誉
あ
る
所
の
も
の
で
あ

っ
た
。

小
池
辰
雄
の
幼
少
年
期

小
池
辰
雄
は
そ
の
人
間
形
成
の
幼
少
年
期
を
ど
の
よ
う
に
過
し
て
い
っ
た
か
。

小
池
は
そ
の
若
い
幼
少
年
期
よ
り
人
生
の
深
い
悲
し
み
を
知

っ
て
育

っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
こ
の
人
生
を
超
え
た
と
こ
ろ

に
い
と
高
き
も
の
、
い
と
無
限
の
も
の
の
あ
る
こ
と
を
覚
え
て
い
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
私
は
本
研
究
ノ
ー
ト
で
は
、
主
と
し
て
小
池
の
幼
少
年
期
に
重
点

を
お
い
て
、
そ
の
内
的
外
的
生
活
面
を
と
り
あ
げ
て
ゆ
き
た
い
。

小
池
辰
雄
は

一
九
〇
四
年

（明
治
三
七
年
）
二
月
七
日
、
ほ
ぼ
正
午
。
日
露

開
戦
の
直
前
に
当
る
が
、
東
京
、
本
郷

（今
の
文
京
区
）
弓
町
に
生
ま
れ
て
い

る
。
父
政
吉
、
母
光
子
の
間
に
子
女
五
人
が
あ
り
、
長
男
政
美
、
二
男
龍
二
、

三
男
二
郎
、
そ
し
て
小
池
は
そ
の
四
男
で
あ
り
、
そ
の
下
に
妹
愛
子
が
い
る
。

幼
時
近
傍
の
お
茶
の
水
幼
稚
園
の
園
児
と
し
て
通
園
す
る
。
同
期
の
友
に
諸

井
三
郎

（作
曲
家
）
、
美
濃
部
亮
吉

（元
東
京
都
知
事
）
、
近
藤
駿
四
郎

（医
博
）

な
ど
の
す
ぐ
れ
た
人
々
が
い
る
。
そ
の
間
千
駄
ケ
谷
に
転
居
し
た
た
め
幼
稚
園

を
中
退
す
る
。
そ
の
幼
年
時
、
小
池
に
強
烈
な
印
象
を
与
え
た
事
件
が
起
っ
た
。

近
隣
の

″ぼ
ん
ち
ゃ
ん
〃
と
呼
ば
れ
て
い
た
唯

一
人
の
親
友
と
遊
び
暮
ら
し
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る
初
夏
の
暑
い
日
中
、
街
道
を
二
人
で
歩
い
て
い
た
と
き
、

兜
虫
が
道
の
ま
ん
中
に
向

っ
て
這

っ
て
い
た
の
を

〃ぼ
ん
ち
ゃ
ん
″
が
見

つ
け

て
、
こ
れ
を

つ
か
ま
え
よ
う
と
し
て
走

っ
た
。
そ
の
と
き
、
米
俵
を
満
載
し
て

い
た
大
八
車
が
通
り
か
か

っ
て
い
た
の
だ
が
、
　
″ぼ
ん
ち
ゃ
ん
〃
は
そ
れ
に
う
っ

か
り
ぶ
つ
か

っ
て
倒
れ
、
運
悪
く
も
前
車
輌
と
後
車
輌
の
間
に
首
が
位
置
し
た

た
め
に
、
後
車
輌
に
鞣
か
れ
、
悲
鳴

一
声
、
彼
の
世
の
人
と
化
し
て
し
ま

っ
た

の
だ
。
小
池
は
あ
の
衝
撃
的
な
瞬
間
を

一
生
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
し

自
分
が
先
き
に
そ
の
兜
虫
を
見

つ
け
て
走

っ
た
ら
、
同
じ
運
命
で
こ
の
生
命
を

果
て
た
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
。
　
″ぼ
ん
ち
ゃ
ん
〃
は

「友
の
た
め
に
生
命
を

棄
て
た
の
だ
。
こ
れ
よ
り
大
い
な
る
愛
は
な
い
」
と
小
池
は
後
年
そ
う
思
う
。

こ
の
友
と
は
正
に

「春
の
小
川
は
さ
ら
さ
ら
流
る
」
の
歌
の
発
祥
の
田
園
情
緒

ゆ
た
か
な
と
こ
ろ
で
遊
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
悲
し
い
情
景
が
か
れ
こ
れ
八

十
年
も
経

つ
今
日
も
小
池
の
脳
裏
に
あ
ざ
や
か
に
浮
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。

小
池
は
更
に
五
歳
の
と
き
、
父
政
吉
の
悲
し
い
病
死
に
直
面
す
る
。
長
持
に

仰
臥
さ
せ
ら
れ
て
い
た
父
の
相
貌
を
小
池
は
妙
に
憶
え
て
お
り
、
そ
れ
は
容
易

に
脳
裏
を
離
れ
な
い
。
し
か
し
小
池
は
父
の
想
出
は
極
め
て
断
片
的
な
も
の
に

過
ぎ
な
い
と
い
う
。
父
よ
り
母
光
子

へ
の
思
い
出
が
小
池
に
は
強
烈
だ
か
ら
で

あ
ろ
う
か
。

い
く
ば
く
も
な
く
し
て
遺
族
は
、
小
石
川
区
林
町
九
十
四
番
地
へ
転
居
す
る
。

小
池
は

一
九

一
〇
年

（明
治
四
三
年
）
四
月
に
東
京
高
等
師
範
学
校
附
属
小
学

校
第
二
部
に
入
学
す
る
。
母
光
子
は
お
茶
の
水
女
学
校
教
員
と
し
て
教
育
に
た
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ず
さ
わ
っ
て
い
た
。

さ
て
、
第

一
部
は
男
児
の
み
の
学
級
で
四
十
名

一
学
年

一
ク
ラ
ス
で
あ

っ
た

が
、
第
二
部
と
い
う
の
は
、　
一
・
二
年
、
〓
丁

四
年
、
五

・
六
年
の
上
下
三
学

年
生
が
そ
れ
ぞ
れ
、　
一
教
室
で
学
ぶ
教
育
組
織
に
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
男

・

女
各

一
二
名
合
わ
せ
て
二
四
名
で

一
学
年
が
構
成
さ
れ
て
い
た
。
先
生
は
例
え

ば
第
二
学
年
生
に
習
字
を
学
ば
せ
れ
ば
、
同
じ
教
室
の
半
分
に
坐
を
占
め
て
い

る
第
四
学
年
生
に
は
算
術

（今
の

「数
学
」
）
を
教
え
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ

る
。
そ
の
方
法
は
授
業
時
間
内
に
先
生
が
上
下
両
学
年
生
を
教
科
の
性
質
、
内

容
に
応
じ
て

一
授
業
時
間
中
に
、
二
・
三
回
然
る
べ
く
、
教
壇
を
右
に
往
き
、

左
に
歩
い
て
教
え
導
く
と
い
っ
た
や
り
方
で
、
六
年
間
、
所
定
の
教
科
内
容
を

修
了
し
た
わ
け
で
あ
る
。
小
池
た
ち
は
三
名
の
担
任
の
先
生
に
教
え
を
受
け
る
。

一
、
二
年
は
相
島
亀
二
郎
、
〓
丁

四
年
は
加
藤
末
吉
、
五

・
六
年
は
薦
田
恵
之

助
の
三
先
生
で
あ

っ
た
。

三
先
生
と
も
そ
れ
ぞ
れ
ユ
ニ
ー
ク
な
ヴ

ェ
テ
ラ
ン
の
先
生
で
あ
っ
た
。
特
に

五

・
六
年
時
の
藤
田
先
生
は
禅
味
を
帯
び
た
先
生
で
あ
り
、
作
文
の
指
導
に
か

け
て
は
日
本
随

一
の
先
生
で
あ

っ
た
こ
と
を
、
小
池
は
後
年
知
る
。
小
池
は

「
ど
ん
な
課
題
が
で
て
も
、
自
分
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
書
き
な
さ
い
」
と
言

わ
れ
た
こ
と
を
よ
く
記
憶
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
思
考
で
観
念

的
に
書
く
な
、
体
験
的

・
告
白
的
な
面
が
な
い
と
空
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ

っ

た
。
五
年
生
の
第
二
学
期
の
作
文
の
時
間
に

「
こ
の
夏
の
こ
と
」
と
い
っ
た
課

題
が
出
た
の
で
、
小
池
は
温
泉
地
で
、
ひ
と
り
で
工
夫
し
て
泳
げ
る
よ
う
に
な
っ

た
体
験
を
書
い
た
。
そ
れ
は
最
高
点
を
い
た
だ
い
た
の
で
、
と
て
も
嬉
し
か

っ

た
こ
と
は
今
日
に
忘
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
。
国
語
の
授
業
も
た
の
し
か
っ
た
こ

と
を
想
い
出
す
。

校
長
先
生
で
印
象
に
強
く
残

っ
て
い
る
の
は
佐
々
木
吉
二
郎
先
生
で
あ
る
。

月
曜
の
第

一
時
限
だ
っ
た
か
、
講
堂
修
身
と
い
っ
て
、
全
校
生
徒
が
講
堂
で
三

十
分
間
く
ら
い
講
話
を
き
く
。
内
容
は
勿
論
憶
え
て
い
な
い
が
、
毎
回
感
銘
深

く
、
士
気
を
高
揚
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

小
学
校
五
年
生
の
と
き
は
ま
た
ま
た
本
郷
西
片
町
に
転
居
し
て
い
た
が
、
春

の
五

・
六
年
生
の
遠
足
が
中
野
か
ら
吉
祥
寺
ま
で
の
長
距
離
遠
足
で
あ

っ
た
。

小
池
は
扁
桃
腺
肥
大
だ
か
ら
遠
足
を
し
て
は
い
け
な
い
、
と
母
に
止
め
ら
れ
て

い
た
の
を
き
か
ず
、
出
か
け
る
。
案
の
定
、
無
理
が
祟

っ
て

（帰
路
は
全
員
吉

祥
寺
か
ら
汽
車
で
帰
り
は
し
た
が
）
、
疲
れ
果
て
て
帰
宅
す
る
。
そ
の
翌
朝
、

顔
が
む
く
ん
で
い
る
で
は
な
い
か
。
急
性
腎
臓
炎
に
罹

っ
た
の
で
あ
る
。
何
と

も
母
に
申
し
ひ
ら
き
の
な
い
仕
末
で
あ
る
。
そ
の
頃
妹
愛
子
は
法
定
伝
染
病
た

る
狸
紅
熱
に
罹
っ
て
入
院
し
て
い
た
。
そ
れ
に
小
池
は
自
宅
療
養
の
身
で
、
腎

臓
炎
は
塩
分
禁
物
、
牛
乳
と
バ
ナ
ナ
と
西
瓜
が
好
い
と
い
う
。
痛
み
が
な
い
の

で
、
楽
な
病
気
で
あ
っ
た
。

そ
の
病
中
、
小
池
は
長
兄
政
美
か
ら
英
語
を
教
え
て
も
ら
う
。
政
美
は
全
国

中
学
校
生
徒
憧
憬
の
旧
制

一
高
の
学
生
で
あ
っ
た
。
高
師
附
属
小
学
校
で
は
五

年
生
か
ら
英
語
の
授
業
が
あ

っ
た
が
、
語
学
が
好
き
に
な
り
、
と
て
も
楽
し
か
っ

た
。　
一
学
期
休
学
し
た
た
め
、
諸
授
業
の
お
く
れ
を
夏
に
少
し
は
と
り
か
え
し

た
が
、
英
語
だ
け
は
ク
ラ
ス
で
一
番
進
ん
で
い
た
。
「英
語
の
先
生
」
な
ど
と

い
う
綽
名
を
も
ら
っ
た
り
し
た
。
そ
れ
も
長
兄
政
美
の
指
導
の
お
か
げ
で
あ
っ

た
。
政
美
は

一
高
で

「小
池
」
と
い
え
ば
英
語
の
代
名
詞
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
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ず
ば
ぬ
け
て
英
語
が
で
き
た
こ
と
を
次
兄
龍
二
か
ら
聞
い
た
。
読
書
力
、
英
作

力
、
英
語
会
話
は
勿
論
、
発
表
力
、
三
調
子
揃

っ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。

少
年
期
の
小
池
を
襲

っ
た
悲
し
み
は
、
更
に
重
な

っ
て
ゆ
く
。

妹
愛
子
は
そ
の
狸
紅
熱
の
た
め
小
学
校
二
年
生
の
春
に
、
つ
い
に
天
界
に
往
っ

て
し
ま
っ
た
の
だ
。
小
池
が
病
中
の
た
め
母
は
そ
の
こ
と
を
小
池
の
病
気
が
治

る
ま
で
報
せ
な
い
。
母
の
涙
と
心
配
、
察
す
る
に
余
り
あ
る
も
の
で
あ

っ
た
。

三
男
二
郎
は
乳
母
の
乳
が
悪
く
て
早
く
も
天
界
に
往
き
、
小
池
は
全
然
そ
の
兄

た
る
べ
き
三
郎
を
知
ら
な
い
。
小
池
は
四
男
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
小
学
校
時
代

早
く
も
自
ら
病
い
に
倒
れ
、
そ
の
な
か
で
愛
す
る
妹
を
失
い
、
悲
し
み
の
人
生

の
ど
ん
底
を
体
験
す
る
。
小
池
も
ま
た
少
年
時
代
よ
り
、
早
く
も
後
の
魂
の
師

と
な
る
内
村
鑑
三
や
天
野
貞
祐
の
よ
う
に
人
生
の
悲
哀
を
身
を
以
て
知
る
人
と

な

っ
た
。
詩
聖
ゲ
ー
テ
の
い
う
よ
う
に
、
涙
を
も

っ
て
パ
ン
を
た
べ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
、
人
生
の
真
実
を
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
言
葉
を
ハ
そ
の
魂

の
奥
底
で
感
得
し
た
人
と
な

っ
た
。

母
は
小
池
が
本
郷
西
片
町
か
ら
大
塚
の
学
校
に
通
う
の
は
遠
す
ぎ
る
と
い
う

の
で
、
そ
の
通
学
の
便
宜
を
思

っ
て
、
小
石
川
同
心
町
に
ま
た
引

っ
越
し
を
し

た
。
同
心
町
に
移

っ
た
の
が
六
年
生
の
と
き
で
あ
る
。
中
学
入
学
試
験
準
備
を

真
剣
に
や
る
。
第
二
部
か
ら
は
優
秀
な
生
徒
が
三
名
ほ
ど
推
薦
入
学
を
許
さ
れ

た
。
小
池
は
受
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
入
学
許
可
三
十
名
の
と
こ
ろ

を
百
八
十
名
の
受
験
生
で
あ

っ
た
。
六
倍
と
い
う
き
び
し
さ
の
と
こ
ろ
、
数
学

の
問
題
四
間
の
う
ち

一
間
を
や
り
そ
こ
な

っ
た
。
も
う
駄
目
だ
と
思
う
。
発
表

を
見
に
ゆ
く
勇
気
が
な
い
。
全
く
お
そ
る
お
そ
る
で
か
け
て
い
っ
た
。
「
鉄
管
」

と
い
う
綽
名
の
禿
げ
頭
の
好
人
物
た
る
お
小
使
さ
ん
が
、
梯
子
を
か
け
て
、
校

舎
の
板
側
面
に
巻
紙
を
繰
り
開
い
て
ゆ
く
。
番
号
が
示
さ
れ
る
。
小
池
は
い
ま

で
も
そ
の
光
景
を
あ
り
あ
り
と
浮
べ
る
。
繰
り
拡
げ
ら
れ
て
ゆ
く
う
ち
に
裏
か

ら
六
〇
番
と
い
う
番
号
が
ち
ら
っ
と
見
え
た
。
果
然
六
〇
番
が

ハ
ッ
キ
リ
出
て

来
た
。
「
あ
あ
よ
か

っ
た
！
」
そ
の
と
き
の
よ
ろ
こ
び
を
今

で
も
胸
に
、
か
き

じ
め
る
。
十
中
七
八
は
ダ
メ
だ
と
思

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の

数
学
の
難
問
が
で
き
た
の
は
三
名
し
か
い
な
か

っ
た
と
い
う
。
そ
の
頃
は
習
字

の
試
験
も
あ

っ
た
。
「
リ
ン
キ
オ
ウ
ヘ
ン
」
と
仮
名
で
書
い
て
あ

っ
た
。

こ
れ

を
漢
字
で
書
け
、
と
い
う
の
で
あ

っ
た
。
「臨
機
應
愛
」
で
あ
る
。

さ
て
そ
の
翌
日
の
試
験
は
英
語
と
体
格
検
査
で
あ

っ
た
。
英
語
は
、
英
文
和

訳
、
和
文
英
訳
、
書
取
、
こ
れ
は
み
ん
な
で
き
る
。
前
日
を
パ
ス
し
た
の
が
百

八
十
名
の
中
六
十
名
。
英
語
で
更
に
二
十
名
落
さ
れ
る
わ
け
で
あ

っ
た
。
同
級

生
が
言

っ
て
い
た
。
「
小
池
君
は
も
う
大
丈
夫
。
英
語
だ
も
の
」
と
。
正
直
、

兄
政
美
の
お
か
げ
で
英
語
の
実
力
は
充
分
あ

っ
た
。

高
師
附
属
中
学
は
天
下
の
名
門
校
な
の
で
、
通
称

「附
属
」
で
通
る
の
で
あ
っ

た
。
附
属

・
一
中

・
四
中
、
学
習
院
が
い
わ
ゆ
る
有
名
校
。
優
れ
た
先
生
方
は

お
そ
ら
く
附
属
が

一
番
で
あ
っ
た
ろ
う
。

中
学
入
学
の
翌
日
、
兄
政
美
が
お
祝
い
と
い
う
わ
け
で
、
浅
草
の
活
動
写
真

館
に
伴
れ
て
い
っ
て
く
れ
た
。　
一
番
有
名
な
電
気
館
と
帝
国
館
の
二
つ
を
観
た
。

何
か
探
偵
物
で
あ
っ
た
。
政
美
は
名
映
画
が
か
か
る
と
時
折
伴
れ
て
い
っ
て
く

れ
た
。
ひ
と
り
で
観
に
行

っ
た
こ
と
は
な
い
。
中
学
時
代
は
読
書
の
こ
と
も
す

べ
て
こ
の
兄
の
指
導
の
も
と
で
あ
っ
た
。
小
池
は
無
条
件
に
こ
の
兄
を
信
頼
し
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て
い
た
。
中
学
五
年
間
の
小
池
辰
雄
に
お
け
る
人
間
形
成
は
、
こ
の
兄
政
美
に

よ

っ
て
な
さ
れ
た
。
小
池
は
後
年
そ
の
著
作
集
第

一
巻

「無
者
キ
リ
ス
ト
」
第

二
巻

「芸
術
の
た
ま
し
い
」
の
両
巻
を
こ
の
兄
政
美
に
捧
げ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
も
そ
の
傾
倒
ぶ
り
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
次
兄
龍
二
は
軍
人
の
コ
ー
ス
で
あ
っ

た
か
ら
、
家
で
共
に
暮
ら
す
こ
と
は
殆
ど
な
か

っ
た
。
勿
論
小
池
は
次
兄
を
も

尊
敬
し
て
い
た
。
小
池
は

「
兄
第
喧
嘩
と
い
う
も
の
は
我
々
の
間
に
は
皆
無
で

あ

っ
た
」
と
い
う
。
長
兄
は
九
才
、
次
兄
は
六
才
、
小
池
よ
り
年
上
で
あ

っ
た

こ
と
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
中
学
時
代
に
小
池
の
魂
と
心
の
糧
と
な
っ
た
も
の
は
、
英
語
の
リ
ー
ダ
ー

の
中
の
物
語
り
や
英
詩
と
漢
文
教
程
の
中
の
武
士
道
的
な
内
容
や
漢
詩
で
あ

っ

た
。
今
想
う
と
、
教
材
は
保
存
し
て
お
く
べ
き
で
あ

っ
た
と
語
る
。
英
詩
集
は

一
流
の
詩
人
の
は
大
方
そ
の
後
買

っ
て
、
か
な
り
の
程
度
読
ん
だ
。
散
文
で
は

「
ザ
ズ
リ
ー
●
ホ
ー
ム
ズ
」
「
シ
ャ
ロ
ッ
ク

・
ホ
ル
ム
ス
」
「
ス
ケ

ッ
チ

・
ブ

ッ

ク
」
な
ど
を
四

・
五
年
生
の
と
き
読
ん
だ
。
皆
兄
政
美
の
指
示
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
漢
文
は
何
と
い
っ
て
も
論
語
、
孟
子
、
十
八
史
略
等
の
あ
る
部
分
、
お

よ
び
有
名
な
詩
人
の
も
の
で
あ
る
。

兄
政
美
の
急
逝
と
母
光
子
の
失
明

旧
制
高
校
は
勿
論

一
高
に
入
り
た
い
と
小
池
は
思
う
。
し
か
し
準
備
不
足
で

一
浪
す
る
。
日
土
講
習
に
通

っ
て
受
験
準
備
を
す
る
。
藤
森
の
数
学
、
塚
本
の

国
語

ｏ
漢
文
の

「
考
え
方
、
解
き
方
」
は
確
か
に
名
著
で
、
こ
れ
は
実
力
涵
養

に
役
立

っ
た
。
小
池
は
実
力
が
急
速
に
つ
く
の
を
覚
え
た
。

そ
の
歳
の
八
月
末
に
思
い
も
か
け
ず
日
本
公
使
館
在
任
中
の
北
京
か
ら
電
報

が
届
い
た
。
長
兄
政
美
が
疫
病
で
同
仁
病
院
に
入
院
の
報
せ
で
あ
る
。
次
兄
龍

二
同
行
で
、
急
速
母
光
子
が
朝
鮮
半
島
縦
断
、
南
満
洲
を
横
断
し
、
山
海
関
を

通

っ
て
北
京

へ
向

っ
た
。
悪
性
腸
チ
フ
ス
で
あ
る
。
す
で
に
政
美
は
死
の
床
で

あ

っ
た
。
永
別
の
数
日
前
、
政
美
は
キ
リ
ス
ト
が
自
衣
を

つ
け
現
わ
れ
給
う
の

を
霊
視
す
る
。
「
お
母
さ
ん
、
キ
リ
ス
ト
様
が
お
迎
え
に
来
ら
れ
た
の
で
、
お

先
に
失
礼
い
た
し
ま
す
」
と
高
熱
の
下
で
ハ
ッ
キ
リ
告
白
し
た
。　
一
九
二

一
年

大
正
十
年
九
月
二
十
二
日
召
天
す
る
。
年
齢
二
十
七
歳
で
あ

っ
た
。

同
心
町
で
ひ
と
り
で
留
守
を
し
て
受
験
準
備
中
の
小
池
は
、
「
三
二
ヒ
マ
サ

ミ
死
ス
ハ
ハ
」
と
い
う
悲
し
い
電
報
を
受
け
と
る
。
大
な
る
シ
ョ
ッ
ク
で
、
た

だ
悲
涙
が
滴
る
ば
か
り
で
あ
る
。
眠
ら
れ
ぬ
夜
が
更
け
て
ゆ
く
。
青
木
実
と
い

う
従
兄
が
訪
ね
て
き
た
。
小
池
の
悲
し
み
を
慰
め
る
た
め
で
あ

っ
た
。
殆
ど
会

話
が
で
き
な
い
。
天
地
晦
冥
で
あ

っ
た
。

現
地
で
の
葬
儀
が
終

っ
て
、
遺
骨
を
抱
え
て
母
と
次
兄
は
黄
海
の
舟
路
に
つ

い
て
い
た
。
何
と
い
う
運
命
の
な
せ
る
業
で
あ
ろ
う
か
、
船
中
で
母
光
子
は
多

年
の
過
労
と
今
回
の
悲
嘆
の
た
め
失
明
し
て
し
ま
う
。
そ
の
失
明
の
母
が
長
兄

政
美
の
遺
骨
を
抱
え
て
帰
京
し
た
時
、
母
の
失
明
の
姿
と
長
兄
政
美
の
遺
骨
を

見
た
時
、
小
池
は
彼
の
人
生
の
ど
ん
底
の
悲
哀
の
時
を
味
わ
う
。
そ
れ
は
筆
舌

に
尽
し
が
た
い
。
後
年
小
池
は
そ
の
著
作
集
第
六
巻
に
お
い
て
そ
の
書
を

「
父

亡
き
あ
と
単
身
永
年
苦
闘
し
て
我
ら
五
人
の
子
女
を
育
て
て
遂
に
失
明
し
た
る

母
光
子
に
捧
げ
る
。
」
第
二
巻

「芸
術
の
た
ま
し
い
」
は

「
一
九
二

一
年
九
月

二
十
二
日
、
二
十
七
歳
を

一
期
と
し
て
北
京
で
召
天
し
た
小
池
政
美
の
霊
に
捧

げ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
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深
い
悲
し
み
を
超
え
て
光
子
は
ま
た
家
の
整
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
。
家
財
道
具
は
二
東
三
文
で
売
り
払
わ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
小
池
は

長
兄
の
書
籍
は
で
き
る
だ
け
売
ら
な
い
よ
う
に
と
言

っ
た
。
し
か
し
巌
谷
小
波

の

『少
年
日
露
戦
史
』
全
二
十
巻
が
売
ら
れ
た
こ
と
を
あ
と
で
知

っ
て
、
千
歳

の
遺
恨
に
思
う
。
小
学
五

・
六
年
の
と
き
愛
読
し
、
あ
の
素
晴
ら
し
い
挿
画
を

模
写
ま
で
し
た
な

つ
か
し
い
本
で
あ
る
。
七
十
余
年
経

っ
た
今
日
で
も
、
い
ろ

い
ろ
な
場
面
が
眼
前
に
浮
か
ん
で
く
る
と
い
う
。
ど
こ
か
の
図
書
館
に
も
し
あ

る
な
ら
見
に
ゆ
き
た
い
と
も
い
う
。

同
心
町
の
門
も
な
い
、
い
き
な
り
玄
関
格
子
を
開
け
て
入
る
借
家
に
五
年
間
、

母
と
長
兄
政
美
と
姉
富
士
子
と
自
分
、
そ
れ
に
お
手
伝
い
の
女
中
さ
ん
が

一
時

期
留
守
番
を
兼
ね
て
い
て
く
れ
、
時
折
、
陸
軍
士
官
学
校
の
次
兄
龍
二
が
帰
宅

す
る
、
と
い
っ
た
家
庭
生
活
、
家
賃
が
多
分
十
五
円
く
ら
い
。
小
池
は
長
兄
と

こ
の
借
家
の
三
階
八
畳
の
間
で
、
机
を
並
べ
て
約
五
年
間
暮
ら
し
た
わ
け
だ
が
、

そ
の
た
だ
ず
ま
い
は
今
で
も
あ
り
あ
り
と
浮
か
ん
で
く
る
と
い
う
。
壁
に
は
メ

イ
フ
ラ
ワ
ー
号
の
帰
帆
を
海
岸
で
見
送

っ
て
い
る
清
教
徒
の
若
夫
婦
の
名
画
が

か
か
っ
て
い
た
。
こ
の
画
は
長
兄
が
特
に
愛
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
や
が
て

そ
う
い
う
結
婚
を
夢
見
て
い
た
彼
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
は
実
現
し
な
か

っ
た
の

で
、
彼
は
銀
製
の
十
字
架
を
作

っ
た
。
そ
れ
を
北
京
公
使
館
赴
任
の
と
き
身
に

つ
け
て
い
た
―
そ
と
に
は
見
え
な
い
よ
う
に
し
て
。
長
兄
政
美
は
清
教
徒
が
再

び
太
平
洋
を
渡

っ
て
イ
ギ
リ
ス
に
は
帰
ら
ぬ
旅
に
の
ぼ

っ
た
よ
う
に
、
彼
も
再

び
黄
海
を
渡

っ
て
日
本
に
は
帰
ら
ぬ
決
意
を
し
て
い
た
の
だ
。
支
那

（中
国
）

で
や
が
て
は
ハ
ド
ソ
ン
ｏ
テ
ー
ラ
ー
の
如
く
伝
道
す
る

つ
も
り
で
い
た
の
だ
。

そ
れ
が
早
く
も
天
界
に
飛
ん
で
い
っ
て
し
ま

っ
た
。

彼
が
天
界
に
往

っ
て
か
ら
六
十
年
経

っ
た
秋
、
七
宝
美
術
の
独
創
的
な
斎
藤

桂
子
さ
ん
が
北
京
の
故
宮
で
知
ら
ぬ
間
に
こ
の
兄
の
導
き
を
受
け
て
い
た
こ
と

を
夢
の
中
で
示
さ
れ
、
「
日
本

へ
御

一
緒
に
帰
り
ま
し
ょ
う
」
と
彼
女
が
言

っ

た
ら
、
「僕
は
日
本

へ
は
帰
り
ま
せ
ん
」
と

ハ
ッ
キ
リ
答
え
た
の
で
、
彼
女
が

泣
い
た
ら
目
が
醒
め
た
、
と
い
う
不
思
議
な
は
な
し
を
聞
い
た
が
、
全
く
そ
の

通
り
の
決
意
で
あ

っ
た
と
小
池
は
い
う
。

そ
の
兄
は
夜
の
九
時
に
な
る
と
必
ず
、
廊
下
の
手
摺
り
に
両
手
を
置
い
て
祈

る
の
で
あ

っ
た
。
聖
書
が
机
の
右
側
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
毎
日
必
ず
夜
に
な

る
と
読
ん
で
い
た
。
半
年
で
旧
新
約
聖
書
を
全
部
よ
ん
で
い
た
。
頁
の
は
こ
び

で
中
学
生
の
小
池
に
も
そ
れ
は
よ
く
わ
か

っ
た
。

小
池
自
身
は
キ
リ
ス
ト
教
を
知
ろ
う
と
も
し
な
か
っ
た
し
、
兄
も
聖
書
は
買

っ

て
は
く
れ
な
か

っ
た
。
尚
早
と
思

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
兄
政
美
の

信
仰
生
活
の
あ
ざ
や
か
さ
そ
の
も
の
が

「私

へ
の
無
言
の
伝
道
で
あ

っ
た
。
果

然
、
兄
が
天
界

へ
行

っ
て
か
ら
、
私
は
お
の
づ
か
ら
導
か
れ
た
わ
け
で
あ
る
」

と
小
池
は
後
年
回
想
し
て
い
る
。

水
戸
高
校

（旧
制
）
文
科
入
学

・小
池
は
兄
の
死
、
そ
し
て
母
の
失
明
の
た
め
、
人
生
の
ど
ん
底
に
落
ち
る
が
、

や
が
て
そ
れ
を
超
え
て
立
ち
上
り
、
そ
れ
よ
り
猛
然
と
勉
強
を
す
る
。
烈
々
火

の
如
き
勢
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
つ
い
に
逆
境
を
征
服
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
火
の
玉
の
ご
と
き
気
焔
と
斗
志
は
、
そ
の
後
八
十
六
年
の
生
涯
を
通
じ
て
、
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今
も
な
お
変
ら
な
い
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
母
か
ら
小
池
は
小
学

校
の
と
き
、

「精
神

一
到
何
事
か
な
ら
ざ
ら
ん
」
と
い
う

一
句
を
そ
の
魂
に
刻

み
込
ま
れ
て
い
た
。
こ
の

一
念
で
奮
起
し
た
の
で
あ
っ
た
。
学
力
に
も
充
分
自

信
が
で
き
た
の
で
、
長
兄
と
同
様

一
高
受
験
を
決
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
受

験
票
も
も
ら
っ
て
来
た
。
と
こ
ろ
が
武
田
叔
父
の
世
話
に
な
っ
て
い
て
、
も
し

一
高
を
落
ち
た
ら
申
し
わ
け
な
い
と
い
う
母
の
諌
止
に
遭

っ
て
、
母
を
も
心
配

さ
せ
て
は
す
ま
ぬ
と
思
い
直
し
て
、
大
事
を
と

っ
て
水
戸
高
校
受
験
に
転
じ
た
。

こ
れ
は
全
く
残
念
千
萬
で
あ

っ
た
。

小
池
は
水
高
文
乙

（ド
イ
ツ
語
第

一
外
国
語
）
に
二
番
で
入
学
し
た
。
答
案

は
完
壁
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
高
校
試
験
問
題
は
勿
論
全
国
同
じ
問

題
で
あ
っ
た
か
ら
、　
一
高
で
も
勿
論
入
学
で
き
た
は
ず
で
あ

っ
た
。
小
池
は
今

で
も

一
高
に
入
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
残
念
に
思

っ
て
い
る
。
水
高
入
学
は
ち

っ

と
も
嬉
し
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
中
学
入
学
の
と
き
の
あ
の
嬉
し
さ
と
は

全
く
ち
が
っ
た
心
境
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

し
か
し
、
人
生
と
は
な
ん
と
全
く
劇
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
小
池

が
入
学
し
た

一
学
年
の
夏
近
い
頃
、
思
い
も
か
け
ず
腸
疾
患
に
罹
り
、
水
戸
の

常
磐
病
院
に
入
院
の
身
と
な

っ
た
。
そ
の
た
め
、

つ
い
に
水
高
休
学
と
な
り
、

一
学
年
を
ダ
ブ
ル
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
何
た
る
マ
イ
ナ
ス
で
あ
ろ

う
。
も
し
東
京
で
あ
っ
た
ら
、
こ
ん
な
こ
と
に
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
、　
ハ
ッ

キ
リ
言
え
る
。
楽
し
く
勇
ま
し
く
、
勉
強
で
き
、
大
手
町
で
大
集
会
を
開
い
て

お
ら
れ
た
内
村
鑑
三
先
生
の
日
曜
講
義
も
毎
回
聴
き
に
行

っ
た
に
相
違
な
い
。

ｏ
内
村
鑑
三
の
大
手
町
集
会
に
出
席

し
か
し
小
池
は
水
戸
高
校
を
休
学
で
東
京
に
も
ど
り
、
晩
秋
の
頃
や
っ
と
外

出
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、
内
村
鑑
三
の
大
手
町
集
会

（日
本
衛
生
会
館
）
に

出
か
け
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
水
戸
高
校
時
代
、
都
合
の
つ
く
と
き
、
土
曜

に
帰
京
、
内
村
鑑
三
の
日
曜
集
会
に
列
席
、
午
後
は
水
戸
へ
帰
る
、
と
い
っ
た

こ
と
を
実
践
す
る
。
内
村
集
会
に
列
席
す
る
に
い
た
っ
た
き
っ
か
け
は
、
内
村

鑑
三
著

『宗
教
と
現
世
』
と
い
う
書
物
を
長
兄
政
美
の
書
架
か
ら
と
り
出
し
て

よ
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
小
池
は
こ
の
書
物
に
直
ち
に
感
動
し
た
。
兄
が
ひ
い
て

い
た
青
鉛
筆
の
サ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
に
う
な
づ
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

っ
た
。

小
池
に
と

っ
て
こ
の
水
高
時
代
に
、
内
村
鑑
三
の
著
書
を
か
な
り
読
ん
だ
こ

と
、
ル
タ
ー
の
ド
イ
ツ
語
聖
書
に
か
じ
り
つ
い
た
こ
と
、
ヒ
ル
テ
ィ
ー
の

『幸

福
論
』
と

『
眠
ら
れ
ぬ
夜
の
た
め
』
の
原
書
を
よ
く
読
ん
だ
こ
と
が
、
キ
リ
ス

ト
教
信
仰
の
世
界
の
下
準
備
と
し
て
大
き
な
プ
ラ
ス
と
な

っ
た
。
ま
た
ゲ
ー
テ

の

『
ウ

ェ
ル
テ
ル
』
を
小
牧
健
夫
先
生
か
ら
学
ん
だ
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。

も
う

一
つ
、
ダ
ン
テ
を
中
山
昌
樹
さ
ん
の

『
詩
聖
ダ
ン
テ
』
に
よ

っ
て
知

っ
た

こ
と
も
忘
れ
ら
れ
な
い
収
穫
で
あ

っ
た
。
水
高
の
ド
イ
ツ
語
の
先
生
は
、
小
牧

健
夫
、
相
良
守
峯
、
吹
田
順
助
、
実
吉
捷
郎
、
そ
れ
に
グ
ン
デ
ル
ト
博
士
と
い

う
面
々
で
、　
一
高
の
ド
イ
ツ
語
の
教
師
陣
に
決
し
て
劣
ら
ぬ
先
生
方
で
あ

っ
た

か
ら
、
そ
の
点
小
池
に
と

っ
て
文
乙
に
入

っ
た
こ
と
は
幸
で
あ

っ
た
。
水
高
時

代
は
し
か
し
、
胃
腸
の
疾
患
が
完
全
に
は
治
ら
ず
、
ど
の
学
年
も
三

つ
の
学
期

試
験
を
全
部
受
け
た
こ
と
が
な
く
、
見
込
み
点
を
以
て
及
第
し
て
ゆ
く
と
い
う

あ
り
さ
ま
で
あ

っ
た
。
ま
こ
と
に
小
池
の
水
戸
高
校
生
徒
時
代
は
身
体
の
方
は
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み
じ
め
な
状
態
で
、
青
春
を
謳
歌
す
る
と
い
う
晴
れ
や
か
さ
に
欠
け
て
い
た
。

た
だ
内
面
の
世
界
は
よ
り
深
め
ら
れ
て
ゆ
き
、
大
学
で
の
時
代
を
迎
え
る
準
備

の
点
で
は
よ
り

一
歩
進
ん
で
い
た
の
で
あ

っ
た
。

東
京
帝
国
大
学
文
学
部
ド
イ
ツ
文
学
科
入
学

一
九
二
六
年

（昭
和
元
年
）
四
月
、
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
独
乙
文
学
科
に

入
学
す
る
。
同
期
生
三
〇
名
と
い
う
文
学
部
と
し
て
は
盛
な
ク
ラ
ス
で
あ
っ
た
。

そ
の

一
人
に
獨
協
大
学
学
長
を
勤
め
た
自
旗
信
教
授
が
い
る
。

ド
イ
ツ
文
学
科
は
当
時
主
任
は
青
木
昌
吉
教
授
、
そ
れ
に
配
す
る
に
木
村
謹

二
教
授
、
新
関
良
三
講
師
と
い
う
ド
イ
ツ
文
学
界
の
ト
ッ
プ
級
の
先
生
方
で
あ
っ

た
。
木
村
謹
二
よ
り

「
若
き
ゲ
ー
テ
」
と
い
う
博
士
論
文
を
始
め
か
ら
講
義
と

し
て
聴
講
し
た
。
学
生
た
ち
は
そ
の
内
容
の
素
晴
ら
し
さ
に
魅
せ
ら
れ
た
。
ゲ
ー

テ
を
木
村
教
授
か
ら
学
ん
だ
こ
と
が
、
小
池
の
詩
の
世
界
に
光
を
投
ぜ
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
講
読
は
青
木
先
生
に
学
ん
だ
。
大
学
最

後
の
試
験
が

「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
で
、
そ
の
答
案
を

一
番
早
く
出
し
て
、
出
て
来

た
こ
と
、
こ
れ
で
学
生
生
活
は
終

っ
た
の
だ
と
い
う
実
感
を
味

っ
た
。
小
池
に

は
、
あ
の
瞬
間
が
妙
に
忘
れ
ら
れ
な
か

っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
小
池
た
ち
日
本
の
学

生
は
試
験
試
験
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ

っ
た
。

ｏ
藤
井
武
と
の
出
会
い

東
大
学
生
時
代
に
小
池
は
魂
の
師
藤
井
武
に
出
会
う
。　
一
九
二
六
年
、
三
月

七
日
、
雪
の
降
る
日
曜
、
世
田
谷

・
駒
沢
新
町
の
藤
井
武
の
家
庭
的
な
集
会
に

で
か
け
た
の
が
は
じ
め
て
で
あ

っ
た
。

藤
井
武
は
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
を
卒
業
す
る
と
、
す
ぐ
官
吏
と
な
っ
た
が
、

や
が
て
そ
の
職
を
す
て
て
内
村
鑑
二
の
門
下
に
入
り
、
内
村
の
伝
道
を
、
筆
と

口
と
で
助
け
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
純
粋
で
ひ
た
む
き
な
生
活
ぶ
り
は
、
師
に

ま
さ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う

（『
近
代
日
本
と
キ
リ
ス
ト
教

―
大
正

・
昭
和

篇
自
我
の
自
覚
期
と
内
村

・
植
村
門
下
の
人
々
』
小
塩
力
の
言
葉
）
。

藤
井
は
個
人
雑
談

『
旧
約
と
新
約
』
を
刊
行
し
、
若
き
求
道
者
に
信
仰

の

「真
実
」
を
も

っ
て
接
し
、
少
数
者
で
は
あ

っ
た
が
、
深
い
影
響
を
与
え
た
の

で
あ

っ
た
。
小
池
も
ま
た
魂
の
奥
深
い
と
こ
ろ
で
感
化
を
受
け
た
、
そ
の

一
人

で
あ

っ
た
。

さ
て
小
池
は
そ
の
最
初
の
日
に

『新
約
聖
書

・
ョ
ハ
ネ
の
黙
示
録
』
第
二
二

章
の
談
話
を
き
く
。
そ
し
て
藤
井
武
に
捕
え
ら
れ
、
小
池
は
そ
の
日
以
来
、
満

五
年
の
間
、　
一
日
も
休
む
こ
と
な
く
、
藤
井
の
家
庭
集
会
に
出
席
す
る
。
そ
の

最
後
の
集
会
は

一
九
二
〇
年

（昭
和
五
年
）
六
月
二
十
日
で
あ
る
が
、
全
く
奇

し
く
も
そ
の
日
の
聖
書
の
箇
所
は
、
同
じ
く
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
の
第
二
二
章
で
あ

っ

た
。
小
池
に
と

っ
て
、
集
会
の
ア
ル
パ
と
オ
メ
ガ
が
、
黙
示
録
の
オ
メ
ガ
で
ぁ

っ

た
こ
と
は
、
何
か
神
の
黙
示
の
ご
と
き
予
感
が
す
る
の
で
あ

っ
た
。
や
が
て
小

池
が
そ
の
八
十
歳
を
過
ぎ
て
、
自
ら
書
か
ざ
る
を
得
ず
、
表
現
せ
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
詩
の
最
後
が
、
黙
示
録
的
世
界
で
あ
る
と
思
う
時
、
自
か
ら
不
思
議
な

星
の
導
き
の
下
に
あ
る
こ
と
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

日
曜
の
午
後
に
は
、
小
池
は
藤
井
武
よ
リ
ダ
ン
テ
、
ミ
ル
ト
ン
、
カ
ン
ト
な

ど
を
読
ん
で
も
ら

っ
た
り
、
ま
た
ギ
リ
シ
ヤ
語
を
学
ん
だ
り
す
る
。
藤
井
武
は

小
池
に
と

っ
て
特
別
な
恩
師
で
あ
り
、
霊
的
に
輝
く
星
で
あ

っ
た
。
な
お
小
池

は
大
学
で
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
宗
教
学
の
石
橋
智
信
教
授
か
ら
ほ
と
ん
ど

一
対

一
で
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学
ぶ
。
当
時
学
生
と
い
え
ば
小
池
た
だ

一
人
の
時
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
二
九
年

（昭
和
四
年
）
二
月
、
小
池
は
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
ド
イ
ツ

文
学
科
を
卒
業
す
る
。
そ
の
翌
年

一
九
二
〇
年

（昭
和
五
年
）
二
月
に
、
畏
敬

す
る
内
村
鑑
三
が
七
十
歳
の
天
職
を
全
う
し
て
昇
天
し
た
。

つ
い
で
内
村
の
後

を
追
う
か
の
よ
う
に
、
藤
井
武
が
召
天
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
小
池
に
と
っ
て

生
涯
の
信
仰
上
の
大
き
な
衝
撃
と
な
っ
て
現
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

陸
軍
教
官

一
九
二

一
年

（昭
和
六
年
）
四
月
、
小
池
は
よ
う
や
く
職
が
与
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
東
京

・
陸
軍
幼
年
学
校
教
官

（陸
軍
教
授
）
で
あ

っ
た
。
幼
年
学
校
の

ド
イ
ツ
語
は
、
中
学
生
に
英
語
を
教
え
る
の
と
同
じ
こ
と
で
あ

っ
た
。
当
時
の

小
池
の
勉
強
と
研
究
の
主
題
は
聖
書
に
あ

っ
て
、
聖
書
の
原
典
を
そ
れ
か
ら
ド

イ
ツ
の

一
流
の
学
者
の
著
書
、
聖
書
註
解
や
神
学
書

・
宗
教
哲
学
書
な
ど
を
よ

む
こ
と
、
及
び
、
英

・
独
の
詩
書
を
緒
く
こ
と
な
ど
が
、
自
由
に
な
さ
れ
て
い

た
の
で
あ

っ
た
。

。
伊
藤
順
子
と
結
婚

一
九
二
三
年

（昭
和
八
年
）
十
二
月
二
十
三
日
は
小
池
は
伊
藤
順
子
と
結
婚

す
る
。
伊
藤
も
ま
た
藤
井
武
の
集
会
に
列
席
し
て
お
り
、
同
じ
く
集
会
の
会
員

で
あ

っ
た
佐
藤
勲
の
す
す
め
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
伊
藤
は

一
人
娘
で
、
し
か

も
育
て
の
親
に
よ
る
娘
で
あ
る
。
い
わ
ば
天
涯
孤
独
的
な
女
性
で
あ

っ
た
。
小

池
は
そ
う
し
た
面
に
も
動
か
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

両
人
の
結
婚
の
日
が
、
偶
然
に
も
今
日
の
平
成
天
皇
の
誕
生
日
で
あ

っ
た
。

そ
の
日
、　
一
橋
の
学
士
会
館
で
無
教
会
主
義
の
次
代
の
指
導
者
と
認
め
ら
れ
て

い
た
塚
本
虎
二
先
生
の
司
式
で
結
婚
式
を
あ
げ
た
が
、
花
火
が
あ
が

っ
た
り
、

提
灯
行
列
が
あ

っ
た
り
し
た
賑
や
か
な
晩
で
あ

っ
た
。
天
皇
の
年
齢
と
自
分
た

ち
の
結
婚
の
歳
月
が
同
じ
と
は
不
思
議
な
因
縁
と
も
い
え
る
と
小
池
は
思
う
。

し
か
も
皇
后
美
智
子
さ
ん
の
父
正
田
英
二
郎
と
は
、
中
学
時
代
の
同
期
生
の
間

柄
で
も
あ
る
。
小
池
夫
妻
は
結
婚
後
五
十
五
年
の
歳
月
を
経
て
お
り
、
あ
と
五

年
で
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
と
い
う
。
夫
人
は

一
代
の
婦
人
運
動
家
市
川
房
枝
女
史
の

片
腕
の
如
く
、
よ
く
奉
仕
し
て
き
た
。
夫
人
の
す
る
こ
と
は
す
べ
て
が
奉
仕
で

あ
り
金
銭
的
な
プ
ラ
ス
は
何
ひ
と

つ
も
な
い
。
小
池
は

「
た
ま
し
い
は
ま
こ
と

に
き
れ
い
だ
」
と
い
う
こ
と
を
は
に
か
み
を
も

っ
て
、
純
潔
な
少
年
の
よ
う
に

い
う
。

ｏ
陸
軍
大
学
校
教
授

小
池
は

一
九
四
〇
年

（昭
和
十
五
年
）
四
月
に
は
陸
軍
大
学
校
教
授
に
転
任

す
る
。
哲
学
者
の
篠
田
英
雄
教
授
が
先
輩
で
あ
り
、
二
人
で
陸
軍
大
学
校
の
ド

イ
ツ
語
を
担
当
す
る
。
三
笠
宮
の
ド
イ
ツ
語
個
人
教
授
を

一
年
間
承
っ
た
こ
と

も
あ
る
。
陸
大
で
は
、
プ
リ
ン
ト
な
ど
を
つ
か

っ
て
教
え
る
。
相
手
は
陸
軍
中

尉
、
大
尉
と
い
っ
た
連
中
で
、
皆
優
秀
な
頭
脳
の
青
年
将
校
で
あ
っ
た
。
ヒ
ン

デ
ン
ブ
ル
ク
の
自
伝
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ウ
ィ
ッ
ツ
の
戦
争
論
の

一
部
分
を
読
ん
だ
り

す
る
。
教
程
を
編
み
か
け
て
い
た
が
、
戦
争
不
利
と
な
る
や
、
陸
大
の
語
学
授

業
は
停
止
と
な
り
、
陸
軍
予
科
士
官
学
校
へ
一
九
四
四
年

（昭
和
十
九
年
）
二

月
転
任
。
朝
霞
の
学
校
ま
で
自
転
車
で
通
勤
す
る
。
時
折
空
襲
に
遭
う
。　
一
ト

ン
爆
弾
が
道
の
真
中
に
落
ち
た
の
で
、
大
き
な
穴
が
あ
い
て
、
水
が
下
の
方
で

湧
い
て
い
た
。
学
校
が
危
な
い
と
い
う
の
で
疎
開
と
な
り
、
浅
間
山
の
西
方
の

新
鹿
沢
温
泉
の
旅
館
に
分
宿
、
野
外
ド
イ
ツ
語
授
業
を
す
る
。
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一
九
四
五
年

（昭
和
二
十
年
）
八
月
十
五
日
、
日
本
は
連
合
軍
に
無
条
件
降

伏
を
す
る
。
そ
し
て
九
月
二
日
、
小
池
の
勤
務
す
る
陸
軍
予
科
士
官
学
校
は
閉

鎖
さ
れ
、
小
池
は
自
然
退
官
と
な

っ
た
。
と
は
い
え
小
池
に
と

っ
て
は
、　
一
九

二

一
年

（昭
和
六
年
）
以
降
十
五
年
の
間
、
陸
軍
の
学
生
と
最
後
ま
で
ド
イ
ツ

語
を
や

っ
た
こ
と
は
、
長
く
忘
れ
ら
れ
な
い
。

小
池
が
こ
の
十
五
年
戦
争
の
間
、
陸
軍
の
学
校
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
こ

と
は
明
言
し
て
い
た
。
東
京
陸
軍
幼
年
学
校
校
長
阿
南
惟
幾

（彼
の
陸
軍
大
臣
）

大
佐
は
宗
教
や
哲
学
の
読
書
も
よ
く
す
る
人
物
で
、
宗
教
の
こ
と
は
小
池
に
よ

く
訊
ね
る
の
で
あ

っ
た
。

戦
中
の
キ
リ
ス
ト
教
界
の
抵
抗
は
、
内
村
鑑
三
の
平
和
論
と
現
実
批
判
を
受

け
継
ぐ
無
教
会
派
の
人
々
に
多
く
見
ら
れ
た
が
、
そ
の
代
表
的
な

一
人
矢
内
原

忠
雄
が

一
九
二
七
年

（昭
和
十
二
年
）
八
月
、
中
央
公
論
に
書
い
た

「
国
家
の

理
想
」
が
大
学
内
外
の
右
翼
の
糾
弾
に
あ
い
、
さ
ら
に
十
月
の
藤
井
武
記
念
講

演
で
行

っ
た

「神
の
国
」
と
題
す
る
講
演
の
中
で

「
日
本
国
家
よ
、
死
ね
、
死

ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
新
な
る
生
命
を
得
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
言
葉
が
き

っ
か

け
と
な
り
、
東
大
の
教
壇
か
ら
追
放
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
っ

て
以
来
の
キ
リ
ス
ト
教
界
は
、
軍
国
主
義
の
激
し
い
弾
圧
の
前
に
全
く
屈
服
と

沈
黙
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
界
の
戦
争
協
力
に

一
段
と
拍

車
が
か
け
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
諸
状
勢
の
な
か
で
、　
一
面
、
小
池
は

一
途
に
キ
リ
ス
ト
教
に
つ

い
て
の
宗
教
哲
学
的
思
惟
を
深
め
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
内
村
と
藤
井

の
両
巨
人
が
召
天
後
の

一
九
三
二
年

（昭
和
七
年
）
の
歳
末
に
書
か
れ
た

「
祈

り
の
宗
教
哲
学
」
と
い
う
論
説
が
そ
の

一
つ
で
あ
る
。
ま
た
藤
井
武
七
周
年
記

念
講
演

「
別
の
路
」
が
そ
の
二
で
あ
る
。

戦
後
第

一
高
等
学
校

・
東
京
大
学
教
養
学
部
教
授

敗
戦
四
年
後
、　
一
九
四
九
年

（昭
和
二
四
）
十
月
、
小
池
は
よ
う
や
く
旧
制

一
高
教
授
に
就
任
す
る
。
矢
内
原
忠
雄
教
授
の
推
薦
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。　
一

高
が
そ
の
ま
ま
存
続
し
て
欲
し
か

っ
た
の
に
、
戦
後
の
学
制
改
革
に
よ
り
そ
の

あ
り
方
を
め
ぐ

っ
て
大
論
争
と
な
り
、　
一
高
は
東
大
教
養
学
部
と
し
て
存
続
す

る
こ
と
に
な
る
。
学
部
長
は
矢
内
原
忠
雄
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
も
あ
り
、

小
池
は
東
大
助
教
授
に
格
下
げ
に
な

っ
た
の
が
、　
一
九
五
〇
年

（昭
和
二
五
年
）

二
月
で
ぁ

っ
た
。

そ
の
後
の
小
池
の
職
歴
だ
け
を
簡
単
に
書
き

つ
づ
け
て
お
く
と
次
の
よ
う
で

あ
る
。

一
九
五
五
年

（昭
和
二
〇
年
）
五
月
、
東
大
教
養
学
部
教
授

に
昇
進

一
九
六
四
年

（昭
和
三
九
年
）
二
月
、
東
大
停
年
退
職

そ
れ
よ
り
以
前

一
九
六

一
～
六
二
年
に
か
け
て
春
か
ら
春
ま
で

一
年
間
ハ
ン

ブ
ル
グ
大
学
ヤ
パ
ノ
ロ
ギ
ー

（日
本
学
）
の
交
換
教
授

一
九
六
二
年
二
月
に
は
同
大
学
で
公
開
講
演
を
す
る

（東
大
出
版
会
刊
）

「
日
本
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
突
破
の
神
学
基
礎
論
」
（独
文
）

（日
本
学
の
内
容
は
、
日
本
精
神
史
概
説
と
現
代
日
本
語
の
講
義
）

そ
の
著
作
―
神
学
的
論
説

小
池
は
こ
の
間
か
な
り
多
く
の
神
学
的
論
説
と
聖
書
註
解

（翻
訳
、
註
、
解

説
）
と
編
註
、
翻
訳
、
著
作
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
著
作
集
全
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十
巻
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
主
要
な
論
説
に
つ
い
て
若
干
の
コ
メ

ン
ト
を
付
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

ｏ
「祈
り
の
宗
教
哲
学
」

前
述
の
よ
う
に
内
村
鑑
三
、
藤
井
武
の
両
巨
人
が

一
九
二
〇
年

（昭
和
五
年
）

こ
の
世
を
去

っ
た
二
年
後

一
九
三
二
年

（昭
和
七
年
）

の
歳
末

に
、
小
池
は

「祈
り
の
宗
教
哲
学
」
と
い
う
論
説
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
は
小
池
が
二
十
代

の
頃
か
ら
時
に
応
じ
、
折
り
に
触
れ
て
書
い
た
神
学
的
信
仰
的
告
自
の
論
説
の

哨
矢
で
、
今
日
も
な
お
自
負
す
る
と
こ
ろ
の
論
文
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
結
論

は
十
字
架
と
聖
霊
の
事
態
に
帰
せ
ら
れ
る
。

（著
作
集
第
二
巻

『
無

の
神
学
』

の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
）

ｏ
「
天
路
」

次
に
第
二
の
論
文
た
る

「
天
路
」
（原
名
は

「
別
の
路
」
と
い
う
）

は
無
教

会
時
代

（
一
九
二
二
―
四
九
年
）
の
講
演
で
あ
り
、
彼
の
神
学
論
で
あ
る
。
小

池
自
身

一
般
に
神
学
を
毛
嫌
い
し
て
い
る
無
教
会
グ
ル
ー
プ
の

一
員
で
は
あ

っ

た
が
、
高
校

・
大
学
時
代
に
哲
学
や
神
学

―
特
に
神
学
は
佐
藤
繁
彦
先
生
の

『
ル
タ
ー
研
究
』
誌
な
ど
を
読
ん
で
興
味
を
そ
そ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
そ
の
き
っ

か
け
と
な
り
、
神
学
的
論
説
に
関
心
を
抱
く
結
果
と
な

っ
た
。

小
池
自
身
に
お
い
て
は
神
学
す
る
こ
と
は
信
仰
の
妨
げ
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、

信
仰
の
ロ
ゴ
ス
的
解
明
と
し
て
よ
き
梶
と
り
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
小
池
に
あ
っ

て
は
、
神
学
は
単
な
る
理
論
で
は
な
く
、
矛
盾
構
造
も
有

っ
て
い
る
ロ
ゴ
ス
と

パ
ト
ス
と
エ
ト
ス
の
三
面
を
も

つ
、
渾
然
た
る
も
の
、
劇
的
な
も
の
と
感
ぜ
ら

れ
て
い
る
。
小
池
自
身
信
仰
の
当
初
は
ま
た
聖
霊
体
験
な
る
も
の
が
な
か

っ
た

か
ら
、
神
学
が
霊
的
な
性
格
を
持

つ
に
至
る
ま
で
に
は
ま
だ
時
間
を
要
し
た
が
、

後
に
述
べ
る
よ
う
に
小
池
自
身
の
告
白
に
よ
る
と
こ
ろ
の
聖
霊
体
験
を
し
て
か

ら
、
パ
ウ
ロ
の
も
つ
生
ま
の
神
学
の
真
義
が
よ
く
読
め
て
き
た
と
い
う
。

。
「砕
け
の
神
学
基
礎
論
」

第
二
論
文
た
る

「砕
け
の
神
学
基
礎
論
」
（
一
九
四
八
年
十
月

一
日
）
も
小

池
の
聖
霊
体
験
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
旧
約
聖
書

「
イ
ザ
ヤ
書
」
五
十
三
章
の

予
言
た
る
十
字
架
を
中
心
と
し
た
重
厚
な
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
信
仰
が
実

存
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

ｏ
「無
教
会
神
学
論
」
―

″幕
屋
論
″
の
展
開

第
四
論
文
の

「無
教
会
神
学
論
」
（
一
九
四
九
年
八
月

一
八
日
）
は
、
無
教

会
の
本
質
と
無
教
会
は
か
く
あ
る
べ
き
も
の
と
の
要
請
を
も
っ
た
論
文
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
す
で
に
小
池
独
自
の
幕
屋
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
無
教
会
が
個
人

主
義
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
幕
屋
的
構
造
が
最
も
聖
書
的
な

一
即
多
、
多

即

一
の
在
り
方
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
小
池
に
よ
れ
ば
、
そ
の
無
教

会
神
学
論
は
む
し
ろ
自
己
批
判
的
で
あ

っ
て
、
従
来
の
無
教
会
的
な
在
り
方
へ

の
警
告
を
ふ
く
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。

小
池
の
告
白
に
よ
る
と
、
「私
は
無
教
会
の
流
れ
に
い
て
、
神
学
を
唱
え
出

し
て
か
ら

一
般
の
無
教
会
の
人
人
に
嫌
わ
れ
―
実
は
恩
師
藤
井
武
に
そ
う
い
う

神
学
的
思
索
の
面
が
あ

っ
た
の
だ
が
―
更
に
一
九
五
〇
年
の
晩
秋
、
十

一
月
二

日
―
五
日
に
か
け
て
の
大
阿
蘇
、
垂
玉
温
泉
、
瀧
見
荘
で
の
手
島
郁
郎
と
の
共

同
集
会
に
お
い
て
、
天
界
か
ら
聖
霊
の
バ
プ
テ
ス
マ
を
受
け
て
、
手
島
君
と
私

に
お
い
て
使
徒
行
伝
的
聖
霊
の
現
象
、
す
な
わ
ち
カ
リ
ス
マ
的
な
力
の
現
象
が
１

聖
霊
の
賜
―
起
き
て
か
ら
、
い
よ
い
よ
無
教
会
信
仰
と
は
ち
が
う
―
正
直
次
元

的
に
ち
が
っ
て
来
た
の
で
―
と
い
う
わ
け
で
、
無
教
会
の
ア
ウ
ト

・
サ
イ
ダ
ー
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に
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
は
、
使
徒
的
な
原
始
の
福
音
に
帰

っ
て
き
た
の
だ
か
ら
、

ま
さ
に
カ
ト
リ
ッ
ク

●
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
よ
り
さ
き
の
原
始
福
音
に
い
よ
い
よ

帰

っ
て
ゆ
こ
う
と
い
う
わ
け
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち

＞
ｕ
ｏ
∽Ｌ
ｏ
（使
徒
）
た
ち

の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
に
な

っ
た
こ
と
を
、
む
し
ろ
無
教
会
の
本
当
の
進
展
と
し
て

自
重
す
る
こ
と
に
な

っ
た
」
の
で
あ

っ
た
。

無
教
会
派
の
中
か
ら
離
れ
て
自
か
ら
の
信
仰
の
道
に
進
ん
で
い
っ
た
小
池
辰

雄
の
信
仰
上
神
学
上
の
軋
蝶

ｏ
戦
い
も
ま
た
執
拗
に
続
け
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、

そ
の
な
か
で
、
友
人
の
手
島
郁
郎
は
そ
の
後
伝
道

一
本
槍

の
方
向
に
驀
進
し
、

よ
り
大
集
団
を
形
成
し
て
ゆ
く
。
原
始
福
音
の
群

「幕
屋
」
の
群
と
し
て
毅
然

た
る
集
団
を
全
日
本
、
そ
し
て
海
外
に
も
展
開
し
て
や

っ
て
ゆ
く
。
手
島
は
十

五
年
前
に
病
死
す
る
か
、
聖
霊

の
み
力
に
よ

っ
て
彼
ら
は
大
き
く
展
開
し
、

『生
命
の
光
』
誌
は
連
綿
と
し
て
つ
づ
い
て
い
る
。　
一
方
小
池
辰
雄
は
ど
う
で

あ

っ
た
か
。

伝
道
五
十
年
―
十
二
召
団

小
池
は
大
学
教
授
の
傍
ら
伝
道
を

一
九
四
〇
年

（昭
和
十
五
年
）
は
じ
め
て

以
来
、
五
十
年
に
わ
た

っ
て
、
こ
つ
こ
つ
と
自
ら
の
伝
道
に
励
ん
で
き
た
。
精

神
も
体
力
も
気
力
も
い
ま
、
な
お
壮
年
期
に
あ
る
小
池
を
中
心
に
、
い
ま
十
二

の
召
団
が
つ
づ
け
ら
れ
て
き
て
い
る
。
ち
な
み
に
教
会
の
原
語
は
エ
ク
レ
シ
ヤ

で
あ
り
、

エ
ク
レ
シ
ヤ
の
原
意
は
神
に
召
さ
れ
た
る
者
の
団
体
と
い
う
意
で
あ

る
。
藤
井
武
が
教
会
論
で

「
召
団
」
と
訳
し
た
も
の
で
、
小
池
は
そ
の

「召
団
」

を
実
際
に
用
い
て
い
る
。

そ
の
十
二
の
召
団
と
は
す
な
わ
ち
、
札
幌
、
栃
木
、
埼
玉
、
東
京
、
信
州
、

小
諸
、
裾
野
、
京
都
、
大
阪
、
奈
良
、
香
川
、
岡
山
、
鹿
児
島
が
そ
れ
で
あ
り
、

全
国
的
に
散
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
召
団
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
経
過

が
あ
り
、
こ
こ
に
述
べ
る
い
と
ま
は
な
い
が
、
小
池
辰
雄
は
、
春
、
夏
の
大
学

の
休
暇
を
選
ん
で
は
こ
れ
ら
諸
所
に
伝
道
に
赴
き
、
会
員
の
信
仰
を
励
ま
し
、

団
結
を
強
め
て
い
る
。
総
員
三
百
余
名
で
、
別
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
い
召
団
で
は

な
い
が
、　
一
人

一
人
は
信
仰
面
で
聖
書
理
解
面
で
、
小
池
の
指
導
力
に
よ

っ
て

よ
く
鍛
練
さ
れ
て
い
る
群
れ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

小
池
辰
雄
著
作
集
全
十
巻

小
池
辰
雄
の
ぼ
う
大
な
著
作
の
主
要
な
も
の
は
、
い
ま
著
作
集
全
十
巻
に
収

め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
発
表
お
よ
び
未
発
表
の
原
稿
や
、
日
曜
講
演
、
諸

所
に
お
け
る
講
演
や
特
別
集
会
な
ど
の
録
音
を
文
字
化
す
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に

倍
加
す
る
く
ら
い
の
内
容
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
。

次
に
、
全
十
巻
の
内
容
の
概
要
の
み
記
し
、
も

っ
て
小
池
辰
雄
の
思
想
と
信

仰
の
輪
郭
を
う
か
が
い
知
る
に
と
ど
め
よ
う
。
全
十
巻
は
四
六
版
上
製
貼
箱
入
、

各
巻
四
〇
〇
―
五
〇
〇
頁
に
わ
た
る
、
浩
翰
な
書
物
で
、
現
実
に
は
著
者
自
信

の
実
力
に
よ
る
運
営
だ
が
小
池
辰
雄
著
作
刊
行
会
の
名
と
協
力
に
よ
り
出
さ
れ

た
。

ｏ
第

一
巻

『
無
者
キ
リ
ス
ト
』

・第

一
巻

『無
者
キ
リ
ス
ト
』
（
一
九
七
五
年
十
月
十
日
刊
）
は
、
次

の
五
人

の
霊
星
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の

「
無
者
キ
リ
ス
ト
」
を
私
の
た
ま
し
い
の
旅
路
で

時
機
に
応
じ
道
じ
る
べ
と
な
り
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今
は
北
十
字
星
の
如
く
天
界
に
輝
い
て
い
る

内
村
鑑
三
先
生

藤
井
武
先
生

塚
本
虎
二
先
生

手
島
郁
郎
兄

小
池
政
美
の
五
つ
の
霊
星
に
捧
げ
る

著
者
は
キ
リ
ス
ト
を
無

（的
実
存
）
者
と
呼
ぶ
。
キ
リ
ス
ト
は
自
ら
を
無
能
、

無
教
、
無
善
と
し
、
神
か
ら
の
無
限
無
量
な
る
も
の
を
体
現
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。

本
書
は
福
音
書
の
キ
リ
ス
ト
を
主
題
と
し
、
キ
リ
ス
ト
と
そ
の
福
音
の
根
本

性
格
と
構
造
を
、
次
の
二
部
の
構
成
の
下
に
浮
き
彫
り
す
る
。

第

一
部
　
キ
リ
ス
ト
の
実
存
十
転

キ
リ
ス
ト
の
啓
示
の
事
態
を
、
十
転
の
転
機
を
枢
要
と
し
て
と
ら
え
る
。
す

な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト

●
イ
エ
ス
の
受
肉

（降
誕
）
、
受
洗
、
霊
戦
、
伝
道
、
変

貌
、
十
字
架
、
復
活
、
昇
天
、
霊
降
、
再
臨
。

第
二
部
　
人
間
の
福
音
的
実
存
七
相

福
音
の
光
に
照
破
さ
れ
る
と
き
の
人
間
の
劇
的
な
七
相
を
予
想
す
る
。
す
な

わ
ち
、
破
れ
、
砕
け
、
突
破

・
突
入
、
内
住

・
常
燃
、
担
い

ｏ
抱
き
、
棄
身

ｏ

棄
石
、
本
願

・
榮
光
。

第
二
部
　
無
的
実
存

無
的
実
存
と
は
何
を
意
味
す
る
か
。
キ
リ
ス
ト
を
な
ぜ
無
者
と
い
う
の
か
を

あ
き
ら
か
に
す
る
。

本
巻
は
小
池
全
著
作
の
上
台
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

ｏ
第
二
巻

『
芸
術
の
た
ま
し
い
』

第
二
巻

『芸
術
の
た
ま
し
い
』
（
一
九
七
六
年
十
二
月
二
〇
日
刊
）
は
、　
一

九
二

一
年
九
月
二
十
二
日
、
二
十
七
歳
を

一
期
と
し
て
北
京
で
召
天
し
た
、
長

兄
小
池
政
美
の
霊
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。

本
書
は
最
大
の
芸
術
家
は
宇
宙
万
物
の
創
造
者
た
る
神
な
り
と
の
根
源
か
ら

迫

っ
た
、
芸
術
を
直
視
し
、
内
観
し
て
自
由
に
論
じ
た
芸
術
論
で
あ
る
。

そ
れ
を
体
し
た
二
大
詩
人
、
ダ
ン
テ
と
ゲ
ー
テ
の
詩
魂
の
本
質
も
論
じ
て
い
る
。

。
第
二
巻

『
無
の
神
学
』

第
二
巻

『無
の
神
学
』
（
一
九
八
二
年
五
月

一
五
日
刊
）
は
、
信
仰
の
第

一

恩
人
と
し
て
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
長
兄
の
小
池
政
美
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。

本
書
は
第

一
巻

『無
者
キ
リ
ス
ト
』
に
応
じ
て
、
キ
リ
ス
ト
、
無
限
無
量
な

る
者
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
た
神
学
で
あ
り
、
次
の
二
部
か
ら
成
っ
て
い
る
。

第

一
部
は

「無
の
神
学
原
論
」
で
あ
る
。
東
洋
人
で
あ
り
、
日
本
人
で
あ
る

著
者
は
、
「無
」
と
い
う
言
が
無
私

ｏ
徹
底

・
無
常

ｏ
空
無

・
霊
妙

・
絶
対

・

深
遠

・
鴻
大

・
無
量

・
無
限
な
ど
の
概
念
と
深
い
連
関
を
も
っ
た
内
容
を
表
現

し
得
る
も
の
と
考
え
、
そ
し
て
こ
の

「無
」
こ
そ
宇
宙
的
な
霊
的
人
格
た
る
キ

リ
ス
ト
を
表
わ
す
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
言
と
し
て
お
の
ず
か
ら
撰
ば
れ
る
と
す

る
。
著
者
は
本
書
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
を
中
心
と
し
た
神
学
、
聖
書
を
主
題
と

し
て
神
学
を
意
図
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る

「聖
童
晶
宵学
」
で
も
な
く
、

さ
り
と
て

「組
織
神
学
」
で
も
な
い
、
質
的
に
は
こ
の
両
者
を
超
包
す
る
と
す

る
。
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第

一
部

「無
の
神
学
原
論
」
は
次
の
章
よ
り
成

っ
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト

●
イ

エ
ス
は

「
無
者
」
で
あ
る
。

エ
ホ
バ
の
僕
―
無
的
実
存
。
イ

エ
ス
に
於
け
る
聖
霊
の
バ
プ
テ
ス
マ
ー
無
的
投
身
。
聖
霊
の
カ
ー
無
限
無
量
。

キ
リ
ス
ト
者
と
は
何
か
―
キ
リ
ス
ト
の
無
者
。
十
字
架

・
聖
霊
の
証
者
―
エ
ン
・

ク
リ
ス
ト
的
実
存
。
オ
ー
ヘ
ル
・
エ
ク
レ
シ
ア
論
―
幕
屋

・
召
団

（教
会
）
論

・

旧
約
聖
書
に
お
け
る
無
の
諸
相
―
文
書
預
言
者
以
前

・
以
外
。
モ
ー
セ
の
律
法
―

隠
れ
た
る
福
音

・
帰
入

・
回
帰
。

コ
ー
ヘ
レ
ス
の
無

・
老
子
と
キ
リ
ス
ト
ー
無

道
の
道
。
新
宗
教
改
革
。

第
二
部

「無
の
神
学

へ
の
道
」
は
次
の
章
よ
り
成

っ
て
い
る
。

祈
り
の
宗
教
哲
学
―
天
路
―
砕
け
の
神
学
基
礎
論
―
終
末
的
実
存
。
無
教
会

神
学
論
。
三
位

一
体
。
悲
願
霊
願
。
突
破
の
神
学
基
礎
論
―
霊
的
実
存
。
キ
リ

ス
ト
の
福
音
。
即
身
即
主
。

ｏ
第
四
巻

『
詩
篇
珠
玉
集
』

第
四
巻

『詩
篇
珠
玉
集
』
（
一
九
八
〇
年

一
月
二
十
日
刊
）
は
、

旧
約
聖
書

の
心
臓
た
る

「詩
篇
」

一
五
〇
篇
中
よ
り
五
〇
篇
を
選
び
、
原
詩
の
こ
こ
ろ
に

即
し
て
万
人
の
哀
し
み
と
歓
び
、
呻
き
と
叫
び
、
感
謝
と
賛
美
の
祈
り
に
し
て

歌
な
る

「詩
篇
」
を
翻
訳
し
、
キ
リ
ス
ト
の
光
の
も
と
に
特
色
あ
る
解
説
が
な

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
書
は

「往
年
私
の

『
詩
篇
』
の
訳
と
解
説
に
共
感
じ

て
あ

つ
い
友
情
を
示
さ
れ
た
手
島
郁
郎
兄
の
霊
に
捧
げ
」
ら
れ
て
い
る
。

第

一
巻

（第

一
～
第
四

一
篇
）
よ
り
二
十
五
篇
、
第
二
巻

（第
四
二
―
第
七

二
篇
）
よ
り
五
篇
。
第
二
巻

（第
七
三
―
八
九
篇
）
よ
り
五
篇
。
第
四
巻

（第

九
〇
―
第

一
〇
六
篇
）
よ
り
五
篇
。
第
五
巻

（第

一
〇
七
第

一
五
〇
篇
）
よ
り

十
篇
が
撰
ば
れ

て
い
る
。
著
者
は
使
徒
パ
ウ

ロ
の
精
神

で
解
説
し
た
と
記
し

て

い
る
。

ｏ
第
五
巻

『
百
世
の
師
ヒ
ル
テ
ィ
』

第
五
巻

『
百
世
の
師
ヒ
ル
テ
ィ
』
（
一
九
七
七
年
八
月
十
五
日
刊
）
は
、
福

音
を
土
台
と
し
た
健
全
な
人
生
道
を
唱
道
し
た
ヒ
ル
テ
ィ
の
著
作
集
の
内
容
を

紹
介
し
つ
つ
、
著
者
の
告
白
を
織
り
込
み
、
人
生
の

一
つ
の
道
じ
る
べ
を
特
に

青
年
男
女
に
提
供
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
書
は

「
そ
の
若
き
日
に
ヒ
ル
テ
ィ
を
愛
読
さ
れ
た
わ
が
国
、
教
育
界
の

泰
斗
天
野
貞
祐
先
生
に
謹
ん
で
捧
げ
」
ら
れ
て
い
る
。

内
容
は
、
カ
ー
ル

・
ヒ
ル
テ
ィ
の
生
涯
の
素
描
。
仕
事
と
幸
福

・
人
生
と
教

養
、
人
生
と
信
仰
、
詩
人
論
、
教
育
論
、
霊
的
キ
リ
ス
ト
教
、
読
書
論
な
ど
の

論
説
。

ま
た
ヒ
ル
テ
ィ

『
眠
ら
れ
ぬ
夜
の
た
め
に
』
（上
巻
抄
訳
）
『
永
遠
の
生
命
』

『力
の
秘
密
』
な
ど
の
翻
訳
が
加
わ

っ
て
い
る
。

ｏ
第
六
巻

『
随
想
集
』

第
六
巻

『随
想
集
』
（
一
九
八
二
年
十
二
月

一
日
刊
）
は
、
「
父
亡
き
あ
と
単

身
永
年
苦
闘
し
て
我
ら
五
人
の
子
女
を
育
て
て
遂
に
失
明
し
た
る
母
光
子
」
に

捧
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

第

一
部

「福
音
の
瞑
想
」
は
福
音
を
中
心
と
し
た
随
想

で
あ
る
。
第
二
部

「偉
大
な
野
人
」
は
亡
き
師
内
村
鑑
三
と
そ
の
高
第
藤
井
武
、
天
野
貞
祐
、
手

島
郁
郎
な
ど
に
関
わ
る
随
想
で
あ
る
。
第
三
部

「
母
の
生
涯
は
、
著
者
に
と

っ
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て
恩
の
な
か
の
恩
で
あ
り
、
こ
の
母
な
く
し
て
著
者
の
存
在
は
あ
り
得
な
か

っ

た
も
の
で
あ
り
、
母
の
恩
は
無
量
で
あ
り
、
母
の
恩
に
生
涯
を
か
け
て
む
く
い

ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
。

ｏ
第
七
巻

『
聖
書
の
人
ル
タ
ー
』

第
七
巻

『
聖
書
の
人
ル
タ
ー
』
（
一
九
八
四
年
二
月
二
十
日
刊
）
は

「
旧
制

水
戸
高
等
学
校
時
代
に
そ
の
講
演
を
以
て
著
者
に
ル
タ
ー
に
対
す
る
関
心
を
喚

び
起
こ
し
て
下
さ

っ
た
わ
が
国
ル
タ
ー
研
究
の
権
威
、
天
界
の
佐
藤
繁
彦
先
生

に
捧
げ
」
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ル
タ
ー
は
聖
書
を
以
て
時
の
キ
リ
ス
ト
教
と
戦

っ
た
。
聖
書
は
彼
の
生
命
で

あ

っ
た
。
著
者
が
た
ま
し
い
の
世
界
で
内
村
鑑
三
の
次
に
影
響
を
受
け
た
の
は

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
で
あ
り
、
特
に
ド
イ
ツ
語
学
者
の
著
者
に
と

っ
て
も
ル

タ
ー
聖
書
は
詩
調
の
ゆ
た
か
な
、
力
強
い
ド
イ
ツ
語
と
し
て
映

っ
て
い
る
。　
一

九
八
三
年
の
十

一
月
十
日
が
マ
ル
タ
ー
の
生
誕
五
〇
〇
年
に
当
る
の
で
、
そ
れ

を
記
念
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

本
巻
の
内
容
は
ル
タ
ー
の
生
涯
、
ル
タ
ー
の
讃
美
歌
、
ル
タ
ー
と
親
鸞
、
シ

ラ
ー
、
ゲ
ー
テ
と
の
比
論
な
ど
、
本
巻
は
第
五
巻
と
姉
妹
篇
を
な
す
。

。
第
八
巻

『
詩
歌
集
』

第
八
巻

『詩
歌
集
』
（
一
九
八
六
年
四
月
二
十
五
日
刊
）
は
、
「詩
魂
ゆ
た
か

な
る
内
村
鑑
三
先
生
に
捧
げ
」
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

和
歌
集

・
警
世
詩
集

。
近
親

・
師
友
篇
、
即
興
詩
集
、
訳
詩
集
、
校
歌
四
な曇

自
作
讃
美
歌
集
、
独
和
対
照
集
を
含
ん
で
い
る
。

本
巻
は
第
二
巻

『芸
術
の
た
ま
し
い
』
第
四
巻

『詩
篇
珠
玉
集
』
と
と
も
に
、

二
部
曲

（
ト
リ
オ
）
を
な
す
。

ｏ
第
九
巻

『感
想
と
紀
行
』

第
九
巻

『
感
想
と
紀
行
』
（
一
九
八
七
年
五
月

一
日
刊
）

本
書
は
福
音
的
告
白
と
小
論
説
、
若
千
の
詩
歌
、
感
想
集
、
内
地
の
伝
道
旅

行
と
外
地
の
旅
行
印
象
記
、
獨
協
学
園
関
係
の
諸
随
筆
。
第
六
巻

『
随
想
集
』

の
姉
妹
篇
で
あ
る
。

ｏ
第
十
巻

『
聖
書
は
大
ド
ラ
マ
で
あ
る
』

第
十
巻

『
聖
書
は
大
ド
ラ
マ
で
あ
る
』
（
一
九
八
八
年
十

一
月

一
日
刊
）

本
巻
は
全
十
巻
の
総
括
的
内
容
を
示
し
て
お
り
、
「萬
人
に
捧
げ
」
ら
れ
た

著
作
で
あ
る
。
著
者
に
よ
る
と
、
特

に
第

一
巻

『
無
者
キ
リ
ス
ト
』
第
二
巻

『
無
の
神
学
』
お
よ
び
第
十
巻

『
聖
書
は
大
ド
ラ
マ
で
あ
る
』

の
三
巻
は
、
著

作
の
年
次
か
ら
い
っ
て
も
正
に
始
と
中
と
終
に
位
置
し
、
第
十
巻
を
頂
点
と
し

正
三
角
形
の
す
が
た
で
も
あ
り
、
無
を
中
心
と
し
た
二
重
の
円
現
の
相
で
も
あ

る
と
い
わ
れ
る
。
第
十
巻
は
、
宇
宙
的
歴
史
的
大
ド
ラ
マ
で
あ
る
聖
書
、
劇
的

有
機
体
的
な
な
ま
の
神
学
を
う
ち
に
蔵
し
て
い
る
聖
書
の

一
つ
の
投
影
の
書
で

あ
る
と
い
う
。

第

一
巻
、
第
二
巻
、
第

一
〇
巻
は
二
部
作

（
ト
リ
オ
）
を
成
す
も
の
で
あ
る
。

小
池
は
本
巻
序
言

の
中

で
、
自
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
生
活
を
回
想
し
、
聖

霊

の
降
臨

の
体
験
を
語
る
。　
一
九
〇
四
年
如
月
七
日
の
安
息
聖
日
の
太
陽
が
南

天
に
さ
し
か
か

っ
た
頃
、
そ
の
和
光
を
初
め
て
浴
び

て
こ
の
世

に
誕
生
す

る
。

-23-



二
十
歳
に
な
ん
な
ん
と
す
る
頃
、
始
め
て
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
す
る
。
爾
来
六

十
余
年
、
日
本
語
文
語
訳
旧
新
約
聖
書
を
身
読

・
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
す
る
こ
と
二
回
、

一
九
四
〇
年
か
ら
自
宅
の

一
角
を
会
堂
に
し
て
の
日
曜
聖
書
講
筵
、
お
よ
び
旅

を
し
て
の
伝
道
集
会
、
そ
の
数
知
れ
ず
で
あ
る
。

つ
い
に

一
九
五
〇
年
晩
秋
、
大
阿
蘇
の
ふ
と
こ
ろ
で
天
界
の
キ
リ
ス
ト
か
ら

直
接
聖
霊
の
降
臨
に
あ
ず
か
る
。
爾
来
、
聖
書
の
驚
く
べ
き
聖
霊
の
次
元
の
中

へ
い
よ
い
よ
深
く
回
帰
、
帰
入
、
祈
入
、
体
受
の
体
験
を
重
ね
る
、
自
ら
聖
書

と
い
う
大
ド
ラ
マ
の
中
に
投
身
し
、
そ
の
現
実
の
中
か
ら
聖
書
を
告
白
し
て
い

る
の
が
他
な
ら
ぬ
全
十
巻
で
あ
り
、
こ
の
第
十
巻
で
あ
る
と
信
仰
告
白
す
る
。

そ
こ
に
は

一
人
の
使
徒
小
池
辰
雄
が
立

っ
て
い
る
。

小
池
は
本
書
に
お
い
て
、
全
聖
書
か
ら
重
要
な
句
節
を
選
ん
で
、
三
六
六
編

に
編
み
成
し
、
毎
日

一
頁
ず

つ
読
め
る
よ
う
に
配
慮
し
た
。
本
書
に
よ

っ
て
、

小
池
は
旧
約
聖
書

（律
法
、
預
言
者
及
び
諸
書
）
の
本
質
と
歴
史
的
意
義
が

つ

か
め
よ
う
、
ま
た
新
約
聖
書
の
福
音
の
本
質
と
世
界
的
意
義
が
つ
か
め
よ
う
と

強
調
す
る
。

小
池
は
、
信
仰
の
本
質
は

「
ど
こ
ま
で
も
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
贖
罪
が
土

台
で
、
こ
れ
を
本
当
に
体
受
す
る
と
こ
ろ
に
聖
霊
が
臨
む
と
い
う
事
態

で
、
十

字
架
と
聖
霊
は
楕
円
軌
道
の
二
焦
点
の
ご
と
く
絶
対
不
可
離
の
現
実

で
あ
る
」

と
い
う
の
で
あ
る
。

目

　

次

一
月
　
天
地
の
創
造
、
楽
園
喪
失
、
ア
ベ
ル
の
血
の
声
、

ノ
ア
の
大
洪
水
、
ヤ
コ
プ
の
石
枕
、

ヨ
セ
フ
の
生
涯
、

出

エ
ジ
プ
ト
、
十
言
、
幕
屋
、

モ
ー
セ
の
祈
り
、
聴
け
イ
ス
ラ
エ
ル
よ
、
遊
女
ラ
ハ
ブ
、

ギ
デ
オ
ン
、
盲
者
サ
ム
ソ
ン
、
モ
ア
プ
の
女
ル
ツ
、

天
童
サ
ム
エ
ル
、
ダ
ビ
デ
と
ゴ
リ
ア
テ

ダ
ビ
デ
と
バ
テ
シ
バ
、
ソ
ロ
モ
ン
の
智
慧
、
カ
ル
メ
ル
山
上
の
霊
戦
、

エ
リ
ヤ
の
昇
天
、

エ
リ
シ
ヤ
の
無
の
油
、
神
と
サ
タ
ン
と
ヨ
ブ

ヨ
プ
の
見
神
、
愛
は
最
大
の
力
、
萬
象
流
転
、

七
転
八
起
、
天
然
の
神
秘
、
人
生
の
歌
、

罪
の
ゆ
る
し
、
信
仰
の
凱
歌
、
旧
約
の
福
音

神
は
わ
が
力

・
わ
が
歌

。
わ
が
救
、
隅
の
首
石
、
深
淵

・
待
晨
、

汝
知
り
給
う
、
ホ
セ
ヤ
の
悲
劇
的
結
婚
、
観
望
塔
、

因
果
応
報

瓢
の
徴
、
幕
屋
よ
り
幕
屋
に
、
軍
備
全
廃
の
予
言
、

葡
萄
園
の
歌
、
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
、
霊
的
人
格
メ
シ
ャ
、

世
界
の
破
滅
、
楽
園
回
復

我
に
帰
れ
、
獅
子
と
狼
と
豹
、
麻
帯
、

陶
工
と
陶
器
、
聖
言
は
火
の
如
し
、
新
契
約

霊
散
霧
消
の
贖

神
の
義
と
救
、
神
の
恙
、

永
遠
の
契
約
、
天
道
地
路
、
天
地
の
抱
擁
、

神
の
底
ぬ
け
の
愛

言
い
逆
い
の
徴
、
受
肉
、
天
国
回
帰
、

律
法
と
福
音
、
主
の
祈
り
、
聖
意
体
現
、

二
月

二
月

四
月

五
月

六
月

七
月

八
月

九
月
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一
粒
の
芥
種
、
湖
土
の
キ
リ
ス
ト

一ｏ
月
　
カ
ナ
の
婚
宴
、
無
者
キ
リ
ス
ト
、
幕
屋
の
原
相
、

マ
ル
タ
ト
と
マ
リ
ヤ
、
ラ
ザ

ロ
の
復
活
、
放
蕩
息
子
、

羊
と
山
羊
、
洗
足
、
十
字
架
、

パ
ラ
ダ
イ
ス
だ

二
月
　
キ
リ
ス
ト
と
マ
グ
ダ
レ
ー
ナ
、
エ
マ
オ
途
上
の
キ
リ
ス
ト
、
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
、

パ
ウ
ロ
の
回
帰
、
キ
リ
ス
ト
者
、
霊
と
肉
、

十
字
架
と
聖
霊

三
月
　
愛
の
讃
歌
、
復
活
の
讃
歌
、
無

一
物
無
尽
蔵
、

深
遠
な
る
黙
示
、
罪
び
と
の
首
、　
一
日
千
年
、

血
の
復
讐
、
主
〔の
婚
姻
、
神
の
幕
屋

結
び
に
か
え
て

い
ま
著
作
集
全
十
巻
の
公
刊
の
大
業
を
終
え
た
小
池
辰
雄
は
、　
一
つ
の
大
い

な
る
信
仰
の
峠
の
頂
き
に
立

っ
て
、
そ
の
生
涯
最
後
の
仰
ぎ
見
る
霊
的
信
仰
的

な
高
嶺
に
登
ろ
う
と
し
て
い
る
や
に
予
感
さ
れ
る
。
時
代
も
ま
た
新
し
い
時
代

の
節
目
と
も
な
る
べ
き

一
九
八
九
年

（平
成
元
年
）
で
あ
り
、
や
が
て
十
年
後

に
二
十

一
世
紀
を
迎
え
る
。
す
で
に
八
十
六
歳
を
越
え
る
小
池
に
と

っ
て
は
、

そ
の
旅
立
ち
は
ま
さ
に
旧
約
聖
書
の
モ
ー
セ
の
出

エ
ジ
プ
ト
記
の
旅
立
ち
に
も

相
応
し
い
も
の
の
あ
る
や
を
覚
え
じ
め
ら
れ
る
。
壮
な
る
か
な
、
そ
の
旅
立
ち

は
ま
さ
に
魂
の
旅
路
で
あ
り
、
そ
の
世
界
は
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
の
霊
的
な
世
界

に
も
酷
似
し
て
い
る
。
来
る
べ
き
時
代
も
ま
た
混
沌
と
し
て
、
必
ず
し
も
光
明

で
は
な
い
。

し
か
し
小
池
辰
雄
の
魂
の
進
む
べ
き
基
本
方
向
は
、
し
か
と
定
ま
っ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
ま
で
の
、
八
十
六
年
の
生
涯
に
お
い
て

一
筋
に
、
た
だ

一
筋
に
追
い
求
め
て
き
た
、
現
に
求
め
つ
づ
け
つ
つ
あ
る
魂
の
遍
歴
の
道
の
延

長
線
上
に
、
し
か
と
据
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
霊
的
な
友
が
小
池

に
語

っ
た
こ
と
ば
に
、
君
は
不
思
議
な
霊
的
な
星
に
導
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
あ
る
こ
と
を
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
考
え
て
み

る
と
、
小
池
は
こ
れ
ま
で
深
く
没
入
し
て
き
た
ダ
ン
テ
の

「
神
曲
」
、
ミ
ル
ト

ン
の

「楽
園
喪
失
」
、
ゲ
ー
テ
の

「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
に
象
徴
さ
れ
、
表
現
さ
れ

て
い
る
、
あ
の
劇
的
叙
事
詩
の
世
界
に
類
す
る
、
世
界
の
創
造
を
追
い
求
め
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
永
遠
の
青
年

・
求
道
者
小
池
辰
雄
の
追
い
求
め
、

求
め

つ
づ
け
て
や
ま
な
い
世
界
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
果
し
て
そ
れ
は
二

年
ご
ろ
ま
で
に
完
成
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
果
し
て
ど
ん
な
内
容
の
も
の
に
終
え

る
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
は
神
の
み
ぞ
知
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
意
欲
は
小
池

辰
雄
の
魂
の
内
側
に
ひ
そ
む
、
あ
の
熱
烈
な
る
創
造
的
世
界
の
な
か
で
、
じ

っ

と
そ
の
時
期
の
到
来
を
待

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
小
池
辰
雄
は
常
に
祈
り

つ
つ
、
こ
れ
ま
で
の
霊
的
な
万
巻
の
書
に
支

え
ら
れ

つ
つ
、
天
来
の
力
と
光
と
知
慧
に
導
か
れ

つ
つ
、
そ
の
世
界
を
必
ず
創

造
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
私
は
小
池
辰
雄
に
信
仰
を
与
え
ら
れ
た

神
が
、
彼
が
そ
の
大
い
な
る
使
命

の
終
え
る
ま
で
、
そ
の
生
命
を
支
え
、
励
ま

し
、
恵
み
を
豊
か
に
与
え
た
も
う
こ
と
を
信
じ
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
、
特
に
こ
の
曲
が
れ
る
、
危
機
の
時
代
に
あ

っ
て
、
こ
の

よ
う
に
与
え
ら
れ
た
天
来
の
芸
術
的
叙
事
詩
の
創
作
を
な
し
う
る
人
は
、
今
日

少
な
く
と
も
小
池
辰
雄
以
外
に
は
存
在
し
得
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
私
は
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近
頃
そ
う
い
う
確
信
を
強
く
す
る
。
そ
し
て
先
生
の
ご
自
愛
と
ラ
イ
フ
・
ワ
ー

ク
の
完
成
を
ひ
た
す
ら
祈

っ
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。

あ
と
が
き

こ
の
研
究
ノ
ー
ト
は
当
初

一
九
八
九
年
二
月
七
日
、
静
岡

・
河
津
町

・
天
城

山
の
ふ
も
と
、
伊
豆
七
滝

。
つ
り
ば
し
荘
に
お
い
て
書
き
と
め
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
研
究
ノ
ー
ト
は
、
研
究
紀
要

（第
十

一
号
）
の
締
切
に
間

に
合
わ
ず
、
次
号
に
延
ば
さ
れ
た
。

か
く
し
て
そ
の
原
稿
は
更
に

一
九
九
〇
年

一
月

一
日
、
神
奈
川
県
三
浦
市
三

崎
町
諸
磯
、
油
壺

エ
デ
ン
の
園
の

一
室
に
お
い
て
、
書
き
改
め
ら
れ
、
加
筆
さ

れ
た
。
そ
の
元
日
の
朝
、
三
浦
海
岸
、
城
ガ
島
周
辺
に
お
い
て
六
時
五
十
分
ご

ろ
初
日
を
仰
ぎ
見
、
す
が
す
が
し
く
爽
快
な
気
分
の
も
と
に
、
帰
室
後

一
挙
に

書
き
と
め
ら
れ
た
。
私
に
と

っ
て
も
七
十
二
歳
の
新
生
の
研
究
ノ
ー
ト
と
な
る
。

小
池
先
生
に
感
謝
す
べ
き
か
な
。
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和
歌
と
歌
謡

―
‐

「
面
影
の
う
た
」
を
め
ぐ

っ
て木

村

重

利

は
じ
め
に

本
誌
前
号
に
お
い
て
、
同
じ
表
題
を
掲
げ
て
、
中
世
小
歌
と
和
歌
と
の
関
わ

り
を
論
じ
て
み
た
の
で
あ

っ
た
。
両
者
の
関
わ
り
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
専

ら

「詠
む
歌
」
で
あ
る
和
歌
と

「
謡
う
歌
」
で
あ
る
歌
謡
の
成
立
、
発
生
の
基

盤
の
違
い
、
そ
の
享
受
の
姿
勢
の
違
い
と
い
う
、
両
者
の

「
う
た
」
と
し
て
の

根
本
的
な
相
違
に
視
点
を
据
え
て
、
『
閑
吟
集
』
中
の
中
世
小
歌
の
い
く

つ
か

を
見
直
し
て
み
た
の
で
あ

っ
た
。
具
体
的
に
は
、
中
世
小
歌
を

「
集
団
の
歌
」

と
い
う
歌
謡
の
根
本
、
も

っ
と
言
え
ば
、
声
に
出
し
て

「
謡
い
」
「
聞
く
」
と

い
う
、
「
う
た
の
場
」
の
中
で
捉
え
た
と
き
に
、
そ
の
解
釈
な
り
情
感
な
り
が

和
歌
の
場
合
と
ど
う
違

っ
て
く
る
の
か
と
い
う
試
み
で
あ

っ
た
。

本
稿
も
そ
の
延
長
上
に
あ

っ
て
、
和
歌
と
中
世
小
歌
を
材
料
に
今
度
は
歌
語

か
ら
歌
謡
語

へ
の
移
行
を
辿
る
中
で
、
中
世
小
歌
の
歌
謡
的
発
想
、
情
感
と
は

ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
、
も
う

一
度
確
認
し
て
お
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

「詠
む
歌
」
「個
人
の
歌
」
で
あ
る
和
歌
と

「
謡
う
歌
」
「
集
団
の
歌
」

で
あ
る

歌
謡
の

「
う
た
」
と
し
て
の
根
本
的

ｏ
本
質
的
な
相
違
を
考
え
て
み
る
、　
一
つ

の
手
続
き
、
作
業
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
前
稿
に
重
な
る
。

具
体
的
に
は

「
面
影
」
と
い
う
言
葉
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
れ
が
和
歌
の
世
界
、

歌
謡
の
世
界
で
ど
う

「
詠
ま
れ
」
、
「謡
わ
れ
」
て
い
る
か
を
見
て
い
こ
う
と
い

う
の
で
あ
る
。
言
い
方
を
か
え
れ
ば
、
そ
の
両
者
の
世
界
で

「
面
影
の
う
た
」

が
ど
う
続
い
て
い
る
の
か
、
和
歌
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
に
歌
謡
的
発
展
な
り

広
が
り
が
ど
う
付
加
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
が
ど
う
享
受
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
っ

た
よ
う
な
こ
と
を
確
か
め
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

一
、
歌
語

・
雅
語

「
面
影
」

言
う
ま
で
も
な
く

「
面
影
」
は

『
万
葉
集
』
以
来
和
歌
に
詠
ま
れ
て
き
た
歌

語

・
雅
語
で
あ
り
、
恋
歌
の
用
語
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
王
朝
和

歌
の
中
で
洗
練
さ
れ
、
貴
族
生
活
の
中
に
溶
け
込
ん
だ
雅
語
で
あ
る
。

つ
ま
り

「
面
影
」
と
い
う
言
葉
が
歌
語

・
雅
語
と
し
て
の
洗
練
を
加
え
て
き
た
の
は
、

王
朝
貴
族
の
恋
愛
生
活
に
お
い
て
で
あ

っ
た
。
端
的
に
言
え
ば
、
「
面
影
」
は

恋
歌
の
用
語
と
し
て
、
王
朝
貴
族
の
恋
愛
生
活
の
基
盤
と
な

っ
て
い
る
情
緒

・

情
感
と
と
も
に
磨
か
れ
て
き
た
の
で
あ

っ
た
。

歌
語

「
面
影
」
の
解
説
の

一
つ
の
例
と
し
て

『
歌
語
例
歌
事
典
』
（聖
文
社
）

の
そ
れ
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

人
の
顔
や
姿
、
物
の
様
子
、
情
景
な
ど
を

「
お
も
か
げ
」
と
い
い
、
多
く

目
の
前
に
実
体
の
な
い
も
の
を
さ
す
。
ま
た
、
目
の
前
に
な
い
も
の
が
あ

る
よ
う
に
目
の
前
に
浮
か
ぶ
こ
と
を

「
お
も
か
げ
に
立

つ
」
な
ど
と
表
現

す
る
。

と
あ

っ
て
、
『
万
葉
集
』
の
笠
女
郎
の
、

陸
奥
の
真
野
の
草
原
遠
け
ど
も
　
面
影
に
し
て
見
ゆ
と
い
ふ
も
の

（
三
、

二
九
六
）
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の
歌
以
下
十
三
首
の
歌
を
あ
げ
て
い
る
。

ま
た
、
同
事
典
の
別
項
に

「
影
」
が
あ

っ
て
、
「恋
歌

で
わ
が
姿
、
相
手
の

姿
を
よ
く

「影
」
の
語
で
あ
ら
わ
す
」
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
、
単

に

「
影
」
も

「
面
影
」
と
同
義
で
用
い
る
こ
と
が
あ

っ
た
。
そ
し
て
同
項
の
中

で

「
日
前
に
は
い
な
い
人
の
面
影
を
」
と
い
う
例
歌
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は

次
の
歌
。

我
が
恋
は
天
の
原
な
る
月
な
れ
や
　
暮
る
れ
ば
出
づ
る
か
げ
を
の
み
見
る

（後
拾
遺
集

恋
、
六
八
八
、　
一
宮
紀
伊
）

も
う
ひ
と

つ
、
同
書
に
し
た
が
う
と
、
「実
在
し
な
い
も
の
や
姿
が
実
在
す

る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
」
と
解
説
し
、
そ
の

「例
歌
で
は
恋
人
の
姿
が
目
に
浮

か
ぶ
さ
ま
を
い
う
」
と
し
て
項
目
立
て
し
て
い
る

「
ま
ぼ
ろ
し
」
も

「
面
影
」

周
辺
の
歌
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
も
あ
れ
、
「
影
」
「
ま
ぼ
ろ
し
」
と
も
重
な

っ
て

「面
影
」
は
、
現
物
、
実

体
で
は
な
い
、
恋
し
い
人
を
思
う
余
り
、
そ
れ
が
心
に
浮
か
ん
で
来
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
を
、
「面
影
に
見
ゆ
」
「面
影
に
立

つ
」
と
か
表
現
す
る
。
し
た
が
つ

て
、
実
体

（恋
し
い
対
象
）
が
傍
に
い
て
、
声
が
聞
け
る
、
肌
に
触
れ
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
状
況
に
お
い
て
は
、
「
面
影
」
と
は
無
縁
で
い
ら
れ
る
。

つ

ま
り
、
「面
影
」
の
恋
の
歌
に
は
、
「
別
れ
」
が
介
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
こ
の
先
ず

っ
と

「別
れ
」
が
続
く
こ
と
に
な
る

「
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た

恋
」
か
、
次
に
逢
う
ま
で
の

一
時
的
な

「
別
れ
」
と
い
う
、
「
継
続
し
て
い
る

恋
」
か
は
別
に
し
て
、
と
も
か
く
今
、
現
在
は

「
別
れ
て
い
る
状
態
」
が

「面

影
の
う
た
」
の
発
想
基
盤
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
部
分
に
お
い
て
は
、
歌
謡
の
恋
歌
も
同
様
で
あ
る
。
「
別
れ
」

は
歌
謡

の
恋
の
歌
に
と

っ
て
も
大
き
な
、
あ
る
い
は
久
し
い
主
題
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、

そ
の

「
別
れ
」
を
謡
う
姿
勢
が
和
歌
の
そ
れ
と
は
い
さ
さ
か
違
う
よ
う
で
あ
る
。

「
集
団
の
歌
」
で
あ
る
歌
謡
と
い
う
側
面
か
ら
考
え
る
と
、
そ
の

「
う
た
の
場
」

で
男
女
の

「
別
れ
の
歌
」
が
そ
う
そ
う
発
唱
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
、
和
歌
の
場
合
の
よ
う
に
、
「
積
み
重
ね
ら
れ
た
別
れ
の
恋
歌
」

と
し
て
の

「
面
影
の
歌
」
は
定
着
し
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。

「別
れ
」
の
発
想
は
基
本
と
し
て

「
ひ
と
り
で
あ
る
こ
と
」

で
生
ま
れ
る
。

そ
し
て

「
別
れ
の
感
慨
」
は
当
事
者
で
あ
る
こ
と
で
こ
そ
生
き
る
。
集
団
の
場

で

「男
女
の
別
れ
の
感
慨
」
を
共
有
し
て
謡
う
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
か

っ
た

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
意
味
で
歌
謡

（民
謡
、
童
謡
も
含
め
て
）
の

用
語
と
し
て

「面
影
」
が
育

つ
基
盤
は
弱
か

っ
た
と
言
え
る
。
そ
う
し
た
こ
と

か
ら
し
て
も
、
歌
謡
の
中
の

「面
影
の
う
た
」
の
状
況
と
い
う
も
の
が
、
お
の

ず
と
浮
か
ん
で
く
る
と
と
も
、
和
歌
と
の
比
較
に
お
け
る
歌
謡
と
い
う
も
の
の

性
格
も
明
確
に
な

っ
て
く
る
。

二
、
中
世
小
歌
の

「
面
影
の
う
た
」

ま
ず
、
中
世
の
歌
謡
で
あ
る

「小
歌
」
に
お
い
て
、
そ
の
辺
を
確
か
め
る
こ

と
か
ら
始
め
た
い
。

中
世
小
歌
集
で
あ
る

『
閑
吟
集
』
（永
正
十
五
年
）
に
は
、
三

一
一
首
の
小

歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
歌
の
配
列
基
準
の
第

一
に
春
夏
秋
冬
の
四

季
が
あ

っ
て
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
雑
か
恋
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
る
ら

し
く
、
そ
こ
に
勅
撰
和
歌
集
以
来
の

「部
立
て
」
に
よ
る
編
纂
方
式
が
踏
襲
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
編
者
の
工
夫
と
し
て
、
同
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一
、
同
種
の
語
句

（縁
語
、
類
似
語
）
を
含
む
歌
、
あ
る
い
は
同
趣
向
の
歌
を

続
け
る
と
い
う
配
列
方
法
も
用
い
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
は

「言
葉
の
縁
」
に
よ

る
配
列
、
「連
歌
的
手
法
」
に
よ
る
配
列
な
ど
と
い
わ
れ
て
き
た
。

「匂
い
」
と
か

「
移
り
」
と
い
っ
た
も
の
で
主
題
を
継
承

・
発
展
さ
せ
て
い

く

「連
歌
的
手
法
」
と
い
う
こ
と
は
さ
て
お
き
、
並
ん
だ
歌
々
の
詞
句
を
眺
め

る
だ
け
で
す
ぐ
納
得
で
き
る
の
は
、
何
首
ず

つ
か
同
じ
語

（句
）
を
含
む
歌
を

続
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
鎖
目
の
役
を
果
た
す
語

（連
鎖
語
）
を
取
り

出
し
て
括

っ
て
み
る
と
、
〓
二

番
か
ら
三
二
番
ま
で
の

「
茶
の
歌
」
が
終
わ

っ

た
三
四
番
か
ら
が

「面
影
の
歌
」
に
な
る
。

そ
の
あ
た
り
か
ら
検
討
し
て
、
「面
影
」
の
問
題
に
入

っ
て
い
き
た
い
。

「茶
の
歌
」
の
最
後
の
三
三
番
の
歌
は
次
の
よ
う
な
、
後
の
民
謡

（茶
摘
み
、

茶
揉
み
の
仕
事
唄
）
に
も
流
れ
て
い
く
、
や
や
卑
猥
さ
の
感
じ
ら
れ
る
戯
歌
で

あ
る
。新

茶
の
ち
ゃ
つ
ば
よ
な
ふ
、
い
れ
て
の
の
ち
は
、
こ
ち
ゃ
し
ら
ぬ
、
ノ
ヽ

言
葉
を
そ
の
ま
ま
汲
み
と

っ
て
の
歌
意
は
は
っ
き
り
し

て
い
る
。
「
新
茶
用

の
茶
壺
だ
と
い
う
の
で
、
ち
ゃ
ん
と
そ
こ
に
新
茶
を
入
れ
た
の
だ
。
そ
の
茶
が

台
無
し
に
な

っ
た
の
を
ど
う
し
て
く
れ
る
と
い
わ
れ
て
も
、
入
れ
て
か
ら
あ
と

の
こ
と
は
、
こ
ち
ら
は
じ
ら
な
い
よ
」
と
い
う
、
新
茶
を
茶
壺
に
入
れ
て
保
存

す
る
役
目
の
者
が
、
ち
ゃ
ん
と
新
茶
用
の
茶
壺
に
新
茶
を
入
れ
た
の
だ
か
ら
、

そ
の
後
の
管
理
は
じ
ら
な
い
、
お
れ
の
管
轄
で
は
な
い
と
開
き
直

っ
た
日
ぶ
り

を
そ
の
ま
ま
仕
立
て
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
表
向
き
の
解
釈
の
裏
に
あ

る
も
の
は
、
「
入
れ
る
」
に
込
め
て
の
性
愛
を
謡

っ
て
の
笑

い
で
あ
り
戯
れ
で

あ
る
。
少
な
く
と
も
後
代

へ
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
は
そ
の
側
面
で
あ

っ
た
。

も

っ
と
も
、
こ
の
歌
の
成
立
は

「新
茶
」
に
対
し
て

「
古
茶
」
を
あ
げ
て
、

「
こ
ち
ゃ
」
に

「
こ
ち
ら
」
（
＝
わ
た
し
）
を
掛
け
た
、
言
葉
遊
び
的
な
面
白
さ

に
あ
っ
て
、
こ
と
さ
ら

一
首
全
体
の
歌
意
を
理
屈
づ
け
て
と
や
か
く
言
う
こ
と

は
な
い
と
も
い
え
る
。
言

っ
て
み
れ
ば
、
「
こ
ち
ゃ
し
ら
ぬ
」
―
―
「
お
れ
は
じ

ら
な
い
よ
」
が
身
上
の
歌
で
、
そ
の
日
常
性

・
普
遍
性
が
こ
の
歌
を
流
行
歌

（民
間
の
歌

・
小
歌
）
に
し
た
の
で
あ
る
。
「
こ
ち
ゃ
し
ら
ぬ
」
と
い
う
状
況
は

歌
謡
と
い
う

「
う
た
の
場
」
で
戯
れ
に
や
り
と
り
さ
れ
る
掛
け
合
い
の
一
つ
の

応
答
の
型
と
し
て
、
い
く
ら
も
活
用
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。と

も
あ
れ
、
こ
う
し
た
く
だ
け
た

「茶
の
歌
」
の
あ
と
に

「
面
影
の
歌
」
が

続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
第

一
首
目
の
歌
。

か
れ
が
れ
の
、
ち
ぎ
り
の
す
ゑ
は
あ
た
ゆ
め
の
、
ノ
ヽ
、
面
影
ば
か
り
そ

ひ
ね
し
て
、
あ
た
り
さ
び
し
き
床
の
う
へ
、
涙
の
な
み
は
を
と
も
せ
ず
、

そ
で
に
な
が
る
る
川
水
の
、
あ
ふ
せ
は
い
づ
く
な
る
ら
ん
、
ノ
ヽ

前
歌
と
こ
の
歌
の
間
に
は
、
歌
詞
の
上
で
辿
る

「
言
葉
の
縁
」

（共
通
語

・

類
詞
句
）
は
失
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
、
三
三
番
か
ら
二
四
番
へ
の

「移
り
」

に
お
け
る
編
者
の
納
得
は
何
で
あ

っ
た
か
。
戯
歌
と
は
い
え
、
三
二
番
の
歌
が
、

馴
染
ん
だ

（手
を

つ
け
た
）
女
を
捨

て
て
し
ま

っ
て
、
そ
の
後
そ
の
女
が
ど
う

し
て
い
る
や
ら

「
こ
ち
ゃ
し
ら
ぬ
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
の
男
と
女
の
間
に

は
、
す
で
に
切
れ
た
関
係
、
冷
え
た
関
係

（女
の
側
に
そ
の
納
得
は
な
い
か
も

し
れ
な
い
が
）
が
成
立
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。
そ
れ
が
三
四
番
の

「離
れ
離
れ
」

に
続
く
よ
う
に
並
べ
ら
れ
た
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
ま
い
か
。

つ
ま
り
、
ど
ち

ら
に
も
男
女
の

「
別
れ
」
が
発
想
の
底
辺
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
編
者
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が
三
二
番
か
ら
三
四
番
の
歌

へ
、
何
か

つ
な
が
り
を
用
意
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
あ
た
り
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

歌
全
体
が
内
容
的
に
つ
な
が

っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
三
二
番
の
卑
俗
な
謡
い
ぶ
り
と
次
の
三
四
番
の
大
和
猿
楽
の
詞
章

（
日
吉

佐
阿
弥
作

「安
字
」
か
と
い
う
）
の

一
節
と
い
う
、
そ
の
典
雅
と
も
言
え
る
ほ

ど
の
和
歌
的
、
王
朝
的
情
緒
の
詞
章
と
は
あ
ま
り
に
異
質
で
あ
る
。
た
だ

「
い

れ
て
の
の
ち
は
こ
ち
ゃ
し
ら
ぬ
」
か
ら

「
か
れ
が
れ
の
ち
ぎ
り
」
と
い
う
、
そ

れ
だ
け
の
引
き
継
ぎ
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

あ
と
は
三
七
番
ま
で
は

「
面
影
」
を

「言
葉
の
縁
」

に
し
て
の
歌
が
続
く
。

そ
こ
に
も
編
者
の
歌
の
配
列
に
寄
せ
る
細
か
い
心
配
り
が
あ

っ
て
、

い
か
に

「
こ
だ
わ
り
」
の
編
纂
姿
勢
で
あ

っ
た
か
が
感
じ
取
れ
る
の
で
あ
る
。
「言
葉
の

縁
」
を
成
立
さ
せ
て
い
る
、
「
連
鎖
語
」
と
し
て
の

「面
影
」

の
部
分

の
詞
句

を
抜
き
出
し
て
並
べ
て
み
る
と
そ
れ
が
よ
く
わ
か
る
。

面
影
許
そ
ひ
ね
し
て

（三
四
）

面
影
ば
か
り
の
こ
し
て

（二
五
）

お
も
か
げ
が
身
を
は
な
れ
ぬ

（長
）

お
も
か
げ
は
身
に
そ
ひ
な
が
ら

（三
七
）

こ
の
四
首
の
検
討
に
入
る
前
に
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
集
中
巻
頭
第

一

歌
も

「面
影
の
う
た
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

花
の
錦
の
下
ひ
も
は
、
と
け
て
中
ノ
ヽ
よ
し
な
や
、
柳
の
い
と
み
だ
れ
ご

こ
ろ
、
い
つ
わ
す
れ
う
ぞ
、
ね
み
だ
れ
が
み
の
お
も
か
げ

こ
こ
に
も
男
か
ら
女

（あ
る
い
は
女
か
ら
男
）

へ
の
恋
情
か
ら
く
る
忘
れ
難

さ
が
あ

っ
て
、
そ
こ
に
は

「
別
れ
」
（別
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
）
が
先
行

し
て
い
る
。
編
者
は
、
別
れ
別
れ
に
な

っ
た
男
女
の
恋
情
を
、
集
中
に
収
め
た

よ
う
な
小
歌
を

「花
の
下
、
月
の
前
の
」
宴
席

（仮
名
序
）
な
ど
で
、
共
に
謡

っ

た
亡
き
先
輩
、
友
人

（「
な
か
ば
古
人
と
な
り
ぬ
る
」
人
々
―
仮
名
序
）

に
対

す
る
懐
旧
の
念
に
置
き
か
え
て
、
こ
れ
を
小
歌
集
編
纂
の
挨
拶
歌
と
し
て
巻
頭

歌
と
し
た
の
で
あ

っ
た
。

さ
て
、
そ
う
し
た
解
釈
な
り
、
集
中
の
役
割
と
は
別
に
、
こ
れ
を
歌
語

「面

影
」
を
含
む
歌
と
し
て
眺
め
る
と
、
や
は
り
、
詞
句
も
発
想
も
ま
さ
に
和
歌
の

延
長
上
に
あ
る
小
歌
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
柳
の
糸
」
か
ら

「
乱
れ
」
↓

「
乱
れ
心
」
を
起
こ
し
、
忘
れ
ら
れ
ず
に
心

を
乱
す
も
の
は
い
と
し
い
人
の

「寝
乱
れ
髪
の
面
影
」
だ
と
お
さ
め
て
い
る
。

そ
の
言
葉
の
続
け
方
、
技
巧
は
和
歌
の
手
法
に
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、

多
少
、
和
歌
的
情
緒
か
ら
の
ず
れ
を
感
じ
さ
せ
る
の
が

「寝
乱
れ
髪
の
」
と
い

う
限
定

（修
飾
）
で
あ
る
。
「寝
乱
れ
髪
の
面
影
」
が
忘
れ
ら
れ
な
い
と
い
う

の
は
、
や
や
露
骨
に
す
ぎ
、
直
裁
的
に
す
ぎ
て
和
歌
的
情
感
と
は
異
質
な
も
の

を
感
じ
さ
せ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「寝
乱
れ
髪

（乱
れ
髪
）
の
面
影
」

の

一
詞
句

が
近
世
三
味
線
歌
謡
を
刺
激
し
て
い
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
そ
こ
に
和
歌
の
恋

歌
か
ら
歌
謡
の
恋
歌
に
移
行
し
て
い
く

「面
影
」
に
寄
せ
る
情
感
の
違
い
が
暗

示
さ
れ
て
い
る
。
「
面
影
」
は
歌
語
、
雅
語
で
も
、
「寝
乱
れ
髪
の
面
影
」
と
な

る
と
、
卑
俗
的
な
響
き
を
加
え
て
い
る
分
だ
け
俗
語
的
で
あ
り
、
歌
謡
の
情
感

に
近
く
な
る
。
と
は
い
え
、
第

一
歌
が
全
体
的
に
は
和
歌
的
、
王
朝
的
発
想
に

立

っ
て
い
る

一
首
で
あ
る
こ
と
に
は
か
わ
り
な
く
、
そ
う
い
う
点
で
は
三
四
番

の

「
面
影
の
う
た
」
も
同
様
で
あ
る
。

も
う

一
度
挙
げ
て
み
よ
う
。
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か
れ
が
れ
の
ち
ぎ
り
の
す
ゑ
は
あ
た
ゆ
め
の
、
′
ヽ
、
面
影
許
そ
ひ
ね
じ

て
、
あ
た
り
さ
び
し
き
床
の
う
へ
、
涙
の
な
み
は
を
と
も
せ
ず
、
そ
で
に

な
が
る
る
川
水
の
、
あ
ふ
せ
は
い
づ
く
な
る
ら
ん
、
′
ヽ

一
度
は
ぴ
っ
た
り
と
馴
れ
親
し
ん
だ
間
柄
で
あ

っ
た
の
に
、
「
離
れ
離
れ
」

（と
だ
え
が
ち
）
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
近
頃
の
薄
い
契
り
は
ど
う
し
た
こ
と
か
。

「離
れ
離
れ
」
の
中
で
、
あ
て
に
な
ら
な
い
は
か
な
い
夢
を
夜
ご
と
重
ね
る
ば

か
り
。
現
実
に
は
愛
し
い
人
の
面
影
と
ば
か
り
添
い
寝
し
て
い
る
独
り
寝
の
さ

び
し
さ
に
た
だ
袖
を
ぬ
ら
す
明
け
暮
れ
。
あ
あ
、
い
つ
逢
え
る
日
が
来
る
の
や

ら
―
―
。

こ
こ
で
も
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
「面
影
の
う
た
」
に
詠
ま
れ
る

（謡
わ
れ

る
）
語
句
な
り
主
題
が

「別
れ
」
（「離
れ
離
れ
」
）
、
「
独
り
寝
」
（面
影
と
の

「添
い
寝
」
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
愛
し
い
人
と

「別
れ
て
い
る
こ
と
」

「逢
え
な
い
こ
と
」、
し
た
が
っ
て
、
夜
は
化
し
い

「独
り
寝
」
を
す
る
こ
と
に

な
る
と
い
う
こ
と
が

「面
影
の
う
た
」
の
発
想
さ
れ
て
く
る
根
本
で
あ
っ
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

つ
ま
り
、
今
、
傍
に
い
な
い
愛
し
い
人
に
寄
せ
る
、
募
る

恋
情
が

「面
影
の
う
た
」
を
作
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
ぐ
に
は
、
あ
る
い

は
こ
れ
か
ら
先
、
永
遠
に
逢
え
な
い
人
へ
の
恋
情
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
ぐ

に
は
逢
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
い
ず
れ
逢
え
る
日
の
来
る
こ
と
が
一則
提
に
な
っ

て
い
る
か
ら
、
そ
こ
に
は

「恋
」
の
継
続
が
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
先
も
永
遠
に

逢
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
終
わ
っ
た

（
一
方
が
こ
だ
わ
り
を
持

っ
て

「
面
影
」
を
偲
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
終
わ
ら
さ
れ
た
）
恋
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
「面
影
の
う
た
」
に
は
、
「別
れ
」
が
介
在
し
て
い
る
と
い
っ
た
。

そ
の

「別
れ
」
の
状
況
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
し
ば
し
の
間
の
も
の
で
あ
る
か
、

こ
れ
か
ら
も
か
な
り
の
間
続
く
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
も
う
決
定
的
な
も

の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
違
い
も
あ
る
が
、
い
ず
れ

に
し
ろ
、
別
れ
別
れ
に
な

っ
て
い
る
状
態
に
お
い
て

「面
影
の
う
た
」
は
発
想

さ
れ
る
。
「別
れ
て
い
る
」
か
ら

一
層
恋
し
さ
が
増
し
て
、
そ
の
結
果
、
相
手

の
ま
ぼ
ろ
し
が
心
に
忍
び
込
ん
で
く
る
。
心
に
忍
び
込
ま
せ
た
の
は
自
分
で
あ

る
の
に
、
そ
の
面
影
に
向
か

っ
て
、
手
応
え
の
あ
る
対
象
物
と
し
て
捉
え
ら
れ

な
い
、
声
が
聞
け
な
い
と
文
句
を
言
う
。
あ
る
い
は
、
せ
め
て
慰
め
ら
れ
も
し

よ
う
か
と
、
「面
影
」
に

「添
い
寝
」
さ
せ
て
寝
て
み
る
も
の
の
、
所
詮
、
「面

影
」
は

「面
影
」
で
あ
る
か
ら
、
結
果
的
に

「独
り
寝
」
と
同
じ
だ
と
か
え
っ

て
辛
く
な
る
。
い
や
、
い
っ
た
ん
は

「面
影
」
に
本
物
と
同
じ
も
の
を
期
待
し

て
み
た
だ
け
に
、
そ
れ
が
何
程
も
慰
め
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
、　
一
層
さ
び

し
さ
、
物
足
り
な
さ
が
身
に
し
み
て
、
「独
り
寝
」
の
わ
び
し
さ
、
辛
さ
を
嘆

く
こ
と
に
な
る
。

和
歌
の
恋
歌
と
し
て
の

「面
影
の
う
た
」
は
こ
う
し
た
叙
情
の
枠
内
で
押
さ

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
部
分
に
お
い
て
、
歌
謡
の

「面
影
の
う
た
」
の
情

感
も
同
じ
で
あ

っ
て
、
「
別
れ

（別
れ
て
い
る
こ
と
）
の
苦
し
さ
」
「
独
り
寝
の

さ
び
し
さ
」
と
い
う
大
筋
は
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

和
歌
史

・
歌
謡
史
の
交
錯
の
中
で

「
面
影
の
う
た
」

の
系
譜
を
辿
る
と
き
、

和
歌
か
ら
歌
謡

へ
と
い
う
移
行
が
ど
こ
か
ら
始
ま
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
中

世
小
歌
あ
た
り
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

『
閑
吟
集
』
と
い
う
小

歌
集
の
中
で

「
面
影
」
を
追

っ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

結
論
的
な
物
言
い
に
な
る
が
、
中
世
小
歌
の
世
界
は
、
和
歌
的
情
感
の
延
長

上
に
成
立
し
た
世
界
で
あ
り
、
中
世
小
歌
の
担
い
手
は
な
お
貴
族
的

・
知
識
的
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階
層
の
人
々
で
あ

っ
た
と
い
う
、
そ
の
こ
と
の
確
認
の
た
め
の

一
作
業
と
し
て

の
観
点
も
据
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。

非
常
に
大
雑
把
な
括
り
方
を
し
て
、
古
代
歌
謡
の
世
界
を
地
方
歌
、
民
謡
と

し
て
捉
え
、
中
古
歌
謡
の
世
界
を
宮
廷
儀
礼
歌
と
し
た
と
き
に
、
中
世
歌
謡
、

特
に
小
歌
の
世
界
を
ど
う
位
置
付
け
る
か
と
い
う
と
、
そ
の
ど
ち
ら
と
も
脈
絡

歌
謡
で
あ
り
な
が
ら
、
中
世
小
歌
の
世
界
は
、
素
材
も
情
感
も

「和
歌
」
の

そ
れ
の
延
長
上
に
成
立
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
和
歌
は
本
来
、
私
的
な
世
界
、
個
と
個
の
相
聞

ｏ
贈
答
を
軸
に
成
立

し
た
世
界
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
宮
廷
儀
礼
歌
と
も
な

っ
て
、
大
歌
所
で
管
理

さ
れ
た
も
の
が

「
大
歌
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
発
想
基
盤
は
同
じ
で
も
気
軽

な
宴
席
の
歌
謡
と
し
て
民
間
に
ま
で
行
な
わ
れ
た
歌
と
い
う
意
味
で

「
小
歌
」

な
る
呼
称
が
生
ま
れ
た
の
だ
と
考
え
て
い
い
の
だ
ろ
う
。

つ
ま
り

「
公
」
（大
）

で
な
く

「私
」
（小
）
の
歌
、
和
歌
的
世
界
の
言
葉

・
情
感
を

「
詠
む
」

で
は

な
く

「謡
う
」
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
の
が

「小
歌
」
と
い
う
歌
謡
で
あ

っ
た
ろ

う
と
い
う
の
は
、
単
純
に
す
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
小
歌
な
る
も
の

の
基
本
的
な
規
定
は
そ
の
辺
で
な
さ
れ
て
い
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

大
筋
に
お
い
て
、
そ
う
い
う
性
格
付
け
の
中
で
中
世
小
歌
を
規
定
し
て
お
く

と
し
て
、
そ
れ
で
は
近
世
歌
謡
が
そ
れ
以
前
の
歌
謡
と
ど
う
か
か
わ
る
か
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
、
ま
ず
、
古
代
歌
謡
や
中
世
歌
謡
と
は
直
接
に
は
つ
な
が
ら

な
い
。
や
は
り
中
世
小
歌
の
世
界
を
継
承
す
る
中
で
展
開
し
て
き
た

「謡
い
物
」

で
あ

っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

和
歌
か
ら
中
世
小
歌
、
そ
し
て
近
世
小
唄

へ
、
そ
し
て
今
日
の
民
謡

（地
方

歌
）
へ
と
い
う
流
れ
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
い
く
の
か
、
つ
ま
り
、
何
が

変
化
し
な
い
部
分
で
、
何
が
新
し
く
つ
け
加
わ
っ
て
い
く
か
を
確
認
し
た
い
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、　
一
つ
の
迫
ま
り
方
と
し
て

「面
影
の
う
た
」
を
軸
に

据
え
て
み
た
ら
ど
う
い
う
結
果
が
で
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
、
王
朝
的

・
和
歌
的
な
も
の
と

中
世
的

・
小
歌
的
な
も
の

『
閑
吟
集
』
中
の

「面
影
の
う
た
」
に
お
い
て
、
和
歌
的
な
も
の
に
何
が
ど

う
加
わ

っ
て
い
る
の
か
、
言
い
か
え
れ
ば
、
歌
謡
的
な
も
の
が
ど
う
芽
生
え
て

い
る
の
か
、
「小
歌
ら
し
さ
」
が
ど
こ
に
出
て
い
る
の
か
と
い
う
吟
味

に
お
い

て
、
巻
頭
歌
と
二
四
番
歌
の

「面
影
の
う
た
」
を
見
る
限
り
、
ほ
ぼ
和
歌
的
な

仕
立
て
、
内
容
の
小
歌
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
特
別
な
中
世
ら
し
さ
、

小
歌
ら
し
さ
は
感
得
し
得
な
い
。

つ
ま
り
、
巻
頭
歌
と
三
四
番
歌
の

「
面
影
の

う
た
」
は
な
お
王
朝
和
歌
的

・
貴
族
的
情
感
、
発
想
そ
の
ま
ま
と
い
っ
た
捉
え

方
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
二
五
番
以
降
の

「面
影
の
う
た
」
に
な
る
と
、
中
世
的

・
歌
謡

（小
歌
）
的
情
感
、
発
想
と
い
っ
た
も
の
を
は
っ
き
り
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
和
歌
の
恋
歌
と
の
訣
別
、
雅
か
ら

俗

へ
の
転
換
で
あ
る
。

連
鎖
に
よ
る
ま
と
ま
り
で
み
る

「
面
影
の
う
た
」
の
第
二
番
歌
で
あ
る
三
五

番
の
歌
は
次
の
も
の
。

面
影
ば
か
り
の
こ
し
て
、
あ
ず
ま
の
方

へ
く
だ
り
し
人
の
名
は
、
し
ら
し

ら
と
い
ふ
ま
じ

名
吟
の

一
つ
に
数
え
ら
れ
る
ほ
ど
に
閑
吟
集
歌
謡
を
代
表
す
る

一
首
で
あ
る
。

は
通
じ
て
い
な
い
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東
国

へ
去

っ
た
愛
し
い
人

へ
の
思
い
が
絶
ち
難
い
上
に
、
別
れ
て
し
ま

っ
て

も
な
お
、
そ
の
人
が
誰
で
あ
る
と
口
に
出
し
て
言
え
な
い
ほ
ど
の
辛
い
恋
で
あ

っ

た
こ
と
を
、
今
さ
ら
な
が
ら
か
み
じ
め
て
じ

っ
と
耐
え
て
い
る
、
女
の
け
な
げ

さ
、
い
じ
ら
し
さ
が
ま
ず
伝
わ

っ
て
く
る
。
い
さ
さ
か
く
ど
い
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
と
さ
ら
説
明
的
に
解
釈
し
て
み
よ
う
。

身
代
り
に
、
い
つ
も
身
近
か
に
置
い
て
お
け
る
よ
う
な
具
体
的
な
品
物
を

何

一
つ
置
い
て
い
っ
て
く
れ
な
か

っ
た
あ
の
人
。
た
だ
、
消
す
に
消
せ
な

い
ほ
ど
の
強
烈
な
面
影
だ
け
を
残
し
て
東
国

へ
下

っ
て
行

っ
て
し
ま

っ
た

あ
の
人
。
せ
め
て
、
別
れ
た
後
、
あ
の
人
と
の
恋
の
記
念
、
あ
の
人
の
身

代
り
に
、
実
際
に
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
、
あ
る
い
は
肌
に
つ
け

る
こ
と
の
で
き
る
も
の
が
あ

っ
た
ら
と
思
わ
な
い
で
も
な
か

っ
た
し
、
何

度
そ
れ
を
あ
の
人
言
い
出
そ
う
と
し
た
こ
と
か
。
で
も
所
詮
、
そ
れ
は
叶

わ
ぬ
こ
と
と
言
い
出
さ
ず
に
き
た
の
だ
。
あ
の
人
と
私
の
こ
と
は
世
間
に

知
れ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
う
思
う
か
ら
こ
そ
、
人
が
見
て
あ
の
人
の

も
の
と
わ
か
る
物
を
身
近
か
に
持

つ
こ
と
は
あ
き
ら
め
た
は
ず
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
あ
の
人
の
名
前
す
ら
し
ら
し
ら
と

（は
っ
き
り
あ
か
ら

さ
ま
に
）
口
に
出
し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。

以
上
の
よ
う
な
緬
々
た
る
歌
意
は
歌
意
と
し
て
、
相
手
の
名
前
を

「
し
ら
し

ら
と
言
ふ
ま
じ
」
と
決
意
す
る
理
由
が
、
二
人
の
関
係
が
世
間
に
知
れ
て
は
な

ら
な
い
間
柄
で
あ

っ
た
か
ら
と
い
い
な
が
ら
、
そ
れ
は
表
向
き
で
、
本
音
と
し

て
は
自
分
自
身
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
響
き
が
あ
る
。

あ
の
人
と
の
恋
は
絶
対
に
世
間
に
知
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
し
、
こ
れ
ま

で
あ
れ
ほ
ど
秘
め
て
き
た
恋
で
あ

っ
た
の
だ
か
ら
、
別
れ
て
し
ま

っ
た
と
は
い

え
、
ど
ん
な
に
恋
し
い
か
ら
と
い
っ
て
も
、
あ
の
人
の
名
前
を
回
に
出
し
て
言

う
ま
い
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
の
は
、
日
に
出
し
て
し
ま

っ
た
ら
、
何
と
か

耐
え
て
い
る
気
持
ち
が
崩
れ
て
し
ま
っ
て
、　
一
層
恋
し
さ
が
募

っ
て
苦
し
く
な
っ

て
し
ま
う
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
「
し
ら
し
ら
と
い
ふ
ま
じ
」
の

一
句
が
こ
の
歌
を
名
吟
に
仕
立

て
て
い
る
。
辛
い

「
別
れ
の
恋
」
に
必
死
で
耐
え
て
唇
を
か
み
じ
め
、
涙
を
こ

ら
え
て
い
る
女
の
い
じ
ら
し
さ
を
伝
え
て
効
果
的
で
あ
る
。
し
か
も
、
恋
物
語

に
お
け
る
科
白
回
し
そ
の
ま
ま
の
仕
立
て
に
な

っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
よ
り
切

実
感

・
臨
場
感
を
伝
え
て
い
る
。

「白
々
し
」
（明
白
だ
、
は

っ
き
り
し
て
い
る
）
と
い
う
形
容
詞
に

「言
ふ
」

の
否
定
型

（打
消
の
意
志
）
が
接
続
し
て
い
て
強
い
否
定
的
決
意
を
示
し
て
い

る
。
た
と
え
人

（世
間
や
親
）
か
ら
ど
ん
な
に
責
め
ら
れ
て
も
、
あ
る
い
は
恋

し
さ
が
我
慢
で
き
な
く
て
も
、
あ
の
人
の
名
前
は
、
ぐ
っ
と
胸
に
秘
め
て
お
き
、

絶
対
に
口
に
は
出
す
ま
い
と
決
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
間
に
知
れ
た
ら
あ

の
人
に
迷
惑
が
か
か
る
と
か
、
親
に
知
れ
た
ら
怒
ら
れ
る
と
か
い
う
前
に
、
そ

う
自
分
に
言
い
き
か
せ
な
い
と
、
恋
し
さ
に
耐
え
き
れ
な
い
自
分
な
の
で
あ
る
。

自
分
自
身
の
た
め
に
決
意
し
て
い
る
必
死
さ
が
独
自
的
な
科
白
仕
立
て
に
出
て

い
る
の
だ
。

同
類
発
想
の
も
の
に
同
集
二
四
八
番
歌
が
あ
る
。

水
に
ふ
る
雪
、
し
ろ
う
は
い
は
じ
、
き
え
き
ゆ
る
と
も

何
を
は
っ
き
り
と
は
言
う
ま
い
と
い
う
の
か
が
伏
せ
て
あ
る
。
「
切
無
さ
に

こ
の
身
が
雪
の
よ
う
に
消
え
て
し
ま
お
う
と
も
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
や
は
り

「恋
の
こ
と
」
で
あ
ろ
う
。
日
に
出
し
て
は
言
う
ま
い
。

つ
ま
り
、
「
耐
え
忍
ぶ

-33-



恋
」
「世
間
に
憚
る
恋
」
「秘
め
た
恋
」
と
い
う
、
久
し
い
和
歌
の
恋
歌
の
主
題

に
連
な
る
点
で
二
五
番
歌
に
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
、
二
五
番
歌
も
こ
の
二
四

八
番
歌
も
発
想

・
仕
立
て
は
和
歌
で
な
く
歌
謡
で
あ
る
と
い
い
た
い
の
で
あ
る
。

そ
の
第

一
点
が
口
語
的
発
想
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
日
常
的
な
女
の
日
ぶ
り

を
そ
の
ま
ま
移
し
と

っ
て
の
謡
い
ぶ
り
に
な

っ
て
い
る
。
そ
の
日
常
性

・
卑
俗

性
が
歌
謡
的
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

二
五
番
歌
が
日
常
的
側
面
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
中
世
と
い
う
時

代
が
東
国
の
時
代
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
と
も
か
ら
ん
で
い
る
。
中
世
と
い
う

時
代
が
そ
れ
以
前
の
時
代
と
比
較
し
て
、
西
国

（京
都
）
と
東
国
と
の
間
の
人

の
行
き
来
が
盛
ん
に
な

っ
た
分
だ
け
、
そ
こ
に
男
女
の
別
れ
も
多
く
な

っ
た
と

い
う
事
実
を
背
景
に
こ
の
歌
は
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
五
番
歌
も
女
は
西
国

（京
の
都
）
の
女
性
で
あ
る
。
そ
し
て
相
手
の
男
は

東
国
に
下

っ
て
し
ま

っ
た
ら
し
い
。
こ
の
場
合
、
も
と
も
と
東
国
の
男
な
の
か
、

そ
れ
と
も
何
か
用
命
を
帯
び
て
近
頃
東
国
に
下

っ
て
行

っ
た
の
か
。
前
者
だ
と

す
れ
ば
、
こ
の
東
男
、
何
か
の
役
目
で
上
方
に
来
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う

し
た
月
日
の
中
で
二
人
の
恋
は
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
任
果
て
て
東

国
に
帰

っ
て
行

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
東
国
に
は
妻
子
が
待

っ

て
い
る
男
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
も
と
よ
り

一
緒
に
な
れ
る

は
ず
も
な
く
、
男
が
東
国
に
下
る
時
、

つ
い
て
行
く
わ
け
に
も
い
か
な
い
間
柄

な
の
で
あ

っ
た
。
男
が
上
方
に
い
る
間
だ
け
の
恋
と
割
り
切

っ
て
い
た
は
ず
で

あ

っ
た
。
と
は
い
え
、
現
に
こ
う
し
て
別
れ
が
来
て
し
ま
う
と
、
覚
悟
し
て
い

た
は
ず
の
強
い
気
持
ち
は
も
ろ
く
も
崩
れ
て
し
ま

っ
て
、
ひ
と
り
と
り
残
さ
れ

て
し
ま

っ
た
よ
う
な
寂
し
さ

・
悲
し
さ

・
辛
さ
が
押
さ
え
き
れ
な
く
な

っ
て
し

幸
？
つ
。

そ
ん
な

「東
下
り
の
男
と
の
恋
物
語
」
が
組
み
立
て
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
、

こ
の
二
人
の
恋
は
所
詮
成
就
す
る
は
ず
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立

っ

て
い
て
、
当
初
か
ら
二
人
と
も
そ
れ
は
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

だ
か
ら
別
れ
た
あ
と
も
女
が
相
手
の
男
の
名
は

「
は
っ
き
り
と
は
言
う
ま
い
」

と
い
う

一
方
、
男
の
方
も
東

へ
下
る
前
に
女
に
は
何
ひ
と

つ
形
身
に
な
る
よ
う

な
も
の
は
残
し
て
い
か
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
自
分
の
姓
名
な
り
身
分
な
り
が

分
か

っ
て
し
ま
う
よ
う
な
品
物
は
女
の
許
に
残
し
て
置
け
な
い
事
情
が
そ
こ
に

う
か
が
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
が

「面
影
ば
か
り
の
こ
し
て
」
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
る
。

女
と
し
て
は
、
別
れ
て
行
く
男
の
代
り
に
身
に
つ
け
る
な
り
、
身
近
か
な
所

に
置
い
て
い
つ
も
慈
し
み
眺
め
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
も
の
を
何
か
残
し
て

行

っ
て
も
ら
い
た
か

っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
叶
わ
ぬ
二
人
で
あ
る
こ
と
は
、

自
分
が

一
番
よ
く
わ
か

っ
て
い
た
か
ら
、
必
死
に
こ
ら
え
て

「
何
か
形
身
を
」

と
は
言
い
出
さ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。　
一
方
、
男
の
方
も
そ
う
し
た
女
の
気
持

ち
は
十
分
に
察
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
を
叶
え
て
や
れ
な
い
事
情
が
あ

っ
た

れ
ば
こ
そ
、
何

一
つ
形
身
の
品
を
残
さ
ず
に
旅
立

っ
て
行

っ
て
し
ま

っ
た
の
で

あ
る
。
そ
こ
に
、
こ
の
二
人
の
関
係
が

「世
間
を
憚
る
恋
」
「
秘
め
ら
れ
た
恋
」

で
あ
り
、
し
た
が

っ
て

「
形
身
を
残
せ
な
い
恋
」
で
あ
っ
た
と
い
う
背
景
が
あ

っ

た
。も

う
ひ
と

つ
、
今
、
東
国

へ
下
ろ
う
と
し
て
い
る
男
が
上
方
の
男
だ
と
す
れ

ば
、
こ
れ
か
ら
何
か
月
か
何
年
か
、
東
国
で
の
任
務
が
終
え
れ
ば
帰

っ
て
く
る

の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
人
の
名
は
明
か
せ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
か
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ら
、
や
は
り
何
か
世
間
に
憚
る
間
柄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
名
を
言
え

ば
、
「
あ
あ
、
あ
の
人
か
」
と
誰
に
も
わ
か

っ
て
し
ま
う
男
な
の
で
あ
る
。

そ

れ
が
困
る
間
柄
と
い
う
こ
と
で
第

一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
二
人
の
身
分
の
差

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
ち
ら
が
高
く
て
も
い
い
わ
け
で
あ
る
が
、
歌
の
調
子

か
ら
す
る
と
、
高
位
高
官
の
男
に
対
し
て
、
女
は
卑
し
い
身
分
で
あ
る
よ
う
だ
。

そ
の
意
味
で
の

「
か
な
わ
ぬ
恋
」
の
歌
と
し
て
の
側
面
も
う
か
が
わ
れ
る
。

第
二
に
は
ど
ち
ら
か
が
、
あ
る
い
は
両
方
が
結
婚
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

ど
ち
ら
に
し
て
も
、
そ
れ
は
物
語
的
筋
立
て
を
空
想
し
て
の
歌
事
情
、
解
釈
で

あ
る
が
、
そ
う
し
た
枠
で
考
え
る
こ
の
歌
の
情
感
は
そ
の
ま
ま
王
朝
和
歌
の
恋

歌
の
情
感
の
枠
内
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
を
、
中
世
と
い
う
時
代
の
貴
族
趣
味

・
王
朝
懐
古
と
と

っ
て
も
い
い
の

で
あ
る
が
、
中
世
小
歌
と
し
て
は
そ
れ
に
と
ど
ま

っ
て
は
い
ま
い
。
む
ろ
ん
、

中
世
小
歌
の
中
心
的
享
受
層
は
や
は
り
文
人
、
知
識
人
、
教
養
人
と
も
い
う
べ

き
人
々
で
あ

っ
た
。
彼
等
の
知
識

・
教
養
は
ま
ず
、
王
朝
和
歌

・
王
朝
物
語
で

あ
り
、
そ
こ
に
連
歌

ｏ
禅

・
五
山
詩
文
が
加
わ

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
中
世
小

歌

（閑
吟
集
小
歌
）
の
知
的
世
界
を
、
そ
の
辺
り
で
押
さ
え
る
こ
と
は
あ
や
ま

り
で
は
な
い
と
思
う
。
し
か
し
、
二
五
番
の
歌
の
構
想
、
言
葉
仕
立
て
、
情
感

も
確
か
に
中
古
的

ｏ
和
歌
的
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
や
は
り
、
中
世
的
な
も
の
、

歌
謡
的
な
も
の
が
加
わ

っ
て
き
て
い
る
。

そ
の

一
つ
が

「東

へ
下
る
男
」
の
問
題
で
あ
る
と
い
い
た
い
の
だ
。
中
世
は

一
面
、
東
国
の
時
代
で
あ

っ
た
と
述
べ
た
。
そ
れ
は
京
の
都
の
貴
族
に
と

っ
て

も
、
そ
れ
以
前
の
時
代
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
、
政
治
的

・
文
化
的
に
か

か
わ
り
を
持
た
さ
れ
て
し
ま
う
世
界
と
し
て
身
近
か
な
と
こ
ろ
に
置
か
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「東
下
り
」
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
自
分
の
身

に
も
起

こ
り
得
る
実
感
で
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
当

然
、
遠
く
、
「東

へ
下
る
男
」
と
し
て
の
在
原
業
平
と
い
う
貴
公
子
が
重
な

っ

て
想
起
さ
れ
て
い
る
が
、
自
分
を
も
物
語
の
主
人
公
に
置
き
得
る
よ
う
な

「
あ

は
れ
」
な
情
感
に
浸

っ
て
で
は
な
い
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
業
平
の

「東
下
り
」

の
よ
う
な
、
恋
の
遍
歴
の
旅
で
は
な
く
、
も

っ
と
現
実
的
で
強
制
的

・
外
因
的
、

時
に
は
積
極
的
な

「東
下
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
男
の
現
実
、

事
情
と
い
う
の
が
中
世
と
い
う
時
代
性
で
あ

っ
た
と
し
て
、
女
の
側
か
ら
す
れ

ば
、
「東
下
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
男
」
を
夫
に
、
恋
人
に
持

っ
た
場
合

の
寂
し
さ
、
辛
さ
が
こ
れ
ま
た
前
代
の
女
性
よ
り
ず

っ
と
身
近
か
な
も
の
、
現

実
的
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
や
は
り
中
世
と
い
う
時

代
性
な
の
で
あ
る
。

○
有
忠
の
中
納
言
、
先
坊
の
御
使
に
て
東
に
下
り
し

（増
鏡
、
春
の
わ
か
れ
）

○
安
倍
の
貞
任
御
追
伐
の
た
め
、
吾
妻

へ
下
り
給
ふ

（狂
言

「鷹
雁
金
」
）

と
い
う
背
景
は
、
用
命
を
帯
び
て
の

「東
下
り
」
の
日
常
性
を
示
し
て
い
る
。

そ
こ
に
立

っ
て
同
じ
狂
言
の
例
で
、

○
承
れ
ば
吾
妻
に
は
医
師
が
す
く
な
い
と
申
に
依
て
、
是
よ
り
吾
妻
へ
下
り
、

一
か
せ
ぎ
か
せ
で
見
う
と
存
す
る

（狂
言

「
雪
」
）

の
よ
う
に
、
東
国
を

「稼
ぎ
場
」
の
対
象
と
す
る
よ
う
な
感
覚
、
も

っ
と
言
え

ば
、
ち
ょ
っ
と
出
稼
ぎ
に
と
い
う
程
度
の
気
安
さ
さ
え
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
う

し
た
中
世
的
事
情
、
情
勢
で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
二
五
番
歌
の
よ
う
な
中
世
小

歌
も
存
在
し
得
る
の
で
あ
る
。
狂
言
に
は
、
ま
だ

「東
下
り
」
が
あ
る
。

○
吾
妻
下
り
の
殿
は
持
た
ね
ど
、
嵐
吹
け
と
は
さ
ら
に
思
は
ず
、

ノ
ヽ
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（「靭
猿
」
）

こ
と
さ
ら

「
私
は
吾
妻
下
り
の
殿
は
持
た
な
い
け
れ
ど
」
と
い
う
の
は
、

「東
下
り
の
殿
」
を
持

つ
女
性
が
多
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
発
想
さ
れ
て
い

る
。
そ
う
し
た
中
世
的
事
情
に
あ
り
な
が
ら
、
三
五
番
歌
の
よ
う
に
、
そ
の
謡

い
ぶ
り
が
な
お
王
朝
的

・
貴
族
的
発
想
を
と
る
の
は
、
小
歌
の
享
受
層
に
と

っ

て
、
王
朝
生
活

ｏ
王
朝
文
化
は
あ
こ
が
れ
で
あ

っ
た
し
、
そ
の
恋
の
生
活
は
恋

の
歌

（和
歌
）
と
と
も
に
思
い
忍
ぶ
懐
か
し
い
対
象
で
あ

っ
た
こ
と
と
、
そ
う

し
た
も
の
が
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
身
近
か
な
表
現
の
カ
タ

（型
）
で
あ

っ
た
か

ら
で
あ
る
。
王
朝
人
の
恋
の
主
役
の

一
人
が

『
源
氏
物
語
』
の
主
人
公
で
あ

っ

た
が
、
彼
は
あ
く
ま
で
も
物
語
の
主
人
公
で
あ
り
、
現
実
の

（実
在
の
）
人
間

で
は
な
か

っ
た
。
そ
の
点
、

『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
は
在
原
業
平
と
い
う
実

在
の
人
物
で
あ
る
。
ま
ず
同
じ
恋
の
英
雄
と
し
て
は
現
実
感
が
違
う
。
そ
こ
に

加
え
て
恋
の
達
人
で
あ
る
都
の
や
さ
男
業
平
が
、
京
の
都
に

「
お
も
ふ
人
」
を

残
し
て
東

へ
下

っ
て
行
く
、
そ
の
わ
び
し
さ
、
や
る
せ
な
さ
が
中
世
と
い
う
時

代
に
は
現
実
的
な
も
の
、
身
近
か
な
も
の
と
し
て
理
解

で
き
た
の
で
あ
る
。

「
お
も
ふ
人
」
を
残
し
て
東

へ
下

っ
て
い
く
男
に
対
し
て
、
残
さ
れ
た
女

の
思

い
も
現
実
感
を
持

っ
て
か
み
じ
め
て
い
る
人
が
大
勢
い
た
。
そ
れ
が
中
世
と
い

う
時
代
で
あ

っ
た
。
業
平
の
東
下
り
に
重
ね
て
、
男
に
東
に
下
ら
れ
て
し
ま

っ

た
女
の
男
を
思
う
気
持
ち
に
、
多
少
物
語
的
脚
色
を
加
え
て

（男
の
名
を
言
え

な
い
と
い
う
秘
め
ら
れ
た
恋
）
仕
立
て
る
こ
と
は
、
い
く
ら
か
才
覚
の
あ
る
文

人
に
は
造
作
の
な
い
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
う
し
て
で
き
た
の
が
二
五
番
の
小
歌

で
あ

っ
た
と
思
う
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
歌
の
生
ま
れ
て
く
る
事
情

の
途
上
に

『
伊
勢
物
語
』

の

「東
下
り
」
が
大
き
く
作
用
し
、
そ
の
情
感
の
上
に
こ
の
小
歌
の
情
感
も
存
在

し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
に
こ
の
時
代
の
流
行
歌
と
し
て
の

生
命
が
与
え
ら
れ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
中
世
と
い
う

「東
国
の
時
代
」
の
政

治
的

・
文
化
的

・
経
済
的
背
景
が
あ

っ
た
れ
ば
こ
そ
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
言

葉
仕
立
て
の
ま
ま
に

『
伊
勢
物
語
』
九
段

の

「
東
下
り
」

の
段
に
見
ら
れ
る

「
あ
る
男
」
（業
平
）
の

「遥
々
来
ぬ
る
」
と
い
う
隔
絶
感
、
そ
こ
に
つ
な
が

っ

て
京
の
都
に
残
し
た

「
お
も
ふ
人
」
に

「
夢
に
も
人
に
逢
は
ぬ
な
り
け
り
」
と

い
う
、
切
な
い
ま
で
の
恋
情
ほ
ど
ぎ
り
ぎ
り
の
感
情
で
謡
わ
れ
て
い
る
の
で
は

あ
る
ま
い
。
東

へ
下
る
男
と
そ
れ
を
見
送

っ
て
涙
す
る
女
は
、
大
袈
裟
に
言
え

ば
日
常
的
に
繰
り
返
さ
れ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
業
平
と
そ
の
女
た
ち

の
よ
う
に
特
殊
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
日
常
性

・
複
数
性

（集
団
性
）
が
歌
謡
と
し
て
の

「東
下
り
の
男
」
を
素
材
に
す
る
こ
と
を
ま
ず

可
能
に
し
た
。
そ
の
際
、
た
だ

「東
下
り
の
男
」
を
前
面
に
立
て
て
し
ま

っ
て

は
、
王
朝
物
語
の
世
界
そ
の
ま
ま
の
踏
襲
と
い
う
陳
腐
さ
が
残
る
。

そ
こ
で
、

舞
台
は
そ
の
ま
ま
京
の
都
に
と
ど
め
て
、
男
が
東
に
去

っ
た
あ
と
の
女
の
姿
を

描
い
て
み
せ
た
と
こ
ろ
が
、
作
者
の
ひ
ね
り
に
よ
る
、
い
か
に
も

つ
く
り
物
を

思
わ
せ
る
。
そ
こ
に
は
業
平
が
都
に
置
い
て
い
っ
た
は
ず
の
女
の
中
に
も
い
た

で
あ
ろ
う
、
男
の
名
を
口
に
す
る
こ
と
す
ら
か
な
わ
ぬ

「
し
の
ぶ
恋
」
の
女
を

主
人
公
の
歌
に
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た
女
の
悲
し
い
恋
の
物
語
を
構

築
し
て
み
た
と
い
う
、
作
者
の
得
意
さ
と
い
う
か
満
足
感
と
い
う
よ
う
な
も
の

が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
西
と
東
と
に
別
れ
る
男
と
女
の
恋
の

物
語
の
女
の
立
場
を
美
し
く
悲
し
く
作
り
出
し
て
、
実
際
に
は
そ
こ
ま
で
い
っ

て
い
な
い
こ
と
で
、
こ
の
歌
を
謡
う
女
の
余
裕

（遊
び
）
も
用
意
し
て
や

っ
て

-36-



い
る
の
で
あ
る
ｃ

か
な
わ
ぬ
恋
に
じ

っ
と
耐
え
る
け
な
げ
な
女
、
東
国
へ
旅
立

つ
男
を
陰
な
が

ら
そ
っ
と
見
送
り
、
そ
の
後
も
、
そ
の
男
と
の
恋
を
ず

っ
と
秘
め
続
け
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
し
さ
に
も
耐
え
抜
こ
う
と
決
意
し
て
い
る
女
を
自
分
に

重
ね
て
こ
の
歌
を
謡
う
こ
と
で
、
男
と
の
別
れ
に
耐
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

『
伊
勢
物
語
」
に
寄
り
か
か
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
、
現
実

性
と
非
現
実
性
の
間
で
歌
声
に
の
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
小
歌
の
流
行

歌
と
し
て
の
存
在
を
確
実
に
し
て
い
る
。

さ
ら
に
二
五
番
の
歌
に
つ
い
て
い
う
と
、
歌
仕
立
て
に
見
ら
れ
る
普
遍
性
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
普
遍
性
と
い
う
言
い
方
が
お
か
し
け
れ
ば
、
「
う
た
の
型
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
は
っ
き
り
言
う
ま
い
」
と
い
う
言
葉
が
、
声

に
出
し

て
の
物
言
い
と
し
て
や
り
と
り
さ
れ
る
場
面
と
い
う
の
は
、
や
は
り
宴
席
な
ど

で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
風
に
言
え
ば
、
酒
席
の
戯
れ
と

し
て
、
「
い
い
人
が
い
る
ん
だ
ろ
う
。
相
手
は
誰
な
ん
だ
」
と
問
わ
れ
た
答
え

の

「
し
ら
し
ら
と
言
ふ
ま
じ
」
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
秘
め
る
恋

ｏ
憚
る
恋
の

発
想
を
と
る
の
は
借
り
物
で
あ
る
。
そ
う
し
た
や
り
と
り
が
宴
席
歌
謡
の
カ
タ

（型
）
を
作

っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
二
四
八
番
の
歌
と
合
わ
せ
て
み
る
と

よ
り
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
二
五
番
の
歌
な
ど
は

「
し
ら
し
ら
と
い
ふ
ま
じ
」

の
部
分
の
み
が

「
う
た
の
場
」
で
の
生
き
た
機
能
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

四
、
中
世
小
歌
か
ら
近
世
歌
謡
ヘ

言
葉
の
上
か
ら
は

「
一
見
散
文
の
如
く
見
え
る
」
と
い
う
評

（松
村
英

一
）

の
ご
と
き
趣
の
中
で
、
女
の
切
々
と
し
た
胸
の
内
を
吐
露
す
る
よ
う
な
科
白
ま

わ
し
的
な
二
五
番
歌
が
そ
の
ま
ま
続
い
た
よ
う
な
三
六
番
歌
の
配
し
方
が
巧
み

で
あ
る
。

さ
て
何
と
せ
う
ぞ
、　
一
め
み
し
お
も
か
げ
が
、
身
を
は
な
れ
ぬ

「
そ
れ
に
し
て
も
何
と
し
た
ら
い
い
も
の
や
ら
」
は
、
前
歌
を
受
け
て
解
釈

す
れ
ば
、
「
あ
の
人
の
名
は
、
は

っ
き
り
口
に
出
し
て
は
言
う
ま
い
」
（と
い
う

こ
と
は
、
自
分
自
身
の
心
の
中
で
は
、
恋
し
さ
に
始
終
日
に
出
し
て
叫
ん
で
い

る
の
で
あ
る
）
と
固
く
決
意
は
し
た
も
の
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、

以
下
に

「
一
め
み
し
お
も
か
げ
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
こ
か
ら
は

「
一
目
見
て
の

恋
」
と
い
う
主
題
の
歌
に
移
行
し
て
い
て
、
「
面
影
の
う
た
」

の
テ
ー
マ
の
転

換
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
さ
て
さ
て
ど
う
し
た
ら
い
い
も
の
や
ら
。　
一
日
見
た
あ
の
人
の
面
影
が
ぴ

っ

た
り
と
、
わ
が
身
に
寄
り
添

っ
て
い
て
離
れ
や
し
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
一
日
見
て
の
恋
」
の
歌
で
あ
る
。
和
歌
の
世
界
で
も
物
語
の
世
界

で
も
、

恋
の
き

っ
か
け
と
し
て
、　
一
日
見
て
の
恋
、

つ
ま
り

一
日
見
て
以
来
、
そ
の
姿

が
焼
き

つ
い
て
恋
い
焦
が
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
限
り
な
く
続
い
て
い
る
。

当
然
、
歌
謡
の
テ
ー
マ
と
し
て
も
続
い
て
い
て
、
近
世
の
遊
里
歌
の
情
緒

（主

題
）
と
し
て
は
最
も
好
ま
れ
た
も
の
の

一
つ
と
言
え
る
。
「
一
日
見
て
の
恋
」
、

こ
の
世
は
男
と
女
の
世
界
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
男
が
女
に
、
女
が
男
に
と
両

方
あ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ひ
と

つ
の
恋
物
語
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。
王
朝
物

語
か
ら
擬
古
物
語
、
そ
し
て
中
世
の
短
編
小
説

（お
伽
草
子
な
ど
）
か
ら
近
世

の
仮
名
草
子
以
降
の
小
説

へ
と
辿
り
行
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が

多
く
悲
劇
的
な
展
開
を
し
て
い
る
の
は
、
「
一
日
見
て
の
恋
」
が
和
歌
に
物
語

に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
側
面
は

「
か
な
わ
ぬ
恋
」
の
側
面
だ
か
ら
で
あ
る
。
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そ
こ
に
生
ま
れ
る

「
嘆
き
」
が
歌
に
な
り
物
語
に
な

っ
て

「
あ
は
れ
」
な
世
界

を
構
築
し
て
き
た
。
や
す
や
す
と
叶
う
恋
の
中
か
ら

「
一
日
見
て
の
恋
」
や
物

語
は
生
ま
れ
な
い
。
そ
こ
に

「
嘆
き
」
「
押
さ
え
き
れ
な
い
焦
が
れ
」
が
あ
る

か
ら
歌
に
詠
ま
れ
、
物
語
に
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
叶
わ
ぬ
原
因
が
何
で

あ
る
か
と
言
え
ば
、
二
人
の
間
に
あ
る
大
き
な
身
分
的
な
隔
り
で
あ
る
。
世
間

が
許
さ
ぬ
恋
の
最
大
な
も
の
は

「身
分
の
差
」
で
あ

っ
た
。

三
六
番
の
歌
の

「
一
日
見
て
の
恋
」
の
障
害
に
な

っ
て
い
る
も
の
も
、
男
と

の
身
分
の
差

（
こ
の
歌
を
女
の
歌
と
み
た
場
合
）
と
考
え
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
い
う
点
で
、
男
の
名
を

「
し
ら
し
ら
と
い
ふ
ま
じ
」
と
い
う
前
歌
の
底
辺

に
あ
る

「
さ
し
さ
わ
り
の
あ
る
恋
」
の
原
因
と
し
て
の

「身
分
の
差
」
と
同
じ

主
題
の
上
に
立

つ
歌
な
の
で
あ

っ
た
。
そ
こ
か
ら
も
こ
の
歌
謡
集
に
施
さ
れ
た

編
者
の
歌
の
配
列
意
図
が
計
算
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
王
朝
和
歌
の
恋
歌
の
テ
ー
マ
を
謡

っ
た
三
六
番
歌
の
歌
謡
性
は
何

か
と
言
え
ば
、
女
歌
の
伝
統
に
立

つ
、
表
向
き
の
甘
え
た
日
ぶ
り
の
底
に
う
か

が
わ
れ
る
理
屈

っ
ぽ
さ
と
い
う
こ
と
が
ひ
と

っ
。
そ
し
て
も
う
ひ
と

つ
は
、

「
さ
て
何
と
せ
う
ぞ
の
」
と
い
う
謡
い
出
し
を
持

つ

「
歌

の
型
」

に
の
せ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。

前
者
の
理
屈

っ
ぽ
さ
は
三
七
番
歌
の

「
面
影
の
う
た
」
に
引
き
継
が
れ
る
。

い
た
づ
ら
物
や
、
お
も
か
げ
は
、
身
に
そ
ひ
な
が
ら
、
ひ
と
り
ね

「
い
た
づ
ら
物
」
、
何
の
役
に
も
立
た
ぬ
も
の
、　
つ
ま
ら
な
い
も
の
の
意
で

あ
る
。
子
供
の
悪
業
に
対
し
て
、
「
こ
の
い
た
ず
ら
者
が
！
」
と
叱
る
大
人
の

心
持
ち
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
何
の
役
に
も
立
た
な
い
こ
と
を
す
る
、
ど
う
し

よ
う
も
な
い
困
り
者
の
意
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
歌
の
場
合
、
「
い
た
づ
ら
物
や
」

と
い
う
感
動

（慨
嘆
）
が
ど
こ
に
作
用
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

多
少
説
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
。
次
の

「
お
も
か
げ
は
」
に
か
か
る
と
す
る
説
と
、

「
お
も
か
げ
は
、
身
に
そ
ひ
な
が
ら
、
ひ
と
り
ね
」
全
体
を
包
む
も
の
と
し
て

「
い
た
づ
ら
物
や
」
を
考
え
る
説
と
で
あ
る
。

後
者
で
の
解
釈
は

「面
影
と
い
う
や
つ
は
、
い
つ
も
ぴ

っ
た
り
と
わ
が
身
に

寄
り
添

っ
て
い
な
が
ら
、
結
局
、
そ
れ
は
あ
の
人
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
か

ら
、
現
実
に
は
さ
び
し
い
独
り
寝
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
、
な
ん
と

つ
ま
ら

な
い
こ
と
よ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
こ
れ
と
し
て
十
分
通
用
す
る
解

釈
で
あ
る
が
、
歌
の
調
子
、
中
世
小
歌
と
い
う
歌
謡
の
軽
快
さ
と
、
直
裁
的
な

謡
い
日
か
ら
く
る
生
の
情
感
が
そ
れ
で
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
う
。

「
お
も
か
げ
」
即

「
い
た
づ
ら
物
」
と
い
う
前
者
で
考
え
た
い
。

謡
い
ぶ
り
も

「
い
た
づ
ら
物
や
お
も
か
げ
は
、
身
に
そ
ひ
な
が
ら
ひ
と
り
ね
」

と
い
う
、
七
五
、
七
五
の
二
句
形
式
的
な
言
葉
の
ま
と
ま
り
で
捉
え
る
リ
ズ
ム

を
尊
重
し
た
い
。
ま
ず

「
お
も
か
げ
」
を

「
い
た
づ
ら
物
」
と
規
定
す
る
。
そ

こ
に
面
白
さ
が
あ

っ
た
の
だ
と
思
う
。
後
半
は

「
い
た
づ
ら
物
」
た
る
具
体
的

内
容
な
の
で
あ
ろ
う
。
「本
当

に
面
影
と
い
う
や

つ
は
い
た
ず
ら
者
だ
こ
と
。

い
つ
い
か
な
る
と
き
も
わ
が
身
に
ぴ

っ
た
り
と
寄
り
添

っ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ

で
も
生
き
た
あ
の
人
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
夜
は
結
局
、
独
り
寝
の
さ
び

し
さ
を
味
わ
わ
せ
る
の
だ
も
の
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

・ど
ち
ら
の
場
合
に
し
ろ
、
擬
人
法
が
こ
の
歌
の
身
上
と
し
て
動
か
な
い
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
前
者
の
方
が
、
そ
れ
が

一
層
効
果
的
に
生
き
る
の
で
は
な
い
か
。

恋
す
る
人
と
そ
の
面
影
と
を
二
つ
に
分
け
て
、
後
者
を
も
独
立
し
た
人
格
を
有

す
る
も
の
と
し
て
扱
い
な
が
ら
、
そ
れ
を

「
い
た
づ
ら
物
や
」
と
憎
ん
で
い
る
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の
で
あ
る
。
憎
む
理
由
は
、
片
時
も
わ
が
身
か
ら
離
れ
ず
に
ぴ

っ
た
り
と
寄
り

添

っ
て
い
る
く
せ
に
、
現
実
に
ど
う
し
た

っ
て
あ
の
人
そ
の
も
の

（実
体
）
で

は
な
い
か
ら
、
結
局
、
二
人
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
夜
は
寂
し
く
む
な
し
い

独
り
寝
を
さ
せ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
ぴ

っ
た
り
寄
り
添

っ
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
相
手
が
傍
に
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
独
り
寝
な
ど
で
あ
る
は
ず
が

な
い
の
に
、
現
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
実
体
が
な
い
く
せ
に

「寄
り
添
う
」
な

ん
て
生
意
気
で
許
せ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
た
ず
ら
に
こ
ち
ら
の
気
持
ち

を
い
ら
だ
た
せ
、
苦
し
め
る
奴
だ
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

愛
し
い
、
恋
し
い
相
手
で
あ
る
か
ら
、
「
せ
め
て
面
影
だ
け
で
も
」
と
頭

の

中
、
心
の
中
に
抱
き
込
ん
で
、　
一
時
も
離
せ
な
い
ほ
ど
の
激
し
い
恋
に
陥

っ
て

い
る
の
は
自
分
な
の
に
、
「面
影
」
が
勝
手
に
や

っ
て
来

て
、
自
分
に
ぴ

っ
た

り
寄
り
添

っ
て
し
ま

っ
て
離
れ
て
く
れ
な
い
と
屁
理
屈
を
言

い
、
そ
の
結
果
、

一
層
夜
の
独
り
寝
が
辛
い
と
文
句
を
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
面
影
」
を
せ

め
て
抱
き
続
け
る
こ
と
で
、
相
手
と
離
れ
て
い
る
化
し
さ
切
無
さ
を
い
く
ら
か

で
も
慰
め
ら
れ
た
い
と
、
相
手

の
実
体
そ
の
も

の
と
感
じ
た
い
が
た
め
に
、

「面
影
」
を
精

一
杯
強
い
大
き
い
存
在
と
し
て
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
る
の
は
自
分

な
の
に
、
そ
れ
で
も
夜
の
独
り
寝
の
寂
し
さ
は
慰
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
「
面
影
」

は

「
い
た
ず
ら
物
」
だ
と
憎
ん
で
し
ま
う
。
自
分
で
作
り
あ
げ
た
状
況
を
自
分

で
憎
ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を

つ
ぶ
や
き
の
よ
う
に
し
て
謡
う
。
そ
こ
で
中

世
小
歌
の
中
心
的
世
界
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

三
七
番
は
男
の
歌
と
も
女
の
歌
と
も
両
様
に
生
き
得
る
歌
で
あ
る
が
、
執
拗

で
す
ね
た
よ
う
な
全
体
的
な
謡
い
ぶ
り
か
ら
み
て
、
古
代
の
歌
垣
以
来
培
わ
れ

て
き
た
掛
け
合

い
の
場
に
お
け
る
女
の
歌
の
発
想
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「女
歌
」
ら
し
く
、
理
屈
で
仕
立
て
た

一
首
で
あ
る
。
恋
の
掛
け
合
い
歌
、
相

聞
歌
の
伝
統
の
中
で
訓
練
さ
れ
て
き
た
女
歌
の
屈
折
ぶ
り
、
理
屈
が
絡
ん
だ
言

葉
の
面
白
さ
巧
み
さ
が
身
上
の
歌
で
あ
り
、
こ
う
し
た
傾
向
に
あ
る
歌
は
集
中

に
ま
だ
あ

っ
て
、
近
世
三
味
線
歌
謡

（遊
里
歌
）
へ
と
持
ち
越
さ
れ
て
い
く
発

想
で
あ
り
情
感
で
あ
っ
た
。

ま
さ
に
三
七
番
歌
は
和
歌
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
を
、
日
語
的
発
想
に
よ
る

日
常
的
歌
材
に
置
き
換
え
て
、
近
世
の
三
味
線
歌
謡
に
橋
渡
し
を
す
る
役
目
と

し
て
の
中
世
小
歌
の
位
置
を
端
的
に
示
す

一
首
に
な

っ
て
い
る
。

近
世
歌
謡
か
ら
民
謡
へ
　
―
―
結
び
に
か
え
て

三
七
番
歌
が
和
歌
と
近
世
歌
謡
を
結
ぶ
橋
渡
し
の
役
目
を
す
る
中
世
小
歌
の

位
置
を
明
確
に
暗
示
し
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
の
発
想

・
情
感
は
な
お

和
歌
寄
り
で
あ

っ
た
と
言
わ
ぎ
る
を
得
な
い
。

こ
こ
で
、
「面
影
」
の
和
歌
を
い
く

つ
か
引
い
て
み
る
。

い
か
な
れ
ば
立
ち
も
は
な
れ
ぬ
面
影
の
　
身
に
そ
ひ
な
が
ら
恋
し
か
る
ら

ん

（新
後
拾
遺
、
十
四
、
恋
四
、
寿
暁
法
師
）

や
は
り
、
恋
し
い
人
の
面
影
が
い
つ
も
こ
の
身
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
い
の

に
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
も
恋
し
い
の
か
と
嘆
い
て
い
る
。

あ
ぢ
き
な
く
な
に
と
身
に
そ
ふ
面
影
ぞ
　
そ
れ
と
も
わ
か
ぬ
や
み
の
現
に

（拾
遺
愚
草
、
上
）

な
ん
で
こ
ん
な
に
身
に
添
う
て
離
れ
な
い
面
影
な
の
か
と
、
そ
れ
を

「
あ
ぢ

き
な
く
」
思

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
面
影
は
あ
く
ま
で
も
面
影
な
の
に
慣
れ
慣

れ
し
く
身
に
添
う
こ
と
が

「
あ
ぢ
き
な
し
」
な
の
で
あ
る
。
「
い
た
づ
ら
物
や
」
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と
嘆
く
思
い
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
『
閑
吟
集
』
中
、
「
回
影
の
う
た
」

が
切
れ
た
次
の
歌
が
、

あ
ぢ
き
な
き
そ
ち
や
　
楓
棘
に
鳳
鸞
す
ま
ば
こ
そ

（三
八
）

と
、
「
い
た
づ
ら
物
や
」
（三
七
）
を
受
け
て

「
あ
ぢ
き
な
き
そ
ち
や
」
に
続

い
て
い
る
の
も
、
歌
の
配
列
に
心
し
た
編
者
の

一
種
の

「
言
葉
の
縁
」
と
し
て

処
理
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
ど
ま
ら
ぬ
今
期
の
わ
か
れ
の
面
影
は
　
身
に
添
ひ
な
が
ら
猶
し
た
ふ
か

な

（続
後
拾
遺
、
恋
三
）

別
れ
は
別
れ
で
も

「
後
朝
の
別
れ
」
で
あ

っ
て
、
そ
の
時
の
面
影
が
身
に
添
っ

て
い
な
が
ら
も
、
や
は
り
慕
う
思
い
が
消
え
な
い
も
の
だ
と
、
面
影
が
実
体
で

な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。

語
ら
ひ
し
声
ぞ
恋
し
き
悌
は
　
あ
り
し
そ
な
が
ら
物
を
言
は
ね
ば

（和
泉
式
部
続
集
、
五
四
、
和
歌
泉
式
部
）

面
影

（悌
）
は
い
つ
も
わ
が
身
と
と
も
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
は
物
を
言
わ

な
い
の
で
、
や
は
り
、
あ
の
人
の
声
が
恋
し
い
の
で
あ
る
。

和
歌
の

「面
影
の
う
た
」
は
ま
さ
に
お
び
た
だ
し
い
が
、
ど
れ
ほ
ど
挙
げ
て

も
、
ほ
ぼ
そ
の
枠
組
は
共
通
し
た
世
界
と
し
て
押
え
ら
れ
る
。

「面
影
」
は
あ
く
ま
で
も

「面
影
」
な
の
で
あ

っ
て
、
い
く
ら
わ
が
身
か
ら

離
れ
ず
に
じ

っ
と
寄
り
添

っ
て
い
て
く
れ
て
も
、
所
詮
、
触
れ
た
り
抱
き
取

っ

て
も
ら

っ
た
り
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
し
、
物
言
わ
ぬ
虚
な
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
や
さ
し
い
声
を
聞
か
せ
て
く
れ
る
こ
と
は
な
い
。
「
面
影
と
二
人
」

で
あ

る
こ
と
は
、
現
実
に
は

「
独
り
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
身
に
し
み
て
思
い
知

ら
さ
れ
る
の
が
夜
で
あ
り
、
「独
り
寝
」
の
孤
独
を
味
わ
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

い
っ
そ
、
本
当
に
独
り
な
ら
夜
の

「独
り
寝
」
の
寂
し
さ
も
ま
だ
耐
え
ら
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
「面
影
」
と
い
う
奴
が
始
終

つ
き
ま
と

つ
て
い

て
離
れ
な
い
か
ら
、
ふ
と
、
い
つ
も
あ
の
人
と

一
緒
な
の
だ
と
錯
覚
し
て
、
そ

れ
で
自
分
を
慰
め
た
り
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
声
は
聞
か
せ
て
く
れ

な
い
し
、
夜
の

「独
り
寝
」
だ
け
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
が

「
あ
ぢ
き
な
し
」
の
面
影
、
「
い
た
づ
ら
物
」
の
面
影
と
い
う
批
難
に
な
る
の
で

あ
る
。
ま
さ
に
情
感
的
に
は
和
歌
か
ら
ひ
と
続
き
の

『
閑
吟
集
』
の

「面
影
の

う
た
」
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
う
し
た
和
歌

（王
朝
）
寄
り
の

『
閑
吟
集
』
の

「
面
影
の
う
た
」
の
小
歌

が
近
世
歌
謡
の

「面
影
の
う
た
」
に
な
る
と
ど
う
変
化
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

○
ひ
と
り
御
寝
る
か

ノ
ヽ
、
い
や
二
人
寝
る
も
の
影
と
も
に

（隆
達
節
、
編
笠
節
）

こ
こ
で
の

「
影
」
は

「面
影
」
で
あ
る
。
人
か
ら
言
わ
れ
た
の
か
、
自
分
で

自
分
に
向
か

っ
て
言

っ
て
い
る
の
か
、
「
あ
な
た
は
ひ
と
り
さ
び
し
く
寝
る
の

で
す
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
「
い
や
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
わ
、
私
は
い
と

し
い
人
と
二
人
で
寝
て
い
る
の
よ
、
い
つ
も
あ
の
人
の
面
影
と
い
っ
し
ょ
に
い

る
の
だ
も
の
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
面
影
」
が
い

つ
も
い

っ
し
ょ
だ
か
ら
、

寝
る
と
き
だ

っ
て
二
人
で
寝
る
の
と
い
っ
し
ょ
で
さ
び
し
く
な
ん
か
な
い
の
だ

と
強
が
り
を
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
近
世
遊
里
歌
に
近
い
発
想
に
な
っ
て
い
る
。

・同
趣
向
の
も
の
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。

○
契
ら
ぬ
と
て
も
名
の
立

つ
に
、
独
り
お
よ
る
か
、
ノ
ヽ

二
人
寝
る
も
の
、

影
共
に

（女
歌
舞
伎
踊
歌

「
雪
の
お
ど
り
」
）

前
歌
と
多
少
変
わ

っ
て
、
付
け
加
わ

っ
た
部
分
が
あ
る
。
「
ど
う
せ
契
ら
な
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く
て
も
世
間
の
う
わ
さ
は
立

つ
の
に
、
な
ん
で
や
せ
我
慢
し
て
独
り
で
寝
て
い

る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
「
こ
れ
で
い
い
の
、

い

つ
も
あ
の
人

の
面

影
が
い
っ
し
ょ
で
、
二
人
で
寝
て
い
る
の
だ
も
の
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
影
と
共
に
」
あ
る
こ
と
を
実
際
の
恋
人
と
い
っ
し
ょ
だ
と
い
う
の
は
や
せ

我
慢
で
あ
る
が
、
「面
影
」
を
実
体
の
な
い
も
の
と
し
て
憎
ん
で
い
た
女
心
が
、

近
世
歌
謡
に
な

っ
て
、
そ
こ
ま
で
変
化
し
て
来
て
い
る
。
女
歌
の
伝
統
が
さ
ら

に
執
拗
化

・
理
屈
化

・
た
て
ま
え
化
し
て
来
る
の
が
近
世
三
味
線
歌
謡
で
あ

っ

た
こ
と
の
ひ
と

つ
の
証
拠
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
そ
う
い
う
も
の
が
以
降
は
地
方
歌
と
し
て
の
民
謡
の
世
界
に
ま
で

影
響
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
仕
事
歌

・
踊
り
歌
と
い
っ
た
ム
ラ

・
サ
ト
の
歌

と
し
て

「
面
影
の
う
た
」
は
続
い
て
い
か
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

近
世
期
の
地
方
民
謡
集
と
し
て
の

『
部
廼

一
曲
』
（文
化
六
年
？
）

に

「
お

な
じ
国
ぶ
り
、
毛
布
の
郡
醒
爆
錦
木
推
の
辺
、
盆
踊
大
の
坂
ぶ
し
」
と
し
て
採

録
し
て
い
る
も
の
の
中
に

「面
影
の
う
た
」
が
あ
る
。

○
悌
の
来
て
は
枕
を
し
と
と
打

つ
、
打

つ
と
思
ふ
た
り
や
夢
じ
ゃ
も
の

「
同
じ
国
」
と
は

「南
部
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
現
在
の
秋
田
県
鹿
角

市
十
和
田
辺
を
さ
し
、
そ
の
中
心
で
あ
る
毛
馬
内
の
盆
踊
り
に
は
今
も

「大
の

坂
」
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
地
方
歌
と
し
て
の
民
謡
の

「面
影
の
う
た
」
の
数
少
な
い
例
で

あ
り
、
「面
影
」
と
い
う
歌
語

。
雅
語
が
民
謡
の
言
葉
に
な
る
た
め
に
は
念
仏

踊
り
、
風
流
踊
り
歌
の
詞
章
と
い
っ
た
芸
謡
的
洗
練
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ

が
ま
た
民
謡
語
と
し
て
の
限
界
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

注
１
　
獨
協
中
学

・
高
等
学
校
研
究
紀
要
第
十

一
号

「和
歌
と
歌
謡

―
―

中
世
小
歌
の

世
界
」

注
２
　

「恋
し
い
人
」
、
必
ず
し
も
異
性
間
に
お
け
る
恋
の
相
手
と
い
う
こ
と
で
な
く
、

万
葉
集
時
代
な
ど
に
お
い
て
は
、
妻
や
親
な
ど
も
含
め
て
、
離
れ
て
い
る
こ
と
で

気
が
か
り
な
人
、
逢
い
た
い
人
と
い
う
広
が
り
を
持
ち

て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、

王
朝
和
歌
以
降
は
ほ
と
ん
ど
男
女
間
に
お
い
て
の

「恋
人
」
「
い
と
し
い
人
」
の
意

に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

注
３
　

「祭
り
」
「踊
り
」
の
ニ
ワ
に
お
け
る

「果
て
の
歌
」
で
、
夜
明
け
と
か
名
残
り

を
謡
う
も
の
は
別
に
考
え
る
。

注
４
　
近
世
の
地
方
別
民
謡
集
で
あ
る

『
山
家
鳥
虫
歌
』
（明
和
九
年
刊
）

の

「
周
防
」

の
部
に
、

〇

一
夜
な
れ
ノ
ヽ
こ
の
子
が
出
来
て
、
新
茶
茶
壺
で
こ
ち
ゃ
知
ら
ぬ
、
シ
ョ
ン
ガ
ヘ

と
あ
り
、
兵
庫
県
三
原
郡
阿
万
亀
岡
神
社
風
流
踊
り
歌

「綾
踊
」
で
は
、

○
そ
ば
で
寝
た
と
て
子
が
出
来
た
、
新
茶
茶
壺
よ
こ
ち
ゃ
し
ら
ぬ

と
謡

っ
て
い
る
。
ほ
か
に
も
手
ま
り
唄
、
婚
礼
祝
い
唄
、
茶
摘
み
唄
と
し
て
の
伝

承
も
あ
る
。

注
５
　

「卑
俗
」
か
ら

「優
雅
」
へ
と
い
う
、
そ
の
対
比
的

・
異
質
的
変
化
と
い
う
こ

と
も
、
編
者
の
意
図
的
な

「遊
び
」
的
歌
の
配
列
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
て
、
他
の

部
分
で
見
ら
れ
る
、
詞
章
的
な
長
歌
と
短
歌
と
の
組
み
合
わ
せ
に
見
ら
れ
る
歌
配

列
の
変
化
な
ど
も
、
そ
う
し
た
意
図
と
重
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

注
６
　
獨
協
中
学

・
高
等
学
校
研
究
紀
要
第
五
号

「
『閑
吟
集
』
の
起
首
と
巻
頭
歌
―
―

そ
の
編
纂
意
図
を
め
ぐ
っ
て
」

注
７
　
近
世
の
三
味
線
歌
謡
の
中
か
ら
い
く
つ
か
拾

っ
て
み
る
。
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注

８

注

９
注
１０

注
11

○
い
つ
に
わ
す
り
よ
ぞ
寝
乱
れ
髪
の
、
顔
に
か
か
り
し
お
も
か
げ
を

（当
世
投
節
）

○
其
様
ゆ
へ
に
ぞ
み
だ
れ
髪
、
解
き
し
下
紐
か
ず
重
り
て
、
無
理
に
実
か
ら
い
と

し
ゆ
て
な
ら
ぬ

（松
の
葉
、
二
、
「川
た
け
」
）

○
か
ほ
に
懸
り
し
寝
乱
れ
髪
を
、
い
つ
に
忘
り
よ
に
悌
を

（尾
張
船
歌

「
大
坂
ぶ

し
」
）

『古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
に
組
み
込
ま
れ
た
由
緒
歌

・
物
語
歌
以
前
の

独
立
歌
謡
と
し
て
見
た
場
合
の
記
紀
歌
謡
。

近
世
歌
謡
か
ら
今
日
の
民
謡

（地
方
歌
）
が
展
開
し
て
く
る
中
で
は
、
機
能
的

に
は
古
代
歌
謡
の
民
謡
性

・
地
方
性
と
近
い
も
の
を
持
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

日
語
発
想
体
は
閑
吟
集
小
歌
の
一
つ
の
特
徴
と
言
え
る
。

い
く
つ
か
拾

っ
て
夕
よ
う
。

○
そ
れ
を
た
が
と
へ
ば
な
ふ
、
よ
し
な
の
と
は
ず
が
た
り
や

（
一
二
）

○
よ
し
の
川
の
花
い
か
だ
、
う
か
れ
て
こ
が
れ
候
よ
の
、
ノ
ヽ

（
一
四
）

○
か
づ
ら
き
山
に
さ
く
花
候
よ
、
あ
れ
を
よ
と
、
よ
そ
に
お
も
ふ
た
念
ば
か
り

（
一
五
）

○
ち
ら
で
あ
れ
か
し
さ
く
ら
花
、
ち
れ
か
し
口
と
は
な
ご
こ
ろ

（
一
六
）

○
な
見
さ
ひ
そ
、
ノ
ヽ
、
人
の
す
い
す
る
、
な
見
さ
ひ
そ

（四
五
）

○
な
に
と
も
な
や
な
ふ
、
ノ
ヽ
、
う
き
世
は
風
波
の
一
葉
よ

（五
〇
）

閑
吟
集
中

『源
氏
物
語
』
に
取
材
し
た
小
歌
が
い
く
つ
か
拾
え
る
の
は
そ
れ
を

示
し
て
い
る
。
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伊
賀
惣
国

一
揆
お
ぼ
え
が
き

新

井

孝

重

は
じ
め
に

戦
国
時
代
の
政
治
過
程
は
、
全
国
各
地
の
各
種
諸
権
力
が
統
合
さ
れ
、
単

一

の
政
治
権
力
を
う
み
出
す
方
向
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
の
が

一
般
的

で
あ
る
。

こ
う
し
た
過
程
は
、
そ
の
基
底
部
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
正
確
な

把
握
を
可
能
と
す
る
。
こ
の
時
代
の
民
衆
の
動
き
を
観
察
す
る
と
、
人
間
を
縦

の
系
列
で
編
成
し
て
い
く
支
配
の
原
理
を
拒
否
し
、
か
か
る
原
理
に
む
か

っ
て

頑
強
に
抵
抗
を
く
り
ひ
ろ
げ
た
人
々
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
惣
と
か

一

揆
と
い
う
水
平
的
な
結
合
体
を
地
域
の
な
か
に
つ
く
り
出
し
、
統

一
権
力
の
在

地
支
配
に
抵
抗
し
た
の
で
あ
る
。
戦
国
期
農
村
社
会
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
動

き
は
、
人
間
の
本
源
的
な
権
利
で
あ
る
″自
律
″
″自
治
″
と
む
す
び

つ
い
て
い

る
故
に
、
た
え
ず
″統
合
〃
の
原
理
を
も

っ
て
支
配
意
志
を
下
降
さ
せ
、
お
し
広

げ
よ
う
と
す
る
中
央
上
部
権
力
に
対
峙
す
る
か
た
ち
を
と
り
、
と
き
と
し
て
織

田
信
長
や
豊
臣
秀
吉
の
も

っ
と
も
恐
る
べ
き
下
剋
上
的
勢
力
に
も
な
り
え
た
。

し
た
が
っ
て
民
衆
の
惣

・
一
揆
は
、
群
雄
割
拠
か
ら
全
国
政
権
樹
立

へ
つ
な

が
る
戦
国
大
名
権
力
の
統

一
過
程
の
基
底
部
に
あ

っ
て
、
戦
国
諸
大
名
の
政
治

的
運
動
力
を
下
か
ら
制
約
し
、
統

一
権
力
の
相
貌
を
深
い
と
こ
ろ
で
規
定
し
て

い
た
点
で
、
き
わ
め
て
大
き
な
歴
史
的
意
義
を
有
し
て
い
た
も
の
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
は
こ
う
し
た
問
題
関
心
の
う
え
に
立

っ
て
い
る
。
織
田

信
長
の
全
国
統

一
が
日
前
に
さ
し
か
か
ろ
う
と
す
る
こ
ろ
、
伊
賀
国
の
山
間
盆

地
に
あ
ら
わ
れ
た
惣
国

一
揆
が
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も

っ
て
、
信
長
権
力
に
抵

抗
を
こ
こ
ろ
み
、
そ
し
て
壊
滅
し
て
い
っ
た
か
を
考
察
す
る
。

（
一
）
伊
賀
国
の

「惣
国

一
揆
掟
之
事
」

伊
勢
の
神
宮
文
庫
に
は
、
近
江
国
甲
賀
郡
の
在
地
武
士
で
あ

っ
た
山
中
氏
に

伝
来
す
る
文
書
群
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
山
中
文
奎
自
の
な
か
に

「惣
国

一

揆
掟
之
事
」
と
題
す
る

一
通
の
古
文
書
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
惣
国
と
か
郡

中
惣
と
よ
ば
れ
る
地
域

一
揆
体
制
が
中
世
後
期
の
畿
内
各
地
に
存
在
し
た
こ
と

は
、
古
記
録
そ
の
他
の
文
献
史
料
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
が
、
現
存
す
る
惣
国

一

揆
の
掟
書
は
こ
れ
が
唯

一
の
も
の
で
、
文
書
自
体
が
写
し
で
は
あ
る
も
の
の
大

変
め
ず
ら
し
く
、
ま
た
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
文
書
の
全
文
を
左
に

掲
げ
る
と

つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

惣
国

一
揆
掟
之
事

０
　
従
他
国
当
国

へ
入
候
に
お
い
て
は
、
惣
国

一
味
同
心
に
可
被
防
候
事

②
　
国
之
物
共
と
り
し
き
り
候
間
、
虎
口
よ
り
注
進
仕
に
お
い
て
は
里
々
鐘

を
鳴
、
時
刻
を
不
写
、
在
陣
可
有
候
、
然
は
兵
料
、
矢
楯
を
被
持
、　
一

途
之
間
虎
口
不
甘
様
に
陣
を
可
被
張
候
事

０
　
上
は
五
十
、
下
は
拾
七
を
か
ぎ
り
在
陣
あ
る
べ
く
候
、
永
陣
に
お
い
て

は
番
勢
た
る
べ
く
候
、
然
ば
在
々
所
々
、
武
者
大
将
を
被
指
定
、
惣
は

其
下
知
に
可
被
相
随
候
、
井
惣
国
諸
寺
之
老
部
は
、
国
豊
饒
之
御
祈
蒔

被
成
、
若
仁
膵
は
在
陣
あ
る
べ
く
候
事
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四
　
惣
国
諸
侍
之
被
官
中
、
国
如
何
様
に
成
行
候
共
、
主
同
前
と
あ
る
起
請

文
を
里
々
に
可
被
書
候
事
。

Ｄ
　
国
中
之
足
軽
他
国

へ
行
候
て
さ
へ
城
を
取
事
に
候
間
、
国
境
に
従
他
国

城
を
仕
候
て
、
足
軽
と
し
て
其
城
を
取
、
忠
節
仕
百
姓
有
之
ば
、
過
分

に
褒
美
あ
る
べ
く
候
、
そ
の
身
に
お
い
て
は
侍
に
可
被
成
候
事
。

０
　
他
国
之
人
数
引
入
候
仁
然
於
相
定
は
、
惣
国
と
し
て
兼
日
に
発
向
被
成
、

跡
を
削
、
其

一
跡
を
寺
社

へ
可
被
置
付
候
、
井
国
之
様
林
内
通
仕
輩
あ

ら
ば
、
他
国
之
人
数
引
入
候
同
前
た
る
べ
く
候
、
他
国
の
人
数
引
入
候

と
あ
る
物
共
之
仁
黙
有
之
ば
失
之
、
誓
段
に
て
可
被
曝
候
事
。

０
　
当
国
之
諸
侍
又
は
足
軽
に
不
寄
、
三
好
方

へ
奉
公
に
被
出
間
敷
候
事
。

③
　
国
之
弓
矢
判
状
送
り
候
に
無
承
引
仁
外
候
ば
親
子
兄
弟
を
か
ぎ
り
、
拾

ケ
年
弓
矢
之
用
に
烈
申
間
敷
候
、
同

一
夜
之
宿
、
送
迎
共
あ
る
ま
じ
く

候
事
。

０
　
陣
取
の
在
所
に
て
味
方
乱
妨
あ
る
ま
じ
く
候
事
。

⑩
　
前
々
大
和
よ
り
対
当
国

へ
、
不
儀
之
働
数
度
有
之
事
に
候
間
、
大
和
大

将
分
牢
入
許
容
あ
る
ま
じ
く
候
事
。

ｍ
　
当
国
之
儀
は
無
恙
相
調
候
、
甲
賀
よ
り
合
力
之
儀
専

一
に
候
間
、
惣
国

出
張
と
し
て
伊
賀

ｏ
甲
賀
境
目
に
て
近
日
野
寄
合
あ
る
べ
く
候
。

右
掟
連
判
を
以
　
定
所
如
件
。

霜
月
十
六
日

石
田
善
人
氏
は

「甲
賀
郡
中
惣
と
伊
賀
惣
国

一
揆
」
（史
窓
二

一
号
）
と
い

う
論
文
で
、
こ
の
伊
賀
国
惣
国

一
揆
の
掟
が
、
三
好
長
慶
が
室
町
幕
府
の
実
権

を
掌
握
し
た
天
文
二
十

一
年

（
一
五
五
三
）
か
ら
織
田
信
長
が
南
近
江
の
六
角

氏
を
追

っ
て
、
た
め
に
同
氏
の
承
禎

（義
賢
）
父
子
が
伊
賀
に
逃
げ
込
ん
だ
永

禄
十

一
年

（
一
五
六
八
）
ま
で
の
間
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
た
。

ま
た
太
田
順
三
氏
は
、
第
七
条
の

「当
国
之
諸
侍
又
は
足
軽
に
不
寄
、
三
好
方

へ
奉
公
に
被
出
間
敷
候
事
」
と
あ
る
の
と
、
永
禄
五
年

（
一
五
六
二
）
二
月
十

二
日
六
角
承
禎
書
状

（近
江
蒲
生
郡
誌
巻
九
、
六
〇
七
ペ
ー
ジ
）
な
ら
び
に
そ

の
子
義
弼
書
状
の
伊
賀
国
島
原
諸
侍
中

・
柘
植
荘
同
名
中

へ
宛
て
た
軍
勢
催
促

文
言
に
、
「其
国
各
有

一
味
入
魂
被
加
勢
候
は
ば
、
可
為
本
望
候
」
と
あ
る
の

を
結
び

つ
け
、
こ
の
掟
書
制
定
を
永
禄
五
年
か
ら
同
九
年
ま
で
の
間
で
あ
ろ
う

と
、
推
定
年
代
の
わ
く
を
せ
ば
め
て
い
る
。

（
「
荘
園
と
地
域
的

一
揆
体
制
」

『
佐
賀
大
学
教
養
部
研
究
紀
要
』

一
二
号
、　
一
九
八
〇
年
）
。

全
体
の
体
裁
は
十

一
か
条
か
ら
な
り
、
書
き
と
め
が

「右
掟
連
判
を
以
、
定

所
如
件
」
と
あ
る
の
で
、
条
々
の
と
り
き
め
を
し
た
た
め
た

一
揆
衆
中
が
連
判

し
て
盟
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
現
存
史
料
で
は
連
判
部
分
が
欠
失
し
て

お
り
、
衆
中
を
構
成
す
る
人
名
は

一
切
不
明
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
こ
の
史
料
の
内

容
上
の
特
徴
に
つ
い
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
の
さ
い
ま
ず
以
下
の
条
文
が
注
目

さ
れ
る
の
で
、
そ
の
大
意
を
記
す
。

第

一
条
　
他
国
よ
り
当
国

（伊
賀
）

へ
入

っ
て
く
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
惣
国

は

一
味
同
心
し
て
こ
れ
を
防
ぐ
べ
き
で
あ
る
。

第
二
条
　
惣
国
の
も
の
が
と
り
し
き

っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の

「虎
口
」

の
物
見
か
ら
注
進
あ
れ
ば
、
里
々
に
鐘
を
な
ら
し
、
時
を
移
さ
ず

在
陣
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
（「虎
回
は
他
国
か
ら
伊
賀
盆
地

へ
通
ず

る
入
回
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
山
に
囲
ま
れ
た
伊
賀
国
に
あ
っ
て
は
、
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そ
う
多
く
は
な
い
地
狭
が
軍
事
的
要
所
と
し
て
の

「
虎
口
」
と

な

っ
た
）。
で
あ
る
か
ら
兵
根
、
矢
楯
を
持

っ
て
敵
軍
の
侵
入
し

て
く
る
道
筋
の
防
御
が
ゆ
る
ま
な
い
よ
う
に
陣
を
は
る
べ
き
で
あ

る

。

第
二
条
　
上
は
五
十
、
下
は
十
七
を
か
ぎ
り
、
在
陣
す
べ
き
で
あ
る
。
永
陣

の
場
合
は
、
交
替
で
陣
を
張
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
在
々
所
々

（
＝
村
々
を
単
位
と
す
る
惣
結
合
）
で
武
者
大
将
を
指
定
し
、
惣

（
＝
村
の
結
合
体
）
は
そ
の
下
知
に
随
う
べ
き
で
あ
る
。

第
七
条
　
当
国
の
者
は
諸
侍
ま
た
は
足
軽
に
寄
ら
ず
、
三
好
方
に
奉
公
し
て

第
九
条
　
陣
ど

っ
た
在
所
で
味
方
の
乱
妨
が
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
条
　
前
々
よ
り
、
大
和
か
ら
わ
が
当
国

（伊
賀
）
に
対
し
、
た
び
た
び

不
法
な
攻
撃
を
か
け
て
い
る
の
で
、
大
和
大
将
分
の
牢
人
は
断
じ

て
許
さ
な
い
。

第
上
条
　
わ
が
方
は
恙
な
く
準
備
が
完
了
し
た
。
甲
賀

（郡
中
惣
）
か
ら
合

力
の
申
し
入
れ
が
あ
る
か
ら
、
わ
が
惣
国
は
伊
賀

・
甲
賀
境
に
出

張
し
て
、
近
日
中
に

「野
寄
合
」
を
す
る
。
（「野
寄
合
」
の
野
は

里
に
対
す
る
野
で
あ
っ
て
、
そ
こ
は
里
の
日
常
性

・
中
心
性
か
ら

離
れ
た
場
所
で
あ
る
。
い
わ
ば
非
日
常
性

ｏ
辺
界
性
が
野
の
も
つ

イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
土

一
揆
が
蜂
起

・
集
会
す
る
場
も
こ
う
し
た

と
こ
ろ
で
あ
っ
た

（山
科
家
礼
記
）。

こ
れ
ら
の
条
文
だ
け
で
は
な
い
。
第

一
に
全
篇
こ
れ
臨
戦
体
制
の
表
現
な
ら

ぬ
は
な
く
、
お
そ
ら
く

「
三
好
方
、
あ
る
い
は
大
和
国
人
と
の
対
立
が
発
火
点

に
達
し
、
伊
賀
惣
国

一
揆
が
ま
さ
に
戦
闘
状
態
に
入
ろ
う
と
す
る
在
地
の
状
況

を
反
映
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
こ
の

一
揆
が
伊
賀
国
の
各
村
々
に
住
む
国

人
、
小
領
主

（諸
侍
）
と
足
軽

・
百
姓
ら
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、　
一
般

の
国
人

一
揆
で
あ
る
と
み
な
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

つ
ま
り
国
人
領
主
が
百

姓

・
下
人
を
共
同
し
て
抑
え
込
む
た
め
に
結
成
し
た
領
主
間
相
互
の
階
級
的
な

結
集
と
し
て

一
面
化
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
上
は
五
十
か
ら
下

は
十
七
歳
ま
で
の
全
住
民
が
ひ
と
し
く
戦
力
に
く
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
な

に
よ
り
も
国
人
領
主
だ
け
の

一
揆
で
は
な
い
こ
と
を
雄
弁
に
も
の
語
っ
て
い
る
。

さ
て
つ
ぎ
に
、
惣
国

一
揆
の
構
造
に
つ
い
て

一
瞥
す
る
。
石
田
氏
に
よ
れ
ば
、

伊
賀
惣
国

一
揆
は
①
十
人
の
奉
行
に
よ

っ
て
運
営
さ
れ
、
政
庁
の
所
在
地
は
守

護
所
の
存
在
し
た
上
野
で
あ
ろ
う
。
②

一
揆
を
構
成
す
る
地
侍
た
ち
は
、
さ
ら

に
地
域
的
な
小
結
合
を
も

っ
て
お
り
、
こ
れ
が

一
揆
の
構
成
単
位
に
な

っ
て
い

る
。
③
こ
の

一
揆
は
守
護
支
配
の
未
確
立
状
態
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
、
や
が
て

織
田
信
長
と
対
決
す
る
抵
抗
組
織
と
な

っ
た
。
条
文
に
そ
く
し
て
そ
の
構
造
を

み
る
と
、
第
二
条

「
国
之
物
共
」
と
い
惣
国
の
指
導
部
が

一
揆
を
と
り
し
き

っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
「
里
々
」
の
も
の
は
鐘
を
合
図
に
戦
闘
の
配
置
に

つ

い
た
。
第
二
条
に

「
在
々
所
々
、
武
者
大
将
を
被
指
定
、
惣
は
其
下
知
に
可
被

相
随
」
と
あ
る
の
を
み
る
と
、
「
里
々
」
の
も
の
は

「
惣
」
結
合
を
有

つ
村
民

で
あ

っ
た
ら
し
い
。
か
れ
ら
百
姓
農
民
は
そ
の

「
里
々
」
（
＝
村
々
）

の
地
侍

（武
者
大
将
に
指
定
さ
れ
た
地
侍
）
の
指
揮
に
し
た
が
う
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。

地
侍
と
惣
百
姓
関
係
は
、
隣
国
伊
勢
国
小
倭
郷
に
あ
ら
わ
れ
た
地
侍
集
団
と

百
姓
集
団
の
二
重
構
成
と
同
様
の
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。
小
倭
郷
で
は
地
侍
集

団
四
六
名
と
郷
の
百
姓
集
団
二
五
〇
人
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
起
請
文
を
作
成
し

は
な
ら
な
い
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た
。
地
侍
集
団
の
起
請
文
は

「衆
中
」
が
申
し
合
わ
せ
る
か
た
ち
で
、
村
の
秩

序
を
維
持
す
る
た
め
に
か
か
れ
た
も
の
で
、
百
姓
集
団
の
そ
れ
は
、
百
姓
の
義

務
―

田
畠
山
林
の
境
を
紛
ら
せ
、
他
人
の
作
職
を
と

っ
た
り
、
作
物
を
盗
む

こ
と
を
し
な
い
義
務
―
―
を
順
守
す
る
誓
約
で
あ
る
。
地
侍
集
団
は
小
倭
郷
の

支
配
的
な
位
置
に
あ
る
人
々
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
は

一
方
的
に
百
姓
を
支
配
す

る
の
で
は
な
く
、
百
姓
た
ち
に
自
主
的
な
申
し
合
わ
せ
の
起
請
文
を
つ
く
ら
せ
、

そ
れ
に
も
と
づ
い
て

「衆
中
」
に
よ
る
集
団
的
支
配
を
お
こ
な
お
う
と
し
て
い

た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
共
同
体
的
な
性
質
の
強
い
二
つ
の
階
層
か
ら
な
る
自
治
的
な

地
域
社
会
が
か
た
ち
づ
く
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
社
会
は
上
部
の
支
配

権
力
か
ら
自
立
し
て
お
り
、
内
部
に
支
配
す
る
も
の
と
支
配
さ
れ
る
も
の
と
が

内
蔵
さ
れ
な
が
ら
も
、
こ
こ
に
は
な
お

「
絶
対
的
な
君
主
は
存
在
し
な
い
」
。

（永
原
慶
二

『戦
国
の
動
乱
』
小
学
館
日
本
の
歴
史
）

（
二
）
惣
国

一
揆
の
歴
史
的
前
提

伊
賀
惣
国

一
揆
の
発
生
の
直
接
的
な
契
機
が
、
近
江
六
角
氏
の
三
好
長
慶
と

の
抗
争
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
畿
内
に
お
け
る
政
治
環

境
に
も
と
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
い
っ

ぽ
う
で
、
地
域
の
運
動
と
し
て
こ
の
一
揆
体
制
が
頑
強
な
独
立
、
自
治
の
生
命

力
を
も
ち
つ
づ
け
た
の
に
は
、
お
そ
ら
く
鎌
倉
時
代
以
来
の
こ
の
地
域
の
農
村

が
つ
ち
か
っ
て
き
た
独
自
の
伝
統
を
視
野
に
入
れ
ね
ば
解
け
な
い
の
で
あ
る
。

惣
国

一
揆
が
結
成
さ
れ
た
伊
賀
国
四
郡

（阿
閑
郡

・
山
田
郡

・
伊
賀
郡

ｏ
名

張
郡
）
に
は
、
か
つ
て
東
大
寺
の
荘
園
が
い
く
つ
も
広
が
っ
て
い
た
。
な
か
で

も
名
張
郡
に
は
黒
田
荘
と
い
う
平
安
時
代
い
ら
い
の
大
荘
園
が
創
置
さ
れ
、
な

が
い
時
代
に
わ
た

っ
て
住
民
は
東
大
寺
の
支
配
を
う
け
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

鎌
倉
時
代
の
は
じ
め
に
は
、
荘
園
内
部
に
お
け
る
住
民
編
成
が
六
六
箇
の
名
を

基
礎
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
六
六
名
は
だ
い
た
い
均
等
な
名
田
で
あ

っ
て
、

そ
れ
ら
を
預
か
る
中
堅
の
農
民
は
名
主
と
い
う
年
貢
徴
納
の
役
務
に
つ
け
ら
れ
、

村
落
で
の

一
定
の
支
配
的
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
か
れ
ら
は
そ
の
あ
か
し

と
し
て
、
名
主
の
み
か
ら
な
る
宮
座
を
経
営
し
、
村
落
の
祭
礼
を
行

っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
黒
田
俊
雄
氏
は
こ
う
し
た
村
落
と
名
主
の
あ
り
よ
う
を
座
的
構
造

と
呼
ん
で
い
る
。
（『
日
本
中
世
封
建
制
論
』

一
九
七
四
年
刊
）

か
れ
ら
の
あ
る
部
分
は
、
他
方
で
東
大
寺
八
幡
宮
の
神
人
に
編
成
さ
れ
て
お

り
、
僧
徒
ど
も
の
吸
訴
の
さ
い
黄
衣
を
ま
と
い
神
輿
を
か

つ
い
だ
。
あ
き
ら
か

に
荘
民
は

〈大
仏
＝
八
幡
〉
の
信
仰
に
直
接
に
結
合
す
る
と
同
時
に
寺
院
大
衆

の

一
角
を
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
精
神
的
な
関
係
は
、
平
安
時

代
の
末
期
に
王
朝
国
家
の
権
力
機
構
を
に
な
う
国
衛
在
庁

（
＝
在
地
領
主
）
の

領
域
支
配
に
た
い
す
る
田
堵
農
民
層
の
抵
抗
運
動
と
し
て
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た

東
大
寺

へ
の
託
身
、
す
な
わ
ち
寄
人
神
人
化
運
動
の
結
果
む
す
ば
れ
た
関
係
で

あ
る
。
そ
れ
は
在
地
領
主
制
の
暴
力
的
な
支
配
を
拒
む
た
め
に
は
農
民
に
と

っ

て
有
効
な
手
だ
て
で
は
あ

っ
た
。
け
れ
ど
も
か
よ
う
の
運
動
が
寺
院
大
衆
の
力

を
爆
発
的
に
膨
張
さ
せ
、
中
央
朝
廷

へ
の
巨
大
な
圧
力
と
な

っ
て

一
円
不
輸
の

寺
領
荘
園
を
確
立
さ
せ
る
と
、
大
衆
は

一
転
し
て
在
地
領
主
に
か
わ
る
権
カ

ヘ

と
質
的
転
化
を
と
げ
た
。

そ
う
な
る
と
、
〈大
仏
〉
八
幡
を
な
か
だ
ち
と
す
る
神
人
と
し
て
の
身
分
関

係
は
、
不
断
に
東
大
寺
の
権
威
を
在
地
の
側
か
ら
呼
び
こ
む
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

装
置
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
こ
に
黒
田
荘
村
落
の
自
立
と
自
治
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が
形
成
さ
れ
に
く
く
、
し
た
が

っ
て
東
大
寺
の
支
配
か
ら
な
か
な
か
抜
け
出
せ

な
い
歴
史
的
根
拠
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
身
分
関
係
に
は
め

込
ま
れ
た
名
主
の
構
造
的
な
性
格
は
、　
一
面
で
は
、
在
地
農
村
で
の
武
士
団
の

階
級
的
成
長
を
阻
止
し

つ
づ
け
、

つ
い
に
領
主
制
を
流
産
さ
せ
て
し
ま

っ
た
。

こ
の
結
果
あ
ら
わ
れ
た
の
が
在
地
武
士
大
江
氏
を
中
心
と
す
る
黒
田
悪
党
で
あ

る
。
か
れ
ら
の
中
心
部
分
は
、
も
と
も
と
荘
園
の
下
司

・
公
文
と
い
っ
た
現
地

管
理
人
の
大
江
氏

一
統
で
あ

っ
た
が
、
鎌
倉
末
期
に
な
る
と
そ
の
周
囲
に
貧
農

・

職
人

・
修
験
山
伏
、
あ
る
い
は
野
心
的
な
東
大
寺
僧
な
ど
を
吸
収
し
た
。
そ
う

し
て
寺
家
敵
対
の
騒
然
と
し
た
状
況
の
な
か
で
、
や
が
て
東
大
寺
支
配
の
仕
掛

け
と
な

っ
て
い
た
宗
教
的
権
威
を
ズ
タ
ズ
タ
に
攪
乱
、
破
壊
し
て
い
っ
た
。

こ
う
し
て
、
在
地
領
主
制
の
運
動
力
が
封
建
権
力
を
体
制
化
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
東
大
寺
支
配
を
打
ち
破
る
の
で
は
な
く
、
領
主
化
し
え
ぬ
悪
党
ど
も
の
、
と

ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
全
体
の
力
に
よ

っ
て
東
大
寺

の
支
配
の
糸
は
断
ち
切
ら

れ
、
そ
の
混
沌
た
る
状
況
か
ら

「
絶
対
君
主
の
い
な
い
」
地
域
的
な
社
会
が
名

張
の
郡
域
に
準
備
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
歴
史
の
コ
ー
ス
を
た
ど

る
地
域
は
、
領
主
制
の
発
展
を
前
提
と
す
る
大
名
領
国
に
は
見
ら
れ
ぬ
″自
由
″

と
〃平
和
″
が
存
在
し
た
。
永
享
十

一
年

（
一
四
二
九
年
）
黒
田
荘
民
が
連
署

し
て
し
た
た
め
た
東
大
寺

へ
の
起
請
文
は
、
大
名
領
国
に
は
み
ら
れ
な
い
″自

由
″
″平
和
″
の
民
衆
的
可
能
性
を
も

つ
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

と
思
う
。

請
申
　
東
大
寺
八
幡
宮
領
伊
賀
國
黒
田
』
庄
年
貢
間
事
』

右
、
今
度
自
守
護
方
被
懸
様
々
課
役
候
間
』
地
下
難
安
堵
候
虎
、
依
寺
門
御

計
略
、
属
』
無
為
候
間
、
寺
門
御
恩
子
々
孫
々
不
可
忘
』
申
候
、
昴
捧
請
文

井
起
請
文
申
候
』
上
者
、
向
後
更
不
可
申

一
粒
未
進
候
者
也
、

一
於
御
年
貢
者
、
毎
年
伍
拾
石
分
、
十
二
月
以
前
』
無
憚
怠
、
可
運
上
申
候
、

一
定
使
給
参
石
井
在
庄
雑
用
等
、
伍
拾
石
』
外
、
可
沙
汰
申
候
、

一
万

一
天
下
雖
動
乱
、
或
水
損
早
風
等
損
亡
』
或
路
次
難
候
、
請
申
分
、
不
可

有
未
進
候
、

一
余
方
之
御
領
年
貢
加
増
事
時
者
、
此
庄
』
同
可
加
増
申
候
、

一
若
背
請
文
面
事
候
時
、
雖
預
如
何
様
』
御
沙
汰
候
、
更
以
不
可
異
議
申
候
、

一
万

一
地
下
百
姓
等
込
散
訴
訟
事
雖
在
之
、
』
於
御
年
貢
者
、
無
未
進
憚
怠
、

悉
可
運
上
申
候
、

右
条
々
、
雖
為

一
事
於
背
此
請
文
旨
輩量
個
』
奉
始
梵
天

・
帝
尺

・
四
大
天
王

・

六
十
余
州
』
大
小

〔神
祇
殊
伊
勢
天
照
大
〕
神

・
八
幡
三
所
』
御

〔部
類
属

春
日
大
明
神
井
〕
大
佛
三
尊
』
二
月

〔堂
観
自
在
菩
薩
等
之
〕
御
罰
於
』
面
々

各
々
子
々
孫
々
現
当
二
世
、
不
可
有
』
冥
加
者
也
、
働
起
請
文
如
件
、

永
享
十

一
年
己
未
七
月
廿
二
日

注
　
阿
部
田
村
之
分

蔵
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
合

（花
押
）』

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兵
衛
二
郎

（花
押
）』

左
衛
門
次
郎

（花
押
）
　
　
　
一二
郎
兵
衛

（花
押
）』

参
郎
五
郎

（花
押
）
　
　
　
　
孫
五
郎

（花
押
）』

彦
太
郎

（花
押
）
　

　

　

　

孫
太
郎

（花
押
）』

孫
次
郎

（花
押
）
　
　
　
　
　
勘
憚
由

（花
押
）』

兵
衛
二
郎

（花
押
）』

注
　
坂
下
村
之
分
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左
衛
門
太
郎

（花
押
）

左
衛
門
次
郎

（略
押
）

注
　
井
手
村
之
分

又
四
郎

市
松

注
　
寺
垣
内
村
之
分

太
郎
四
郎

（花
押
）

五
郎
衛
門

（花
押
）

太
郎
左
衛
門

（花
神
）

注
　
秀
山
村
之
分

臨
阿
弥

（花
押
）

新
四
郎

（花
押
）

左
衛
門
太
郎

（花
押
）

〔太
郎
二
郎
〕

太
郎
左
衛
門

（花
押
）

太
郎
四
郎

（花
押
）

太
郎
兵
衛

（花
押
）

松

（略
押
）

注
　
下
黒
田
村
之
分

沙
弥
良
忍

（花
押
）

彦
五
郎

（花
押
）

四
郎
兵
衛

注
　
大
家
戸
村
之
分

次
郎
左
衛
門

（花
押
）
』

佐
衛
門
太
郎

（花
押
）

次
郎
左
衛
門

（花
押
）
』

太
郎
左
衛
門

（花
押
）
』

蓮
阿
弥

（花
押
）
』

孫
太
郎

（花
押
）
』

五
郎
四
郎

（花
押
）
』

五
郎
太
郎

（花
押
）
』

太
郎
二
郎

（花
押
）
』

新
次
郎

（花
押
）
』

新
左
門
衛
門

（花
押
）
』

太
郎
四
郎

四
郎
左
衛
門

（花
押
）』

次
郎
左
衛
門

注
　
夏
燒
村
之
分

道
妙

（花
押
）

五
郎
左
衛
門

（花
押
）

彦
二
郎

（花
押
）

聟
阿
弥

五
郎
四
郎

（花
押
）
』

（『
大
日
本
古
文
書
』
東
大
寺
文
書
之
十

一
）

石
母
田
正
氏
は
か
つ
て
そ
の
著
書

『
中
世
的
世
界
の
形
成
』

で
、
「
こ
の
起

請
文
の

一
字

一
旬
に
黒
田
悪
党
の
敗
北
が
刻
ま
れ
て
い
る
」
と
述
べ
、
文
書
の

冒
頭
に
黒
田
荘
が
東
大
寺
の
努
力
に
よ

っ
て
守
護
の
課
役
を
免
れ
た
こ
と
を
感

謝
し
、
寺
門
の
御
恩
を
子
々
孫
々
を
忘
る
べ
か
ら
ぎ
る
を
誓
約
し
て
い
る
こ
と

を
な
に
よ
り
も
重
視
し
た
。
「東
大
寺
の
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
る
方
向

に
努
力

す
る
の
が
従
来
の
歴
史
か
ら
考
え
て
順
当
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら

の
地
侍
は
結
束
し
て
東
大
寺
の
支
配
を
選
ん
だ
」
と
言
い
、
悪
党
と
い
う
類
廃

的
形
態
を
と
ら
ぎ
る
を
得
な
い
こ
と
と
、
本
質
的
に
は
同

一
の
も
の
に
根
ざ
す

地
侍
の
行
動
で
あ

っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
敗
北
の
評
価
が
、
書
物

を
も
の
し
た
こ
ろ
の
時
代

（
ア
ジ
ア
ｏ
太
平
洋
戦
争
末
期
）
の
暗
さ
か
ら
き
て

い
る
こ
と
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
者
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
こ
れ
に
対
し
、
竹
内
理
三
氏
は

「
こ
の
請
文
は
…
…

一
見
黒
田
荘

民
が
東
大
寺
に
屈
服
し
た
ご
と
く
見
え
る
。
然
し
果
し
て
こ
れ
が
荘
民
の
屈
服

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
荘
民
の
請
負

っ
た
年
貢
は
五
十
石
で
あ
る
。
平
安
末
期

に
は
東
大
寺
の
便
補
封
戸
米
だ
け
で
も
二
百
二
十
余
石
に
達
し
て
い
た
。
東
大

寺
に
屈
服
し
た
に
し
て
は
余
り
に
額
が
少
な
す
ぎ
る
。
さ
ら
に
鎌
倉
時
代
で
は
、
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黒
田
荘
武
士
団
が
預
所
の
設
置
に
よ

っ
て
請
所
権
の
承
認
を
得
る
望
み
さ
え
な

か

っ
た
…
…
。
し
た
が
っ
て
こ
の
時
、
黒
田
荘
民
が
請
所
権
を
獲
得
し
た
こ
と

は
、
む
し
ろ
寺
家
に
対
す
る
前
進
を
意
味
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
…
…
守

護
排
除
も
、
文
明
十
七
年

（
一
四
八
五
）
の
山
城
国

一
揆
を
頂
点
と
す
る
社
会

動
向
の

一
環
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
我
々
は
、
畦
鉄
と
敗
北
の

繰
返
し
を
も

っ
て
黒
田
荘
の
歴
史
を
閉
ず
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
」
と
結
ん
だ
の

で
あ
る
。
（「
荘
園
研
究
の
新
展
開
―

石
母
田
正
著

『中
世
的
世
界
の
形
成
』
―

―
」
『
国
民
の
歴
史
』

一
、　
一
九
四
七
年
、

の
ち

『
古
代
か
ら
中
世

へ
』
下
、

吉
川
弘
文
館

一
九
七
八
年
所
収
）

こ
こ
で
は
竹
内
氏
が
、
前
掲
永
享
十

一
年
起
請
文
に
記
さ
れ
た
守
護
排
除
の

こ
と
が
山
城
国

一
揆
を
頂
点
と
す
る
社
会
動
向
に
つ
な
が
る
も
の
と
見
て
い
る

こ
と
を
特
に
注
意
し
た
い
。
か
よ
う
の
見
通
し
は
、
黒
田
荘
に
展
開
す
る
村
落

体
制
を
前
提
に
据
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ま
す
ま
す
自
然
に
首
肯
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
荘
園
成
立
期
の
名
主
村
落
が
東
大
寺
の
大
衆
権
力
機
構
に
く
み
込
ま
れ
、

根
強
い
保
守
的
体
制
を
刻
印
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ
の
村
落

を
物
質
的
に
支
え
る
の
が
名
田
体
制
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
が
、
農
業
生
産
力
の

発
展
と
こ
の
こ
と
に
よ
る
中
間
得
分

（
＝
剰
余
得
分
）
の
広
汎
な
発
生
に
よ

っ

て
、
各
級
の
所
職
が
あ
る
種
の
地
主
的
所
有

（
―
職
の
得
分
権
化
）

へ
と
質
的

な
転
化
を
と
げ
、
名
田
を
請
け
負
う
名
主
職
も
し
だ
い
に
年
貢
を
収
納
す
る
機

能
を
弱
め
て
い
っ
た
。
名
田
体
制
は
あ
き
ら
か
に
解
体
に
向

っ
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
在
地
構
造
の
変
動
は
、
農
村
住
民

（名
主
、
百
姓
、
小
百
姓
）
の
法

的
な
位
置
関
係
を
均
質
化
さ
せ
て
し
ま
い
、
遅
く
と
も
請
所
権

（地
下
請
）
を

獲
得
す
る
永
享
年
間
の
こ
ろ
ま
で
に
は
、
東
大
寺
と
の
関
係
で
村
内
の
身
分
関

係
が
決
ま
る
と
い
う
荘
園
制
的
な
秩
序
の
原
理
を
廃
滅
さ
せ
て
い
た
。
か
く
し

て
住
民
ま
る
ご
と
の
東
大
寺
か
ら
の
離
脱
が
進
行
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
も

っ

と
も
端
的
な
象
徴
が
永
享
十

一
年

の
起
請
文
で
あ

っ
た
と
み
た
い
。

荘
内

（本
荘
）
八
カ
村
五
十
名

（た
と
え
ば
、
阿
部
田
村
之
分
の
蔵
地
、
河

合
、
新
、
兵
衛
二
郎
、
左
衛
門
次
郎
、
二
郎
兵
衛
、
参
郎
五
郎
、
孫
五
郎
、
彦

太
郎
、
孫
太
郎
、
孫
次
郎
、
助
解
由
、
兵
衛
二
郎
、
計
十
三
名
）
は
名
田
体
制

の
基
底
に
生
起
し
て
き
た
地
侍
で
あ

っ
て
、
お
そ
ら
く
か
れ
ら
こ
そ
名
田
秩
序

を
破
壊
し
、
東
大
寺
の
伝
統
的
権
威
の
廃
墟
の
う
え
に
新
た
に
出
現
し
て
き
た

地
域
の
主
体
で
あ

っ
た
。

太
田
順
三
氏
は
永
享
十

一
年
の
史
料
を
検
討
し
て
、
そ
こ
に
伏
在
す
る
歴
史

的
意
味
を
い
く

つ
か
別
出
し
た
が
、
（前
掲
論
文
）
、
そ
の
う
ち

つ
ぎ
の
諸
点
は

と
く
に
重
要
な
も
の
で
あ

っ
た
。
①
黒
田
荘
の
地
侍

・
小
領
主
層
に
と

っ
て
は
、

一
定
の
固
定
化
さ
れ
た
本
年
貢
を
荘
園
領
主
に
所
納
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、　
一
面

で
東
大
寺
の
黒
田
荘
に
お
け
る
荘
園
支
配
を
在
地
か
ら
離
す
結
果
を
も
た
ら
し

た
。
②
そ
の
こ
と
は
ま
た
な
に
よ
り
も
、
東
大
寺
に
代

っ
て
在
地
の
秩
序
を
維

持
し
て
ゆ
く
地
域
権
力
と
し
て
の
「
一
揆
体
制
」
を
、
東
大
寺
が
体
制
と
し
て

承
認
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
し
か
し
て
、
伊
賀
国
の
山
間
地
に
植
え
つ
け

ら
れ
た
独
立
、
自
治
の
伝
統
は
、
戦
国
動
乱
時
代
に
い
た
っ
て
も
、
外
部
の
大

名
権
力
を
よ
せ
つ
け
ず
、
「惣
国
」

一
揆
結
成
を
歴
史
的
に
準
備
し
た
の
で
あ
る
。

（三
）

一
揆
の
形
成
と
解
体

a

伊
賀
惣
国

一
揆
に
は
、
地
侍
と
百
姓
の
二
つ
の
階
層
が
重
層
的
構
造
を
つ
く
っ
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て
い
る
こ
と
、
そ
う
し
た
構
造
の
な
か
に
は
絶
対
的
君
主
が
存
在
し
て
い
な
い

こ
と
の
二
点
が
大
き
な
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
か
か
る
内
部
構

造
を
も

つ
惣
国

一
揆
が
成
立
す
る
の
は
、
い
か
な
る
規
定
的
な
力
に
よ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
比
較
的
参
考
に
な
る
の
は
山
城
国

一
揆
で
あ
る
。
山
城
国

一
揆
と
は
、

文
明
十

一
年

（
一
四
八
五
）
十
二
月
に
、
久
世
郡
、
相
楽
郡
を
中
心
と
す
る
南

山
城
地
方
に
結
成
さ
れ
、
た
た
か
わ
れ
た

一
揆
で
あ
る
。
こ
の
地
方
の
国
人
た

ち
が

「
二
十
六
人
衆
」
と
い
う
執
行
組
織
を
も

っ
て
集
会
を
開
き
、
そ
の
頃
南

山
城
に
在
陣
し
て
い
た
畠
山
政
長
、
義
就
の
両
派
の
軍
勢
を
国
外
に
退
去
さ
せ
、

以
後
八
年
間
に
わ
た

っ
て
地
侍
国
人
の
自
治
政
治
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

両
畠
山
軍
が
撤
退
し
た
十
二
月
十
七
日
以
降
、
国
人
た
ち
は
惣
国
の
掟
法
を

定
め
て
、
本
格
的
な

一
揆
の
体
制
を
か
た
め
は
じ
め
る
。
そ
し
て
翌
年
二
月
十

二
日
に
は
、
山
城
国
人
が
平
等
院
に
会
合
し
国
中
の
掟
法
を
改
め
て
制
定
し
た
。

こ
の
間
に

「
国

一
揆
が
自
立
的
な
在
地
権
力
と
で
も
言
う
べ
き
性
質
を
整
え
て

ゆ
く
」
わ
け
で
あ
る

（永
原
慶
二

「
日
本
史
に
お
け
る
地
域
の
自
律
と
連
帯
」

『山
城
国

一
揆
』

一
九
八
六
年
）
。
国
掟
法
と
は

①

「
於
自
今
以
後
者
両
畠
山

方
者
不
可
入
国
中
」
（『大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
七
年
十
二
月
十
七
日
条
）

②

「本
所
領
共
各
可
為
如
本
」
（同

『雑
事
記
』
同
年
月
日
条
）
、
「
諸
本
所
領

可
為
御
直
務
、
殊
更
大
和
以
下
之
他
国
輩
為
代
官
不
可
入
立
」
（『
大
乗
院
諸
領

納
帳
』
文
明
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
条
）
、
③

「於
成
物
者
、
荘
民
等
不
可

致
無
沙
汰
」
（同

『
諸
領
納
帳
』
同
年
月
日
条
）
、
④

「
新
関
等

一
切
不
可
立
」

（『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
七
年
十
二
月
十
七
日
条
）、
の
四
項
目
で
あ
っ

た
。

こ
れ
ら
の
項
目
の
う
ち
、
①
②
④
は
い
ず
れ
も
、
農
民
的
あ
る
い
は
民
衆
的

な
性
質
の
強
い
要
求
で
あ

っ
た
。
①
の
畠
山
入
国
拒
否
は
、
両
派
と
も
に
入

っ

て
く
れ
ば
、
後
述
の
ご
と
く
足
軽
ど
も
の
掠
奪
、
濫
妨
、
狼
藉
、
田
畠
の
じ
ゅ

う
り
ん
、
ひ
ど
い
場
合
は
直
接
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
態
か

ら
農
民
生
活
を
ま
も
る
、
②
の
本
所
領
直
務
は
、
当
時
壊
滅
状
態
に
あ
る
興
福

寺
以
下
の
寺
領
荘
園
を
そ
の
ま
ま
の
状
態
に
し
て
お
い
て
、
強
力
な
武
家
の
支

配
を
し
り
ぞ
け
、
軽
い
負
担
を
享
受
す
る
。
（
こ
れ
は
永
享
十

一
年
起
請
文

に

表
現
さ
れ
た
黒
田
荘
民
の
思
想
と
同

一
で
あ
る
）
、
③
そ
の
関
所
停
止
は
、
室

町
時
代
農
村
の
分
業

・
流
通
経
済
の
浸
透
を
前
提
に
、
農
産
加
工
品
を
京
洛

ヘ

も

っ
て
行

っ
て
現
金
収
入
を
は
か
る
農
民
に
と

っ
て
は
、
交
通
の
自
由
を
確
保

す
る
。

畠
山
両
派
の
軍
隊
が
南
山
城
に
入

っ
て
き
た
こ
ろ
、
同
地
方
の
国
人
、
地
侍

は
分
裂
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
党
派
に
系
列
化
し
て
互
い
に
小
競
り
合
い
と
小
戦
闘

を
く
り
返
し
て
い
た
。
だ
か
ら
農
民
が
お
の
れ
の
要
求
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、

ま
ず
対
立
す
る
地
元
国
人
の
紛
乱
状
態
を
解
消
し
、
個
々
の
矛
盾
を
超
え
る
力

を
必
要
と
し
た
。
文
明
十
七
年
十
二
月
十

一
日
の

『大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
を

見
る
と
、
「山
城
国
人
集
会
」
と
同
じ
と
き
に
、
そ
の
か
た
わ
ら
に

「
一
国
中

土
民
等
群
集
」
し
た
と
い
う
。
土
民
ら
の
群
集
の
圧
力
が
国
人
集
会
を
成
功
さ

せ
、
そ
の
内
容
を
規
定
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
永
原
氏
の
指
摘
す
る
ご
と
く

間
違
い
あ
る
ま
い
。
土
民
＝
農
民
は
惣
荘
を
単
位
と
し
て
結
集
し
て
お
り
、
い

く

つ
も
の
惣
荘
と
い
う
農
民
レ
ベ
ル
の
結
集
体
を
基
盤
と
し
て
惣
国
は
な
り
た
っ

て
い
た
。
惣
国
の
二
十
六
人
衆
＝
国
人
は
、
惣
荘
の
総
意
を
ふ
ま
え
ね
ば
、
実

は
み
ず
か
ら
の
個
別
的
独
立
性
も
お
ぼ

つ
か
な
か

っ
た
。
よ
う
す
る
に
、
個
々
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の
国
人
間
の
矛
盾
を
内
包
し
な
が
ら
も
共
和
的
な
団
結
体
を
惣
荘
を
基
盤
に
つ

く
ら
ぎ
る
を
得
ず
、
そ
の
よ
う
な
団
結
体
＝
惣
国
は
基
本
的
な
と
こ
ろ
で
、
農

民
的
勢
力
の
強
い
制
肘
を
う
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

伊
賀
国
惣
国

一
揆
は
あ
き
ら
か
に
そ
の
指
導
部
＝
共
和
的
団
結
体
は
諸
侍
＝

地
侍
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
も

「在
々
所
々
」、
「里
々
」
の
百
姓
＝

土
民
が
総
参
加
を
し
、
か
れ
ら
の
も

つ
足
軽
と
し
て
の
戦
力
が
惣
国
の
防
衛
力

に
な

っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
基
層
に
農
民
的

ｏ
民
衆
的
な

一
揆
形
成
の
起
動

力
が
は
た
ら
い
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
の
で
あ
る
。

・
０

天
正
七
年

（
一
五
七
九
）
、
北
畠

（織
田
）
信
雄
は
伊
賀
攻
撃
を
敢
行
し
た
。

か
れ
は
軍
勢
を
三
手
に
分
け
て
阿
波
口

（長
野
峠
）
、
布
引
口

（鬼

こ
ぶ
峠
）
、

伊
勢
地
口

（青
山
峠
）
か
ら
押
し
よ
せ
た
が
、
惣
国

一
揆
掟
書
の
第
②
条
に
あ

る
よ
う
に
、
惣
国
の
者
の
指
揮
下
に
虎
口
を
か
た
め
た
伊
賀
の
民
衆
は
、
伊
賀

盆
地
を
か
こ
む
幾
重
も
の
山
脈
の
地
の
利
を
い
か
し
て
、
烈
し
い
ゲ
リ
ラ
戦
を

展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
国
境
を

一
歩
入

っ
た
と
こ
ろ
で
信
雄
軍
を
追
い
散
ら

し
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
に
こ
り
た
織
田
信
長
は
、
今
度
は
安
土
城
に
諸
将
を
集
め
、
周
到
な
手

は
ず
を
調
え
た
う
え
で
、
四
万
三
千
の
大
兵
力
を
投
入
し
、
再
度
伊
賀
侵
攻
を

は
か

っ
た
。
天
正
九
年

（
一
五
八

一
）
九
月
二
十
七
日
か
ら
二
十
九
日
に
か
け
、

諸
方
の
軍
勢
は
相
前
後
し
て
国
内
に
入
り
、
徹
底
し
た
焦
土
作
戦
、
掃
滅
作
戦

を
遂
行
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
名
張
の
簗
瀬
の
衆
落
も
焦
土
と
化
し
、
の

こ
っ
た
民
家
は
わ
ず
か
に
十
六
戸
で
あ

っ
た
と
い
う
。
全
国
統

一
を
目
前
に
し

た
信
長
の
軍
勢
は
、
鉄
砲
を
含
む
強
力
な
兵
器
体
系
と
整
然
た
る
密
集
隊
形
か

ら
な
り
、
統

一
的
な
指
揮
系
統
の
も
と
に
作
戦
は
展
開
し
た
。
そ
の
戦
力
的
優

位
性
は
個
々
の
地
侍
を
単
位
組
織
と
す
る
バ
ラ
バ
ラ
の

一
揆
勢
の
ま
え
に
は
圧

倒
的
な
も
の
が
あ
っ
た
。

こ
の
年
の

『多
聞
院
日
記
』
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
「国
中
大
焼
」
（九
月
四
日

条
）
、
「伊
賀

一
円
落
居
…
…
五
百
年
も
乱
不
行
の
国
也
…
…
霊
仏
以
下
聖
教
数

多
、
堂
塔
こ
と
ご
と
く
破
滅
」
（九
月
十
七
日
条
）
と
言
わ
れ
、
さ
ら
に
戦
禍

を
の
が
れ
て
東
山
中

（伊
和
国
境
の
山
）

へ
逃
げ
こ
ん
だ
名
張
の
住
民
は
、
笠

間
日
か
ら
入

っ
た
筒
井
順
慶
の
厳
重
な
指
揮
の
も
と
に
捕
縛
さ
れ
、
老
若
男
女
、

僧
俗
を
と
わ
ず
、
毎
日
三
百
、
五
百
と
首
を
刻
ら
れ
た
。
（九
月
十
八
日
条
）

か
く
し
て
、
信
長
の
狂
暴
な
攻
撃
に
よ
っ
て
、
「五
百
年
も
乱
不
行
国
」
と
い

わ
れ
た
自
治
の
体
制
＝
惣
国

一
揆
体
制
は
壊
滅
し
、
ま
さ
に
惨
た
ん
た
る
血
の

海
に
し
ず
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

戦
国
大
名
が
政
治
支
配
を
確
立
す
る
途
上
で
、
な
に
よ
り
も
悩
ま
さ
れ
た
の

は
惣
型
の
民
衆
結
合
で
あ
る
。
こ
の
水
平
的
な
結
合
体
を
拠
点
に
、
地
域
の
民

衆
は
封
建
権
力
の
上
か
ら
垂
直
に
降
り
て
く
る
支
配
を
拒
否
し
よ
う
と
し
た
。

戦
国
の
争
乱
時
代
の
基
底
に
は
こ
う
し
た
巨
大
な

一
揆
の
時
代
が
存
在
し
た
の

で
あ
る
。
信
長
は
抵
抗
拠
点
と
し
て
の
惣
を
解
体
し
、　
一
揆
の
時
代
を
大
き
く

終
焉
に
向
わ
せ
た
人
物
で
あ
る
が
、
か
れ
の
天
正
九
年
の
伊
賀
攻
略
戦
は
、
そ

の
も
っ
と
も
残
酷
な
事
業
の
ひ
と
つ
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
以
後
、
豊
臣
秀
吉
、
徳
川
家
康

へ
と
惣
結
合
の
解
体
の
事
業
は
よ
り
徹

底
的
に
お
し
す
す
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
農
民
に
対
す
る
武
装
解
除
と
土
地
緊
縛

に
よ
っ
て

「百
姓
」
と
し
て
の
身
分
の
純
化

・
固
定
化
を
実
現
し
、
中
世
に
生

き
つ
づ
け
た
自
律

・
自
治
の
諸
能
力
を
農
村
か
ら
抜
き
と
っ
た
。
村
に
残
さ
れ
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た

一
定
の
自
治
能
力
は
封
建
権
力
の
行
政
機
能
に
リ
ン
ク
さ
れ
、
貢
租
完
納
を

さ
さ
え
る
だ
け
の
も
の
で
し
か
な
く
な

っ
た
。

（四
）

「
足
軽
」
に
つ
い
て

―

付
論
―
―

前
掲
史
料
囲
条
と
０
条
に
み
え
る

「足
軽
」
に
つ
い
て
気
付
い
た
こ
と
を
記
す
。

ａ

第
働
条
の
文
は
、
難
解
で
あ

っ
て
や
や
意
味
が
不
明
瞭
で
あ
る
が

つ
ぎ
の
よ

う
に
理
解
し
て
大
過
あ
る
ま
い
。

一　

国
中

（伊
賀
）
の
足
軽
は
他
国
へ
行

っ
て
さ
え
城
を
取
る
こ
と
を
し
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
他
国
の
外
敵
が
国
境
に

（伊
賀
攻
撃
用
の
）
城

を
構
え
る
な
ら
、
足
軽
と
し
て
そ
の
城
を
取
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
忠
節
を
仕

っ
た
百
姓
が
い
れ
ば
、
過
分
の
褒
美
が
与
え
ら
れ
る
べ

き
で
あ

っ
て
、
そ
の
身
に
お
い
て
は
侍
身
分
に
と
り
た
て
る
べ
き
で
あ

る

。

第
０
条
は
比
較
的
に
意
味
は
明
解
で
あ
る
。

一　

当
国

（伊
賀
）
の
諸
侍
ま
た
は
足
軽
に
よ
ら
ず
、
三
好
方

へ
奉
公
に
出

る
べ
き
で
は
な
い
。

二
つ
の
条
目
か
ら
と
り
あ
え
ず
判
明
あ
る
い
は
推
測
で
き
る
こ
と
は
、
第

一

に
足
軽
が
侍
身
分
か
ら
区
別
さ
れ
る
兵
の
呼
称
で
あ

っ
て
、
「
足
軽
と
し
て
其

城
を
取
、
忠
節
仕
百
姓
有
之
ば
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
こ

の
場
合
、
「
百
姓
」
が
足
軽
と
な

っ
て
い
た
こ
と
。
第
二
に
伊
賀
の
足
軽
は
じ

ば
し
ば
他
国

へ
出
張
し
て
、
城
取
り
に
は
げ
ん
で
い
た
ら
し
い
こ
と
。
城
取
り

は
足
軽
の
徒
が

「疾
足
之
徒
」
（『
碧
山
日
録
』
応
仁
二
年
六
月
十
五
日
条
）
と

い
わ
れ
る
よ
う
な
す
ば
し

っ
こ
さ
を
も

っ
て
、
夜
の
し
じ
ま
を
か
い
く
ぐ
り
敵

の
櫓
に
火
を
か
け
て
い
る
こ
と
を
併
せ
考
え
る
と
、
多
分
に
ゲ
リ
ラ
的
戦
法
を

駆
使
し
て
、
城
を
落
と
す
こ
と
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
第
二
に
こ
う
し
た
足
軽
の

活
動
は
、
他
人
に
や
と
わ
れ
て
お
こ
な
う
戦
闘
行
動
で
あ

っ
て
、
雇
用
の
あ
る

と
こ
ろ
へ
は
何
処

へ
で
も
出
か
け
て
行

っ
て
お
こ
な

っ
た
ら
し
い
。
こ
の
掟
書

で
わ
ざ
わ
ざ

「
三
好
方

へ
奉
公
に
被
出
間
敷
候
事
」
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
は
、

惣
国

一
揆
の
敵
対
勢
力
で
あ
る
三
好

（細
川
氏
の
家
宰
）
以
外
の

「奉
公
」
が

自
由
か

つ
広
汎
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
と
思
う
。

足
軽
が
他
人
に
雇
わ
れ
る
兵

（
＝
傭
兵
）
と
し
て
大
和
に
出
張
し
て
い
た
こ

と
は
、
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
の
い
く

つ
か
の
史
料
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

〇

一
、
今
日
於
善
勝
寺
之
橋
南
、
中
川
衆
与

市
若
合
戦
、
聰
延
賢
舜
房
以
下
八
人
被
打
了

頭
共
取
之
、
於
大
鳥
居
前
古
市
以
下
実
検
了

寺
僧
分
者
他
国
他
所
足
軽

二
被
取
頸
事

初
欺
、
不
思
議

′
ヽ

（文
明
十

一
年
十
月
二
三
日
条
）

○
　
元
日
、
古
市
足
軽
打
止
筒
井
方
手
者
云
々
、

両
方
内
通
申
承
之
子
細
他
国
之
足
軽
不
存
知
、

連
々
如
此
出
来
、
不
思
議
々
々
々

（文
明
十
二
年
正
月
二
日
条
）

応
仁
、
文
明
期
の
大
和
国
は
、
中
央
の
東
西
両
軍
ど
ち
ら
か
に
系
列
化
し
た

国
人

・
土
豪

・
寺
僧
の
複
雑
な
政
治
対
立
の
た
め
に
、
き
わ
め
て
政
情
不
安
定

と
な
り
、
兵
力
と
し
て
か
き
集
め
ら
れ
た

「
他
国
之
足
軽
」
が
大
量
の
数
に
の

ぼ

っ
た
。
「
所
詮
、
筒
井
、
十
市
方
足
軽
以
下
、
国
中

二
満
々
也
」
（文
明
十

一

年
十
月
十
五
日
条
）
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
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・
０

「
足
軽
」
な
る
兵
の
名
称
は
、
ふ
る
く
は
源
平
盛
衰
記
に
も
見
え
る
が
、
そ

れ
の
存
在
が
勝
敗
の
帰
趨
を
決
す
る
ま
で
の
意
味
を
有

つ
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、

南
北
朝
時
代
か
ら
で
あ
る
。
戦
争
の
規
模
が
拡
大
し
、
激
し
さ
を
加
え
る
よ
う

に
な
る
と
、
家
を
単
位
と
す
る
い
く

つ
も
の
封
建
制
的
軍
団
の
間
を
、
隙
間
を

う
め
る
よ
う
に
動
き
ま
わ
る

「
足
軽
」
の
存
在
が
注
目
さ
れ
だ
す
。
か
れ
ら
は

も
と
も
と
武
士
で
は
な
く
、
社
会
の
体
制
か
ら
は
み
出
し
た
ア
ウ
ト
ロ
ー
的
な

浮
遊
戦
力
で
あ

っ
た
。
鎌
倉
時
代
の
末
期
と
も
な
る
と
、
荘
園
制
的
秩
序
が
大

き
く
く
ず
れ
だ
す
。
そ
う
す
る
と
、
秩
序
を
さ
さ
え
て
い
た
こ
れ
ま
で
の
伝
統

や
権
威

（公
家

・
大
寺
社
権
門
の
伝
統
と
権
威
は
急
速
に
そ
の
力
を
失
う
。
こ

う
し
た
没
落
の
方
向
を
た
ど
る
荘
園
制
的
旧
体
制
を
う
ち
が
わ
か
ら
喰
い
破
り
、

都
市
や
農
村
に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
の
が
、
悪
党

・
凡
下

・
野
伏

・
足
軽
と
い
っ

た
有
象
無
象
の
ア
ウ
ト
ロ
ー
で
あ

っ
た
。

没
落
農
民

・
博
変
打

・
小
盗
人

・
商
人

・
雑
芸
能
民

ｏ
僧
侶
な
ど
雑
多
な
も

の
ど
も
は
、
溢
武
者
を
中
心
に
集
団
を

つ
く
り
、
道
路

・
港
湾

・
市

・
津
あ
る

い
は
各
地
の
荘
園
な
ど
に
姿
を
あ
ら
わ
し
た
。
か
れ
ら
は
そ
れ
ら
銭
貨
や
米
穀

の
あ
る
と
こ
ろ
を
お
そ
い
、
荘
園
制
の
経
済
的
脈
管
を
い
た
る
と
こ
ろ
で
破
壊

し
た
。
か
れ
ら
は
や
が
て
内
乱
時
代
に
入
る
と
、
傭
兵
と
し
て
各
地
の
戦
場
で

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
侍
身
分
を
象
徴
す
る
馬
上
弓
射
の
重
装
甲
騎
兵
と
は

異
な
り
、
か
れ
ら
は
徒
歩
立
の
軽
卒

（
＝
足
軽
）
と
し
て
、
奇
襲
や
攪
乱
の
戦

力
に
用
い
ら
れ
た
。
草
摺
を
七
間
、
八
間
と
こ
ま
か
く
断
ち
割

っ
て
足
の
運
動

機
能
を
高
め
た
軽
量
の
胴
丸

・
腹
巻
を
着
用
し
、
す
ね
を
ま
る
出
し
に
し
、
揮

を

つ
け
た
だ
け
の
か

っ
こ
う
で
戦
場
を
疾
駆
し
た
。

足
軽
が
出
現
し
て
幅
を
き
か
せ
る
よ
う
に
な
る
と
社
会
は
ま
す
ま
す
ア
ナ
ー

キ
ー
な
状
態
へ
と
な

っ
て
い
っ
た
。

昔
よ
り
天
下
の
乱
る
ヽ
こ
と
は
侍
れ
ど
足
が
る
と
い
ふ
こ
と
は
奮
記
な
ど
に

も
志
る
さ
ぎ
る
名
目
也
、
此
た
び
は
じ
め
て
出
来
れ
る
足
が
る
は
超
過
し
た
る

悪
党
也
、
其
故
は
洛
中
洛
外
の
諸
社
諸
寺
、
五
山
十
刹
、
公
家
門
跡
の
滅
亡
は

か
れ
ら
が
所
行
也
、
か
た
き
の
た
て
籠
た
ら
ん
所
に
を
き
て
は
力
な
し
、
さ
も

な
き
所
々
を
や
ぶ
り
、
或
は
火
を
か
け
て
財
宝
を
み
さ
ぐ
る
こ
と
は
、
ひ
と
ヘ

に
ひ
る
強
盗
と
い
ふ
べ
し
、
か
か
る
た
め
し
は
先
代
未
間
の
こ
と
也
、
是
は
志

か
し
な
が
ら
武
芸
の
す
た
る
る
所
に
か
か
る
事
は
出
来
れ
り
、
名
有
侍
の
た
た

か
ふ
べ
き
所
を
か
れ
ら
に
ぬ
き
ゝ
せ
た
る
ゆ
へ
な
る
べ
し
、
さ
れ
ば
随
分
の
人

の
足
軽
の

一
矢
に
命
を
お
と
し
て
当
座
の
址
辱
の
み
な
ら
ず
、
末
代
ま
で
の
瑕

瑾
を
残
せ
る
た
ぐ
ひ
も
有
と
ぞ
聞
え
し

（中
略
）、
さ
も
こ
そ
下
剋
上
の
世
な
ら
め
、

こ
れ
は

『樵
談
治
要
』
の

「足
が
る
と
い
ふ
者
長
く
停
止
せ
ら
る
べ
き
事
」

と
い
う
と
こ
ろ
の

一
節
で
あ
る
。
足
軽
が
洛
中
洛
外
の
所
々
を
打
ち
や
ぶ
り
、

或

は
火
を
か
け

て

荒
し
ま
わ
る
姿

に

は
、

さ
な
が
ら
真

如
堂
縁
起
絵
巻

に

描
か
れ
た
光
景
を

紡
彿
と
さ
せ

る
も

の
が
あ
る
。

こ
う

し
た
徒
輩

の
跳
梁

は
、

守
旧
的
な
貴

堂舎を打ち破る足軽 (真如堂縁起絵巻)
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族

一
条
兼
良
の
伝
統
的
秩
序
意
識
か
ら
み
れ
ば
、
正
統
な
名
あ
る
武
士
に
よ
る

弓
箭
騎
馬
を
主
と
せ
る
合
戦
形
式
を
廃
滅
に
お
い
や
る
と
同
時
に
、
ま
こ
と
に

忌
わ
し
い
ア
ナ
ー
キ
ー
状
況
を
社
会
全
般
に
つ
く
り
出
す
元
凶
で
あ

っ
た
。
ま

さ
に
足
軽
は

「超
過
し
た
る
悪
党
」
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
。

Ｃ

足
軽
の
盗
賊
的
性
格
は
、
『
樵
談
治
要
』
の
ほ
か
に
も
室
町
時
代

の
諸
記
録

を

つ
ぶ
さ
に
あ
た
れ
ば
、
数
多
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
あ
え
ず

『大

乗
院
寺
社
雑
事
記
』
を
み
る
と

つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
が
あ
げ
ら
れ
る
。

①
　
今
度

一
乗
院
御
共
従
僧
二
人
、
中
童
子
二
人
、
大
童
子

一
人
也
、
大
童

子
今

一
人
自
龍
田
罷
上
之
虎
、
足
軽

二
行
合
、
馬

一
疋
、
悉
皆
御
共
用

馬
也
、
被
取
之
、
（文
明
十

一
年
十
月
六
日
条
）

興
福
寺

一
条
院
門
跡
が
外
出
す
る
の
に
従
僧
、
中
童
子
、
大
童
子
ら
が
つ
き

従

っ
た
。
こ
の
門
跡
の
お
供
を
す
る
た
め
に
、
大
童
子
が
龍
田

（現
斑
鳩
町
）

か
ら
罷
り
上
る
途
中
足
軽
に
行
合
い
、
そ
こ
で
お
供
用
の
馬
を
奪
い
取
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

②

　
一
、
奈
良
中
物
念
迷
或
之
間
、
此
間
在
奈
良
之
京
衆
先
日
八
十
人
計
帰

京
、
此

一
両
日
之
間
十
七
八
人
帰
京
虎
、
於
木
津
辺
足
軽
衆
共
剥
取
之

了
、
相
憑
足
軽
共
罷
上
之
虎
、
於
道
如
此
致
其
沙
汰
、
誠
以
悪
党
共
所

為
也

（文
明
十

一
年
十
月
二

一
日
条
）

京
都
の
戦
乱
を
の
が
れ
て
奈
良
に
身
を
寄
せ
て
い
た

「京
衆
」
は
、
そ
の
奈

良
も
物
騒
と
な

っ
て
き
た
の
で
再
び
京

へ
も
ど

っ
た
。
こ
の

一
両
日
中
に
十
七

八
人
が
帰
京
し
た
が
、
か
れ
ら
は
木
津
の
あ
た
り
で
足
軽
衆
の
追
剥

に
遭
い
、

掠
奪
を
う
け
た
。
こ
れ
は
護
身
の
た
め
に

「相
憑
」
む

（
‐―
雇
用
し
た
―
―
）

傭
兵
足
軽
が
道
す
が
ら
そ
の
沙
汰
に
お
よ
ん
だ
の
で
あ
る
。
送
り
狼
に
変
じ
た

わ
け
で
あ
る
。
「
ま
こ
と
に
も

っ
て
悪
党
ど
も
の
所
為
な
り
」
と
い
う
尋
尊

の

慨
嘆
に
は

一
条
兼
良
に
も
通
じ
る
た
め
息
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

③

　

一
、
古
市
勢
共
出
之
、
昨
日
今
日
、
牢
人
方
足
軽
共
、
眉
間
寺
西
郷
門

辺

二
乱
入
故
也
云
々
、

（文
明
十

一
年
九
月
晦
日
条
）

④

　

一
、
佐
川
筒
井
之
足
軽
共
、
転
害
辺
乱
入
、
観
禅
院
早
鐘
槌
之
、
比
興

無
殊
儀
云
々
、

（文
明
十

一
年
九
月
五
日
条
）

こ
う
し
た
寺
院
周
辺
の
衆
落

へ
の
乱
入
は
、
も

っ
と
も
頻
々
と
し
て
み
え
る

記
事
で
あ

っ
て
、
腹
を
す
か
せ
た
足
軽
ど
も
が
行
う
て
っ
と
り
早
い
盗
賊
行
為

で
あ

っ
た
。
な
お
④
の
東
大
寺
辺
手
掻
郷
で
は
、
観
禅
院
の
大
鐘
が
槌
き
鳴
ら

さ
れ
、
足
軽
ど
も
の
乱
入
が
住
民
に
知
ら
さ
れ
て
い
る
点
が
興
味
を
引
く
。
住

民
は
こ
れ
に
対
し
、
武
器
を
と

っ
て
防
戦
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
文
明
九
年

（
一

四
七
七
）
、
山
城
国
山
科
七
郷
で
は
、
五
月
、
足
軽
の
乱
入
、
耕
作
物
強
奪
↓

七
郷
地
下
人
の
反
撃
、
足
軽
撃
退
↓
九
月
、
武
田
方
足
軽
の
乱
入
、
四
宮
河
原

を
焼
き
、　
一
人
打
死
↓
十
月
、
花
山

へ

「御
敵
足
軽
」
乱
入
、
人
五
人
馬

一
疋

を
奪
う
、
と
い
う
か
た
ち
で
、
足
軽
と
住
民
の
対
立
が

つ
づ
い
て
い
る

（
『
山

科
家
礼
記
』
、
田
端
泰
子

「
徳
政

一
揆
に
関
す
る

一
考
察
）
『
中
世
の
権
力
と
民

衆
』

一
九
七
〇
年
、
所
収
）
。

合
戦
を
も
と
め
て
放
浪
す
る
足
軽
ど
も
が
戦
庭
の
近
辺
で
狼
藉
を
は
た
ら
く

の
は
、
か
れ
ら
が
特
定
の
主
君
に
恒
常
的
に
召
し
か
か
え
ら
れ
、
封
建
的
給
付

を
受
け
る
存
在
で
な
い
こ
と
に
よ
る
。　
一
つ
の
戦
争
が
お
わ
る
ご
と
に
、
よ
り

実
入
り
の
よ
い
と
こ
ろ
へ
と
軍
隊
を
か
え
た
。
だ
か
ら
か
れ
ら
の
人
間
関
係
に

は
何
ら
の
制
度
性
も
な
く
、
秩
序
や
モ
ラ
ル
の
感
覚
も
も
ち
あ
わ
せ
な
か
っ
た
。
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こ
う
し
た
浮
遊
戦
力
に
た
い
し
て
は
、
た
だ
た
ん
に
報
酬
と
し
て
の
金
品
の
給

付
か
、
あ
る
い
は
占
領
地
域
か
ら
の
掠
奪
の
許
容
が
給
与
の

一
般
的
な
形
式
で

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
金
品
の
給
付
に
つ
い
て
は
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
傭
兵

制
度
の
ご
と
く
、
徴
募
場
で
太
鼓
の
音
が
ラ
ン
ツ
ク
ネ
ヒ
ト

（農
民
傭
兵
）
の

志
願
者
を
誘
い
、
古
参
の
曹
長
が
な
み
な
み
と
つ
い
だ
ジ
ョ
ッ
キ
や
杯
を
持

っ

て
世
話
を
や
く
、
そ
の
よ
う
な
風
景
を
わ
が
国
の
中
世
史
料
か
ら
み
る
こ
と
が

管
見
の
か
ぎ
り
で
は
で
き
な
い
で
い
る
。

け
れ
ど
も
つ
ぎ
の
史
料
は
掠
奪
許
容
を
足
軽
ど
も
へ
の
ひ
と
つ
の
給
与
形
式

に
し
て
い
た
こ
と
を
明
瞭
に
も
の
が
た
っ
て
い
る
。

⑤
　
一
、
筒
井
沙
汰
二
、
手
衆
共
召
仕
之
、
日
々
夜
々
奈
良
中
於
荒
者
也
、

此
上
者
越
智
古
市
各
手
衆
共
可
召
仕
之
由

一
決
、
然
者
日
々
夜
々
二
足

軽
共
自
他
罷
出
向
ヘ
シ
、
可
扶
持
根
米
等
不
可
有
之
間
、
如
京
都

二
打

破
乱
入
事
可
許
可

（中
略
）
珍
事

ノ
ヽ
、
可
歎
々
々
、

（文
明
十

一
年
関
九
月
十
七
日
条
）

（注
１
）
『碧
山
日
録
』
応
仁
二
年
六
月
十
五
日
条
に
は

「東
陣
細
川
勝
元
有
精
鋭
之
徒

三
百
餘
人
、
琥
足
軽
、
不
操
甲
不
取
文
、
只
持

一
剣
突
入
敵
陣
…
八
日
之
夜
、

伺
隙
宗
全
之
兵
櫓
六
七
間
、
勝
元
賞
其
徒
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

い
っ
ぽ

う
、
『多
閣
院
日
記
』
天
文
十
年
十

一
月
二
十
六
日
条
に
は
、
「今
朝
、
伊
賀

衆
笠
置
城
え
忍
び
入
っ
て
坊
舎
に
放
火
其
外
所
々
小
屋
を
焼
き
三

つ
の
つ
き

の
内

一
つ
居
取
と
云
」
と
い
う
記
事
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
記

事
と
惣
国

一
揆
同
条
を
併
せ
考
え
る
と
、
足
軽
が
夜
陰
に
活
動
し
、
軍
事
施

設
を
焼
く
こ
と
を
得
意
と
し
た
、
そ
う
し
た
戦
闘
要
員
と
し
て
の

「伊
賀
衆
」
＝

足
軽
が

「忍
び
」
の
業
を
発
達
さ
せ
た
と
み
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。

（注
２
）
佐
藤
和
彦
氏

『自
由
狼
籍

・
下
克
上
の
世
界
』
（小
学
館
創
造
選
書
）

に
よ
れ

ば
、
応
仁
の
戦
乱
長
期
化
に
よ
り
、
足
軽
の
有
要
性
は
飛
躍
的
に
高
ま

っ
た
。

両
軍
と
も
に
、
不
足
す
る
兵
力
を
、
か
れ
ら
で
も
っ
て
補
充
し
、
先
兵
と
し

て
最
前
線
に
投
入
し
た
と
い
う
。

〔付
記
〕
今
回
は
予
定
よ
り
も
あ

つ
ま

っ
た
原
稿

の
本
数
が
大
幅
に
少
な

く
、
刊
行
自
体
が
あ
や
ぶ
ま
れ
る
事
態
と
な

っ
た
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た

窮
況
の
な
か
で
、
急
速
ほ
こ
り
を
か
ぶ
っ
た
古
原
稿
を
引

っ
ぱ
り
出
し
て

入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
粗
雑
な
ノ
ー
ト
を
投
稿
す
る
の
は
ま
こ
と
に
不
本

意
で
あ
る
。
紀
要
委
員
と
し
て
は
こ
れ
も
致
し
方
な
く
、
大
方
の
御
寛
恕

を
乞
う
次
第
で
あ
る
。
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表 5 走高跳びの身長別 5段階評価表

評 価

身 長  ①
~~~~＼

② ③ ④ ⑤  身 長

/~~~~
156
157

158

159

97

98

98

99

108

109

110

111

120

121

121

123

131

133

133

134

156
157

158

159

160

161

162

163

164
165
166

167

168

169

100

101

101

102

103

104

104

105

105

107

111

112

113

114

114

116

116

117

117

119

123

124

124

126

126

127

127

129

129

130

134

136

136

137

137

139

139

140

141

142

160

161

162

163

164
165

166

167

168

169

170
171

172

173
174
175

176

177

178

179

107

109

109

110

110

112

112

113

113

115

119

120

120

122

122

123

124

125

125

126

130

132

132

133

134

135

135

136

137

138

142

143

144

145

145

146

147

148

148

150

170
171

172

173
174
175

176

177

178

179

180

181

182
183
184

185

115

116

117

118

118

119

127

128

128

129

130

131

138

139

140

141

141

143

150

151

151

153

153

154

180

181

182

183
184

185
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表 3 A君・B君の記録

立幅跳び  立三段跳び  走幅跳び  垂直跳び  反復横跳び  走高跳び

ml    (旭

220      670

-9.7    +3

-6.2    +0.3

cm

57 49 121

点 m

A 君

差をTス コアー

に変換

407

値

差

ｂ
「
の

平

と
-27.7    -2.2    +2.1    -3.8

-6.5    -3.3    +5.5    -3.1

君

　

値

差

均
．
の

Ｂ

　

平

と

264       782 483 52

+5.1

+13.4

148

+23.2

+19.0
差をTス コアー

に変換

+34.3   +115    +48.3    +11.8

+22.0   +24.5    +11.3   +17.6

表 4 各種目の 5段階評価区分

評 価 点   1 2 3 4 5

立幅跳び

立三段跳び

走幅跳び

垂直跳び

反復横跳び

走高跳び

～2“ 3   2()6.4～ 221.9    222.0～ 237.5    237.6～ 253.1    253.2～

～596.5   596.6～

“

3.5    643.6～ 690.5    690.6～ 737.5    737.6～

“

703  370.9～ 413■    413.5～ 456Ю   456.1■ 9&6   498f～

～49.2    49.3～55.9 56.0～626 62.7～69.3 694～

～41.2    41.3～ 45.0 45.1‐‐48.8 48.9～ 52.6 52.7～

～1“ .5   106.6～118.7    118.8～ 130.9    131.0～ 143.1    143.2～
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のバランスを個々人に指導してやることが大切であろう。

この研究を行なうにあたって御指導をいただいた東京大学・青山昌二教授、データ

集計にご協力いただいた日本女子体育大学・小林敬子助教授、相模女子大学・音海哲

子専任講師に謝意を表します。

表 1 各種目の平均値・ 標準偏差 N=81

体匡
ス
　
ｍ

身

169.5

4.9

183.0

157.6

170.3

_0.8

重

kg

60.4

7.5

780

45.0

61.8

-1.4

立幅跳び立三段跳び走幅跳び垂直跳び反復横跳び 走高跳び
m   m   m   m   点   m

229.7   667.0    434,7     59.2     46.9     124.8

15.6    47.0     42.6     6.7     3.8     12.2

264.0   782.0    562.0    77.0     57.0     148.0

195.0   518.0    310.0    41.0    36.0     100.0

-    -   444.7  63.2  48.0    -

―    ―   -10.0   _4.0   _1.1    -

平 均 値

標準偏差

最 高 値

最 低 値

昭 和 62年 度

全 国 平 均 値

差

(本校値―全国値)

表 2 種日間の相関係数

身  長

体  重

立幅跳 び

立三段跳び

走幅跳 び

垂直跳 び

反復横跳び

走高跳 び

身 長

1.00

*+.31

.08

.03

.07

.04

.05

‐ .31

1.00

**.69

**.63

轟 .71

**.34

*中 .32

1.00

… .71

**.69

**.48

**.47

1.00

**.65

**.40

ホ*.44

1.00

‐ .31

**.47

体 重 立園た,ゞ 立場跳び悧副

`び

垂直跳び反復横跳び斎訓

`び

1.00

.05

.19

* .23

.16

.05

.02

1.00

*.27

注)**は 1%、 *は 5%水準でそれぞれ有意性を示す。

(32)

1.00



こでは回帰からの標準偏差11.6 cm)を尺度として、身長別 5段階評価表を作成 した。

表 5が それである。

また、A君 とB君を例にとると、A君の身長は 168.3 cm・ 走高跳び 121mで あった

ので表 5の身長168 cmの 行でみると 117～ 129mの 間にはいり、評価点 3点があたえ

られる。 B君 は161.7 cm・ 走高跳び148 cmで あるので、身長161cmの行でみると 136～

が 5点であり断然それより12 cmも 高 く、評価点 5点があたえ られる。つまりB君 は

A君より身長が低いため、A君より27m高 く跳んでいるので身長を考慮 してみると

一層その記録が優れていることがわかる。 このように身長別 5段階評価は、同 じ走

高跳びの記録であっても身長の大小によって異なって くる。 たとえば 125 cmの 記録

であっても、その人の身長 160 cmで あれば 4点、180mの人であれば 2点 という評価

になる。偶然にも上にあげたB君 は身長の割にきわめてすぐれていたために、表 4の

身長の大小を考慮 しなかった 5段階評価表においても5点であったし、この身長別 5

段階評価表においても5点であったが、この例はまれな場合である。

3.要約

測定結果を「測りっばなし」にしておくことなく、生徒にできるだけ早 く集計結果

を報告すると同時に、生徒一人ひとりに自分の測定記録について強い関心をもたせ、

授業に意欲的に取組ませるような指導の緒とすることが必要である。身長との相関の

ある種目については、体格からくる有利・ 不利を取り除いた評価法を用いることが学

校教育においては有効であろう。本研究はこうしたことにねらいをおいて跳躍 6種目

(立幅跳び・ 立三段跳び・走幅跳び・ 垂直跳び・反復横跳び・ 走高跳び)を測定分析

した。その結果、身長別の走高跳びの 5段階評価表を作成 し、授業に供することが可

能となった。そのほか跳躍種目について、これまで述べなかった指導の留意点につい

て何点かその主なるところ述べると、

立三段跳びは、バランスのとり方 (ホ ップ・ ステップ・ ジャンプ)に適切なア ドバ

イスが必要であり、指導者の経験の有無にも左右される。また練習時間を要する。

走幅跳びは、前回 (研究紀要 6号)に も問題として取 り上げたが、生徒個々人に助

走のスピー ド・ 踏切 り板の踏み切 り方・空中フォーム等を生かして、遠 くへ跳ぶとい

うことが課題である。

走高跳びは、施設・ 安全面を考慮 して実施することが第一である。跳躍フォームは

指導者が跳んでみせる (ベ リーロール 0は さみ跳び・背面跳び)だれでも跳べる高さ

100 cmあ たりからはじめる。特に注意することは、踏切 りの位置があまり遠 くな らな

い、踏切 りと同時に逆脚 (振 り上げ脚)と両腕を上に振 り上げるようにすること、そ
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によって段階区分を行なったものである。(各段階の下限値はその段階に含み、上限

値は含まない。)

さきのA君とB君の記録をこの 5段階表でみると、A君の立幅跳びの記録は2点で

あり、記録のよいB君は5点である。表 3の順序で 6種目をならべると、

A君 2 3 2 3 4 3 (平 均 2.8)

B君  5 5 4 5 4 5 (平 均 4.7)

となる。このように5段階評価をおこなってみると、両君のそれぞれの記録が相対的

におよそどのぐらいの位置にいるかがわかり、指導の問題に進むことができる。まず

各人に自分の記録について 5段階評価を行なわせてみることにより、各人の関心を高

めさせ、「やる気」を起こさせる第一歩となしうる。

2)身長別の 5段階評価

表 2で、身長と走高跳びの相関係数 0.31を みたが、このことは身長が大きいほど

走高跳びに有利であるということを意味している。そこで相関係数を考慮 しながら、

走高跳びを指導する場合について考えてみる。

スポーツの場面においてはともかくとして、学校体育の場で、すなわち教育の場で

走高跳びの評価・指導を行なおうとする場合には、身長の大小からくる有利・不利の

分をとり除いて、走高跳びの評価を行なうほうがより教育評価にかなっているといえ

よう。もちろん、小柄であっても走高跳びに優れた記録をだす生徒もいるわけである

が、全体的にみれば長身の方が走高跳びに有利であることは、(図 7)の 身長と走高

跳びの相関図からもある程度理解できる。

そこで、身長と走高跳びの相関係数、平均値および標準偏差を用いて、身長に対す

る回帰直線を計算してみた。すなわち、身長をX、 走高跳びをYと すると、

Y=0.77X-5,7

を得た。ここでYは、この人の身長から推定して跳ぶであろう走高跳びの値である。

たとえば、身長 160 cmの人であれば、Y=0.77× 160-5.7=117 cmと なる。160mの

身長の人であれば 117 cmが推定される値 (推定平均値)で ある。 また、 この式から

もわかるように、勾配は0,77で あるということは身長が lmち がえば走高跳びの値が

平均して0.77m、 すなわち約 0.8 cmち がうということを意味している。

さきのA君は168.3 cmで あった。 したがって走高跳びの推定値は 123 cmと なる。A

君の実際に跳んだ値は 121cmであるので、推定される値よりも2 cm下回っているとい

うことになる。同じようにB君の身長は161.7mで あるので、Y=118cmと なる。 B

君は実際には 148 cmも 跳んでいるので、推定値よりも30 cmも 上回っているわけであ

る。 こんどは、さきの 5段階評価表と同様に、この回帰直線と標準偏差 (た だしこ
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みられる r=0.23(5%水 準で有意)を除いては、 0.2に達 していない。

跳躍種日間の相関係数をみると、立幅跳び・ 立三段跳び・ 走幅跳び・ 垂直跳びの種

目相互間ではいずれも 0.6以上もあり高いが、これら4種日と、反復横跳びとの相関

および走幅跳びとの相関は0.3～ 0.4と やや下回っている。 (図 2～図 6)

なお、これら跳躍種目のなかで、相関係数を考慮 しながら、比較的指導の容易な立

幅跳びに注目して、表 3に掲げるようにA君とB君の例をとりあげてみよう。

A君の立幅跳びの記録は全体の平均値と比較するとマイナスである。B君の立幅跳

びの記録は反対にプラスである。他の種目もこのようにそれぞれ平均値と比較すると、

6種目中で、A君はマイナスが 4個、 B君はプラスが 6個である。すなわち、いま立

幅跳びに焦点をあててみているわけであるが、立幅跳びがプラスのものはほかの種目

でもプラスが多 く、反対に立幅跳びがマイナスのものは、ほかの種目でもマイナスが

多いという傾向が読みとられる。さらにそのプラス・ マイナスの記録の開きが種目に

よってどれだけの大きさをもつかについては、表 3の「差をTス コアに変換」の欄に

掲げてある。たとえば、具体的にA君の立幅跳び-6.2点 の算出は、

(A君の立幅跳び―平均値)/標準偏差×10

=(220-229.7)/15.6× 10

=-6.2

によっている。

こうしてみると、 B君の立幅跳びはプラス22点であり、その他の種目もプラス11点

～25点 といずれもよい値であることがわかる。

(3)跳躍種目の評価

1)5段階評価

いま、上で少 し評価のことにふれたが、ここで評価の方法について踏みこんでみよう。

表 4は、各跳躍種目についての 5段階評価表である。 この 5段階評価の作成基準は、

平均値とその標準偏差を尺度として行なったものである。具体的には、平均値をX0

標準偏差を Sと すると、

5点

4点

3点

2点

1点

(X+1.5

(X+0.5

(X-0.5

(X-1.5

(X-1.5

以上

～ (X+1.5S)

～ (X+0.5S)

～ (X-0.5S)

未満
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2.結果および考察

(1)身長・ 体重および跳躍種目の平均値・ 標準偏差

表 1は、本校生徒81名 (高校 3年生)の身長・ 体重および跳躍 6種目の平均値・標

準偏差である。下段に昭和62年度 (1987)の文部省全国資料による高校 3年生 (17歳)

の平均値を示 した。

表 1に よって各種目についてみる。まず、身長は全国値に比べて 0.8m、 体重は

1.4kg下回っている。身長より体重の方がより下回っている。 したがって、獨協高校

3年生の体格は、全国値に比べて背がやや低 く細めの体格であるといえよう。昭和55

年度の本校値は、身長 168.l cm、 体重 61.4 kgで ある。この値 と比較すると、今回は

身長で 1.4cmプ ラスである。体重は逆に 1.O kgマ イナスとなっているので、細長の体

型が一段と進んでいるといえよう。

次に瞬発力の指標とされる垂直跳びは、本校値の方が全国平均値より4 cm、 すなわ

ち、 1/2標準偏差以上 も下回っている。

敏 しょう性の指標とされる反復横跳びは、本校値の方が全国平均値より 1.1点下回っ

ている。

走幅跳びは、文部省全国平均値に比べて10.Om下回っているが、本校の実施要領は、

文部省スポーツテス ト要領と異なり、踏切板を使用 し、記録は踏切板より前方から踏

切った場合は失格として記録を測定 しない。そのため全国値との直接の比較は適切で

はないが、文部省方式の踏切った位置から測定するという方法よりも、踏切板からの

測定の方がどうしてもきびしくなるため、本校値の方が10.O cm下 回っているとはい

え、ほぼ同 じレベルにあるとみてよいであろう。

他の 3種日、立幅跳び・立三段跳び・ 走高跳びは、全国平均値がないためいまは比

較考察することができない。

(2)種日間の相関係数

表 2は、種日間の相関係数行列である。

´身長と体重の相関係数 r=0.31は 低めである。 (図 1)こ の相関係数0.31は 昭和55
1)                                           _ __

年度の本校値 r=0.47と比較すると少し低めである。また、水野の全国資料による

身長と体重の相関係数 0.557に比較すると一層低い。さらに、水野 0青山らの全国

資料による報告の r=0.496と 比較しても低い。すなわち、それだけ本校生徒の身

長と体重の似通りかたが薄いといえよう。

次に、身長と跳躍種目との相関係数は、走高跳びとの間に r=0.31(1%水 準で

有意)がみられるほかは、いずれも 0.1を下回り、相関はみられない。

体重と跳躍種目との相関係数は、これもいずれも低く、わずかに走幅跳びとの間に

(28)



跳躍能力の統計的分析

音 海 紀一郎

1.研究目的および方法

体育では授業を展開 していく過程において記録を測定する機会が非常に多い。陸上

競技の授業は「より速 く・ より高 く・ より遠 く」を合言葉に実施 している。特に跳躍

種目において、生徒たちは l cmの記録の伸びに対 しても「やったぁ」といって笑顔を

みせ、友達同士でよりよく跳ぶには今の跳躍動作のフォームや助走などを話 しあい、

よリー層努力 している。 このような状態をみていると、「君の場合であればこの ぐら

いはだせる」といった生徒個々人の目標到達点を設定することにより、教師の指導中

心から、生徒が一人ひとり「やる気」を出し、いわば生徒中心の授業が展開 していく

ことが多い。数種目の記録を測定 し、今後の指導をより充実させるために、生徒個々

人に対 してより適切な目標到達点を設定することはきわめて重要である。本研究のね

らいは、ここにある。

この研究は、獨協高校 (男子校)3年生81名 を測定対象とした。

測定にあたって、身長および体重は1987年 4月 の春季健康診断の記録を採用 した。

測定種日は、立幅跳び・立三段跳び・ 走幅跳び・垂直跳び 0反復横跳び・ 走高跳び

の 6種目である。

垂直跳びおよび反復横跳びは、文部省スポーツテストの実施要領によった。

立幅跳びは、任意の位置より2回跳び、記録の上位のものを採用 した。

立三段跳びは、任意の位置よリホップ・ ステップ・ ジャンプの要領で 2回跳び、記

録の上位のものを採用 した。

走幅跳びは、任意の助走距離より2回跳び、飛距離は踏切板より記録を測定 し、記

録の上位のものを採用 した。 (上記 3種目は砂場を使用 した。)

走高跳びは、施設の関係上、体育館内で測定 した。同一の高さを 2回失敗すると次

の跳躍に進めない方式とした。高さの間隔は 3 cmと した。走高跳びの支柱は 5 cmき ざ

みであるが、 5 cmご とにバーを上げると生徒が急に高 く感 じ跳びにくいということか

ら、 3 cm間隔として指導をおこなった。
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(31)「第一回ホワイトハウス会議宣言」(児童福祉のために1909年ルーズベルトが

主催)

(32)「子どもと家庭の実態調査」全国 1,800地区から抽出、20歳未満の子を持つ

19,000世帯、 3万 4,000余人の父母を対象とした調査。

(33)「新しい家族の創造」田中寿美子氏著 P.164。

(34)労働省1987年女子労働者の雇用実態調査。

(35)「育児休業制度」乳幼児のいる女子労働者の申告によって、一定期間の休業

を認めるよう努力を義務づけている。なおこの制度を導入する企業には、奨

励金 (88年度中小企業 100万円、大企業80万円)が支給される。

(36)「再雇用制度」妊娠、出産、育児のためいったん退職した女子労働者が復職

を希望した場合は募集、採用にあたって、優先的に扱うという制度。導入企

業には再雇用給付金が支給される。

(37)養護施設長=湘南学園中沢弘幸氏。

(38)さ さやかな抵抗=全国社会福祉協議会児童家庭福祉懇談会の提言。

① これから親となる世代に、結婚、家庭、子育ての意義を学ぶ機会を用意する。

② 社会・企業を意識改革して、父親の育児参加を可能にする。

③ 家庭支援システムの充実など。(89年 3月 20日朝日新聞社説)

(39)オ グバーンの「愛情機能」。パーソンズの「成人のパーソナリテイの安定化」

William Fielding Ogburn(1886-1959)米 0社 `会 学者。 Talcott Parsons

(1902～ )米 0社会学者「社会的行為の構造」

(40)「官僚制化と疎外」現代家族の諸問題目黒依子氏著「家族制度と女性」P.74。

同時に、ここではマルクスにおける疎外の意味=「人間か らの人間の疎外」

とともに、個人の心理的状態である孤立化・ 無力性・無意味性を含めて位置

付けたい。
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のそれを結合させることで、社会主義経済の基礎をつ くることをねらった。

(12)「スターリン主義確立の時期」森本和男氏著「家族無用論」P.128。

(13)田 中寿美子氏著「新 しい家族の創造」P.162。

(14)新潮社版西山英一氏訳、アイザック・ ドイッチヤー著「追放された予言者 ト

ロッキー」P.323-337。

(15)「家族・私有財産および国家の起源」河出書房、佐藤進訳 P.373-375。

(16)「家庭像の創造」大熊信行氏、思想の科学1961年 (M26)P.2。

(17)「 核家族を対象とした調査」生命保険文化センター (58年 10月 )。

(18)調査分析者・ 湯沢薙彦氏 (お茶の水子大教授)。

(19)「ベルナール・ ミュル ドオルフ」フランス精神分析学者による父親の機能分類

第 1は権威的父親、第 2は弱い父親、第 3は理性的父親、第 4は感情的な

父親。

(20)現代家族の諸問題・ 小此木啓吾著「家族精神医学からみたわが国の家族問題」

P.61。

(21)サ イモンズ (SymOnds,P.M)。 カッテル (Cattel,R.B)。 ボール ドウィン

(Baldwin,A.L)(以 上社会学事典 (弘文堂)P.86)

(22)「両親の性格的要因、子どもの心理的身体的な特徴、さらに社会的、文化的、

要因、家族構成なども微妙に影響」簡単な図式で結果は求められないが、典

型的な家庭専制型、溺愛型、拒否型、放任型などを対象にその影響を研究す

る方法がとられる。

(23)育児の学問追求は、心理なり性的発達と結びつけて「 どのような育児をうけ

たか」が重要な学問的テーマとされたのはS.フ ロイ トである。また話 し言

葉のコー ドに差異があって、それが子どもの性格に影響を与えるとする研究

はバーンステイン (Bernstein,Basil),イ ギリスの教育社会学者)の「社会・

言語コー ドの研究」(1924年)がある。

(24)「 家族制と女性」P.73-74

(25)「家族問題」社会学事典 (弘文堂)P.142。

(26)「犯罪学研究会・ レポー ト」中央大学学友会所属サークル

(27)「全国児童相談センター所長会の調査」-1989年 6月 3日 朝日新聞記事

(28)「子どもの人権保障を考える」一番ケ瀬康子氏 (日 本女子大教授)1987年 1月

「国民文化」より引用

(29)金城清子著「家族という関係」P.148

(30)高梨冨士二郎 (1988)「家族問題」獨協中学・高等学校研究紀要第11号。
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整備が必要であるということを含めてである。

これらの問題は、家族集団と国家とのかかわりという視点から、あらためて追究し

なければならない問題であると考える。               (未 完)

(1)

(2)

(3)

<注>

「家族死滅論」について共産党宣言は誤りであって、ソ連がそれを証明して

いるという説。大熊信行は「思想の科学」61年 (m26)P.3「家庭像の創造」

において「社会主義社会では家族は消滅す思想もいまでは葬られた」と主張。

「共産主義の諸原則」1847年。共産党宣言執筆にあたってメモとして、エン

ゲルスからマルクスに与えたものとされている。(訳・都留大治郎氏)

「共産党宣言」1848年、マルクスとエンゲルスが起草、全 4章から構成。共

産主義者同盟の理論と実践綱領。(訳・都留大治郎氏・村田陽一氏)

「経済学 0哲学草稿」第 3草稿 P.129(城埼登氏 0田中吉六氏訳)

「類的存在」人間の自然 (本性)に、豊かに内在するところの社会的な精神

的物質的結合力とその発展的性格。この人間に独特な社会的結合力は、自然

内部、自然と人間、人間と人間、意識と自然、社会意識内部等、現実の諸関

連を労働を基礎にして認識し、発展させうる、人間の真に共同的な本質を形

づくるものとされる。(大月経済学辞典 P.912)

「家族・私有財産および国家の起源」その理論的基礎部分 (歴史的意義は別

として)「 モルガンの婚姻形態の図式」については社会学・人類学上批判を

うけ、ソ連学界でも批判のあるところである。

「特に女性の権利」=ソ ビエト社会主義共和国同盟憲法第10章 122条「婦人

の経済的、国家的、文化的、政治的生活のすべての分野における平等権」等

「コロンタイ」1872-1952・ アレクサンドラ・ ミハイロブイチ・ コロンタイ

婦人革命家 0作家・小説「赤い恋」「母性と社会」などの著者。女性の社会

的地位男女関係の歴史を生産活動への参加という見地から解明。

「ブハーリン」1888-1938、 ソ連の革命家、経済理論家、 10月 革命に参加、

ソ連共産党中央委員、政治局員、コミンテルン執行委員などを歴任、1929年

社会主義建設をめぐり路線闘争に敗れて失脚、38年 トロッキーブロックをつ

くったかどで処刑。

「1930年代の家族法」―「 ソビエト・ ロシアの家族法」青山道夫氏著書。

「ネップ」(Nep)1921-27.ロ シア革命後のソ連の新経済政策、余剰農産物の

自由販売、工業での小企業に私的独占を認めて、資本主義的要素と社会主義

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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障害者の介護、扶養、すべて家族の私的責任とその犠牲の上に、社会保障制度の一辺

はなりたっている。いいかえれば、制度的にも、家族施策にも、確固たるものはみあ

たらないのである。さしあたって、育児、養育、介護などについては、何らかのサポー

トは避けられない段階に入ったとみるべきであろう。

家族のこれからについては、社会諸機関、諸施設への依存度を高めつつ、社会資源

を取り入れるなど、家族集団を支え、充実させる施策が求められる。

翻って、家族集団に問われている問題のなかに、一群の青少年の反社会的行動やら、

精神的病理現象、無気力、無責任、無感動、自閉的行動、粗暴、攻撃的な子らの出現

がある。これは家族集団における人間関係と、社会、家庭環境などが影響する。特に

幼児期における養育のそれである。事柄は単純ではないが、次代の市民たる子どもら

の育成については障害となる生活環境から、意識的、計画的に隔離する対応も当然考

慮されて然る可きである。

親とともに生活していながら、本来の家庭を知らない子どもたちに対 して、「家庭

は作ることはできないが、家庭機能なら作れる。」 とする養護施設長 (注めの発言は、

家庭でないところで、家庭の機能をはぐくむというこれからの育児 0養育の在り方に

ひとつの方向を暗示しているといえよう。

社会一般のなりゆきからすれば、家庭の機能を阻害する様々な状況が、あまりにも

多すぎるのである。「家族は社会の大切な基盤」とする根拠は、確実に失われつつあ

る。そのなかで、ささやかな抵抗も続けられている。(榔)し かし、このままでは家族

の行く方は定かではない。家族集団は人間社会でもっとも古い制度体として存在する。

その家族が、最後に手中に残したのは「愛情機能」と「パーソナリティという人間関

係」(蜘)で ある。このことは、制度体から友愛に変質 した≪個人を主体とする家族≫

にほかならない。これまでの家族は、国家と直結する法と秩序によってたばねられて

きた制度的家族であった。友愛に基づく家族への移行は、平等と人間性に立脚する家

族であって、この種の家族は冒頭に掲げた≪来るべき資本主義的生産―掃後の、両性

関係を秩序とする家族≫とでは、社会主義的洗礼をうけた、うけないの相違はあるに

せよ、共通するのはともに家族の果たす機能が、社会対個人の図式の上に求められる

ということだけは確かである。さらには、家族集団の機能を阻害するような社会的状

況がともに存在することも共通する。

前者には企業社会と旧体制の残滓、後者には官僚制が横たわっている。そして、両

体制を超えて、現代が抱え込んでいるところの社会の官僚制化 (注

“
)と疎外、そして個

性の喪失という現実がある。家族集団は個人を支持しつつ、人間性のとりでとして生

き続けられるかどうか、家族集団の新 しい脱皮には、それを可能にする社会的条件の
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題となりつつある。これを人類全体としてとらえたとき、特定地域 (南)の爆発的人

口増と、一定地域 (北)の人口減という不均衡を生 じ、地球規模の人口政策、家族計

画 (そ の是非は別)の声がきこえはじめている。

家族をめぐる諸現象は、経済・ 社会体制を超えて散見されるが、 ソビエ トの家族法

学者であるスエル ドロフは『家族とは、結婚と親戚関係を土台とし、国家の配慮につ

つまれ、さらに家族員相互の愛情、男性と女性の権利の平等、個人と社会の利害の一

致の上にうちだされている、社会主義社会の細胞である。』と定義 しているが、 この

中から社会主義社会の細胞を「社会の基盤」に置換え、文中の数箇所を「当面の目標

と課題」とすれば、わが国における現在の家族の定義として通用するであろう。当面

の目標と課題とは「徹底 した男女の平等」と「国家の配慮につつまれて」の二箇所で

ある。特に徹底 した平等についてみれば、男女の平等に関するわが国の憲法は、その

11条「基本的人権の享有」。13条「個人の尊重」。14条「法の下の平等」における「性

別」。24条の「家族生活における両性の平等」。27条の「勤労の権利と義務、勤労条件

の基準」等の女性の諸権利の確保については、一応、明文化されているものの、いず

れも不徹底、不十分である。

女性の社会的進出と結びつく「男女雇用機会均等法」をとりあげても、これが成立

したのは1985年 5月 。翌年 8月 に施行されたが、一年を経過 した時点で男女均等化の

状況 (注

“
)を とらえると、「昇格の機会、範囲」について「変更」 したと答えた企業は

たったの 4.8%にすぎない。

「法施行前から男女とも同じ取 り扱い」という回答についても、直に男女同等の扱

いという判断はとりにくい。また「変更 した」と答えた 4.8%の中身は、「すべて男

女同一とした」が47.7%。「一部を男女同一とした」52.6%で あった。 こうみて くる

と、男女差別解消には、これからもかなりの時間がかかるとみてよい。ちなみに、男

女雇用機会均等法は罰則抜きで、企業の努力義務となっている。

家族が注目している「育児休業制度」(椰)についても、 この制度を導入 している企

業は85年現在で僅かに14.6%に すぎない。「再雇用制度」(醸)を加えても、性分業の改

革やら、家族の平等化が遅滞 しがちなわが国の現状では、なおさら制度の充実と徹底

化が求められなければならないであろう。

今日の産業社会は経済至上主義、高学歴、競争主義が支配 し、職場では労務管理が

先行、労働者に企業意識との一体感が求められ、夫 (父親)か妻 (母親)の いずれか

の精神的不在による“単親家族"の 出現とともに、性別分業の価値変化を熟慮すると、

このままでは家族としての機能を果たし得ない。外見上は家族の形態をとりつつ、実

質は家族なき集団をみている。にもかかわらず、子の養育をはじめとして、高齢者、

(21)



経験者として子どものよい相談相手」。母親については、父親、母親ともに 2人

に 1人が「きちんとしつけができる」をあげ、父親の 6割と共働きの母親の 9割

近くが「週半分以上、子どもと一緒の夕食をとり」、父親の 8割弱と、母親の 7

割が「期待される父親、母親像」を実現できると答えている。

(C)こ の調査の中で、「三世代世帯」は全体の 3割にすぎない。「夫婦と子どもの

みの家庭」が全体の 6.5割 を占めている。「子どもの数」では、半数の世帯が

「 2人」。 3割が「 1人子」。「 3人以上」は2割足らずで、平均は「 1,89人」。

(D)「共働き家庭」は調査世帯の半数を占めている。母親の職種は「正規の勤め」

「パート」・「自営業」がそれぞれ 3割ずつ、 5人に 1人の父母が「疲れている」

と答えている。

※ 各項目の(A)か ら(D)の符号は整理上筆者が付したものである。

* * *

(A)つ いてみる。両親 とも「子育て」に悩み、特に母親の 7割 という数字は、家庭

内での母親の位置と、父親不在現象の片鱗をのぞかせている。悩みの理由は「勉強・

進学」と「躾」を挙げているが、前者は学歴依存症候群ないし、乱塾時代を反映、後

者は子育ての目標が失われていることの的確な証明であろう。いずれにせよ子育てが

現代家族の泣きどころで、親にとっては相当な負担になっているのがうかがわれる。

「家族の協力」と「子どもとの十分な接触」は実際上の親子夫婦間の距離が、それ

もはるかに開いていることを意識 した結果と思われる。

(B)の「期待される親の姿」は(A)の項目と結びつけると、「 きちんとしつけがで

きる」・「できない」が、わかれ日となっている。「勉強・ 進学」 を除けば「 しつけ」

の大きさが浮びあがる。多分に親としての願望志向の現われであろうか。

(C)と (D)は他言無用、率直に今日の家族の特色をうかがわせている。 5人に 1人

の父母が「疲れている」と答えているのは、恐 らくは労務管理や共働きからくるス ト

レスが家庭に持ち込まれた結果ではあるまいか。

以上の実態とともに、小家族特有の機構と機能に加えて、血縁、地縁関係の希薄化

は孤立化をまねき、かつての大家族の保有 していた問題解決の自力性は姿を消 し、離

婚とか別居による分解の危機は払拭 しきれていない。

現代社会の仕組みからすれば、育児・ 養育、介護はすべて家族の責任とされている。

しかし、家族の機能・ 構成・ 能力から点検 しても、児童福祉や社会福祉、老後の面倒

から身障者まで、対応できる力を保持 してはいない。家族は本来的には、種族の維持

という営みをもっているが、これとても独身主義者の増加、子どもを不用とする夫婦

の増加などで、出生率は急速に低下 し、人口増加率の著 しい減少と老齢化が新たな課
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た。

こうなってくると、性分業による男女の役割依存も変質せざるを得なくなる。

最近、男性の家事や育児書などの刊行物がちらつきはじめたのは、男女役割の改革

が静かに進行中であることを物語っている。

かつては産業構造の変化によって賃金労働者をつくりだしたが、いまは、消費の単

位である家計を維持する理由のもとに、既婚女性労働者をうみだした。彼女等の就労

によって生じるところの家事や育児の穴埋めは、部分的外部化かサービスの購入、あ

るいは家族内で処理されることになる。しかし、ここにおいても、女性は性役割から

完全に解放されていない。現代的家族でも差別は厳存するのである。

ひるがえって、国連で女性差別撤廃条約が採択されたのは1979年である。11年 を経

過した現在、この条約の有効性は、果してどれだけ機能したのであろうか。

この地球的規模の後進性に対して実質的な男女平等の扱いが、すべてにわたって優

先しなければならない。家族改革の出発は、女性の完全なる解放とともに経済的、社

会的自立からはじまるといえよう。

今日的家族とは、不完全であっても自立する夫婦を主体とする家族である。そこで

は、育児機能ひとつとりあげても、男女が共同で果たすという意識がなければならな

い。しかし現実とはかなりの距離がある。家族の問題は、社会全体とのかかわりの中

で産業社会と個人、家族の中の男女、親と子、親族、機構や制度、近隣社会の在り方

も含めて、複雑な展開を示す。しかし、その根底にある座礁は、伝統的家族意識とそ

ういった人間関係から生ずるところの残滓、そして国家社会とのかかわりである。家

族が抱えている問題を腑分け整理 して、「家庭生活は最も美しい文明の所産」(注31)と ぃ

う宣言が、将来ともに有効性を持ち続け得るのかどうかを確かめる必要はある。

今日的な視点で、家族の実態を把握するのはなかなか難しい。1985年 5月 に厚生省

が発表 した「子どもと家庭の実態調査」(融)か ら

(A)一 家庭の悩み。(B)一期待される親の姿。(C)一家族構成。(D)一 その他。の各

項目を素材に現代家族の実態を観察する。

(A)「家庭の悩み」について。

「子育て」と答えているのが、父親の6割 と、母親の7割である。

悩みの中で最も多いのが「勉強・進学」と「 しつけ」である。

自信をもって子育てをしていくための必要条件としては、父親の3人に2人と

母親の 2人に 1人が「家族の協力」を。父親の3人に2人と母親の3人に 1人が

「子どもとの十分な接触」をあげている。

(B)「期待される親の姿」としては、母親の 3人に 1人が「父親については、人生

(19)
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5)家族集団の変容

家族集団の変容について、経済的環境から明らかにする。

家族集団は、その生活を継続、維持するための財貨やサービスの確保は不可欠であ

るが、それは自給自足の過去と現代とでは大きく異なり、あきらかに、消費する側の

性格を一段と強めている。

わが国の場合は、国民生活が敗戦のドン底生活を経て、1955年頃までに戦前の水準

(但 し住宅を除く)に回復したが、この頃を境にして生活構造は変化しはじめていく。

「消費革命」という言葉が登場するのは1960年の「経済白書」からであるが、その原

因としては、次の4つがあげられている。

第 1は個人所得の増加。第 2は所得の平準化の傾向。第 3は生産費の低減と流通機

構の確立。第 4は国民生活意識の変化である。原因の第 1か ら第 4をつなげると、家

族生活の経済的変容が浮上する。

敗戦直後の一般家庭のあこがれは、アメリカの合理的な生活様式への傾斜であった。

このことは経済が発展 して、所得水準が上昇するにつれて、伝統的な勤倹節約型の生

活から一転して、合理的で便利な生活への転換がはじまるのである。三種の神器とい

われた「テレビ」「洗濯機」「冷蔵庫」から、三Cの「乗用車」「クーラー」「カラーテ

レビ」へ。ところが、1973年の石油ショック以降は経済成長率は鈍化して、低成長期

に移行する。失業者の増加、租税、社会保障、物価などの上昇と実質収入の頭打ち、

なかんずく世帯主の収入の伸び悩みは家計を圧迫 した。ここにおよんで家族集団は新

たな対応を余儀なくされる。その対応とは、主婦の収入を家計に加えることであった。

総理府の家計調査や、女性雇用者の配偶関係別構成においても、妻の収入が家計に

占める割は1980年頃から上昇 し、既婚者の割合も、1986年の女性労働者 1,574万人の

うち、58.5%は既婚者であって、未婚者は31.8%女性労働者は中年既婚者に変質 し

ている。

家族生活を支える家計収入は、夫なり妻なりの賃金である。近年、低成長を反映し

て、中高年層の賃金の停滞がみられるが、これは年功序列型賃金を動揺させ、いずれ

は職能給体系への変更がはじまるとみるむきもある。定年制、年金問題、老後の生活

保障などを勘案すると明るい材料に乏しい。

子どもに頼れない老後は、子の教育投資を切りつめて、生涯収入の均衡を加味した

生活設計を考えねばならない。

日常的には、教育費、サービス購入、レジャー、娯楽などの支出がかさみ、キャッ

シュカード、ローン、各種の保険の増加などは、家計を圧迫する。必然的に追加収入

をはからなければならない。かくして、主婦就労は家計維持の面からも不可欠となっ
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家族の役割は、生物的機能としての、社会成員の再生産と補充。財・ サービスの生

産、分配・消費などの物質的諸活動であった。 こうした家族自体の生成については一

定の基準なり条件は存在せず、きわめて自然に一般社会通念として、あたりまえの判

断と、あたりまえの評価や基準をもとに、男女が結ばれて、新 しい家族が次々と誕生

した。 しかし、すべての人間が、結婚や家族生活に適 しているわけではない。不適任

者 も存在する。さらに現代の価値観の変化、多様化、あるいは産業社会の高度化に伴

なって生 じた生活の多様化は、さまざまな形態の家族を出現させたが、家族のなかに

は、何 らかのサポー トなしでは家族機能を維持 し得ないものも多 く、家族問題を多発

させる結果となっている。

家族集団は、常に外的原因から内的変化をもたらすところの因子を抱えているが、

その端的な顕れは社会変動とか、人権の発達、産業構造の変化 (就労形態、労働形態)

などの外的原因である。

さらに、今日的状況の産物である結婚観、性役割、子ども観などは外的原因によっ

て誘発され、諸因子と結合 して、家族問題を引き起 こすのである。

家族にとって決定的なのは解体である。家族はもともと、定位家族から個々の生殖

家族に分離独立 していくところの分解的因子を抱えている。特に離婚は夫婦間親子間

の分裂とか、解体の契機となる。現在、家族機能の低下が問題にされているがそれで

も子の養育養護は依然として家族の中心的機能にかわりはない。ところが、子 らの教

育についてみると長期化の様相を呈 し、戦前は義務教育を終わると自立 した。いまは

高卒、大学卒が自立の年齢とされて、この間の経済的負担は両親に依存する仕組みで

ある。家族分裂や解体ともなると、義務教育段階であれば、何 らかの代替え的養育環

境なリシステムが求められるが、いまはもっぱら個人の犠牲のもとに処理されている。

問題は子持ち離婚であるが、子がありながら離婚の全離婚に対する割合をみると、70

年以降は増え続けて1982年には、69.4%(20万 2,700人 )に達 している。

金城清子氏によると、≪アメリカでは、 1955年 に親の離婚に巻 き込まれた子 ども

(18歳未満)は 24万 7,000人 であったが、1979年には 118万 1,000人 と、 3倍以上に

激増 した。≫
(注 2の と述べているが、現在もさらに増え続けていると思われる。離婚 は

世界的現象であるが、当事者はもとより、最大の被害者は子どもである。こうなると、

パーソンズ (渤)の指摘する家族機能、「子どもの社会化」と「成人のパーソナ リティ

の安定」のうち、子育てについては親自体の価値観の変化や、子ども観、子を養育 し

躾・教育する能力、社会要請からくる子育てへの障害、無関心、無責任、無能力、子

の人権を無視するなどの親の存在を考えると、正に憂慮すべき状況が生 じていること

になる。
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改善されたのは15%にすぎなかった。

施設に入所したケースで、その後に両親が心を改め、子を家庭に戻した事例は3%
ほどである。逆に、一度の面会もなく、子の引き取りを拒否したり、親が行方をくら

ませたままが44%も あった。施設に収容されている子どもの実態や虐待の状況は、家

族集団のなかで、子どもがどういう扱いをうけているかを如実に物語っている。実父

母と同居しながら、人間的扱いをうけない子ども。継父母、養父母による過度の身体

的暴行や性暴行。極度に不衛生な居住条件や極度に粗末な衣食生活。人間らしい生活

とはほど遠い生活を強いられている。

それが限定された子どもであるにせよ、子の人権を踏みにじる親の存在が、日常性

をもって語られるところに、救いのなさを感じるのである。

親子間の子の権利については≪立派に生んでもらう権利、立派に育ててもらう権利

立派に教育される権利がある。立派に生んでもらう権利とは、いわば胎児からの生存

権で、立派に育ててもらう権利とは、生まれてからそれ以後のいわば生活権、あるい

は福祉権である。立派に教育される権利とは、その後の教育権、あるいは発達権等に

相当する≫ (酵)と ころが、これらの権利について、一部の大人たちは一般論として理

解していてもその具現化となると、分別がないのである。

ともあれ、次代の子を養育するという行為自体が現代家族にとって、かなり重荷と

なっているのは確かである。このことは、育児や家事をめぐる役割構造の変化や、サー

ビス産業の発達、外部化の導入などでも立証される。

現代家族と育児については、第一に、親側の育児、養育に問題が生じたこと。

第二は、結婚しても子をつくらいない夫婦の増加。結婚 しない男女の増加などによ

る出生子数の激減である。第二は、男女意識の変化と、性役割からの解放である。特

に家事全般 (育児を含めて)の役割構造上の変化である。これまで女性は、結婚―家

事―出産―育児―養育―に局限されてきた。 しかし、初婚年齢の上昇と、出生子数の

減少は、出産と養育の期間を短縮させ、平均寿命の伸びとともに、女性の生き方を変

える契機となった。これは、当然のこととして、専業主婦という足枷を忌避する傾向

を助長させた。その背景には男女の役割構造の変化と、彼女らの社会進出 (雇用率の

上昇)と 自立がある。

第一について言及する。

人は何故結婚して家族をつくるのか。人間の社会制度のひとつとして家族集団をつ

くり、次代の人間を社会に送り出してきた。どのような人間を、どのようにして送り

出すかは、その時代なり、社会の要請によるのであるが、家族集団はそういった枠組

みの中で、諸機能を果たしてきたのである。
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事態』をとらえて、これを「家族問題」(Problems of family)と 定義 (泌)す る。厳

密な規定はない。現象的には、夫婦間、親子間に発生するところの不和、葛藤、離婚、

暴力、子棄て、子殺 し、嫁姑、自殺、犯罪などである。

現代家族は人間関係の希薄化、孤立化、あるいは構成の単純化から、家族問題を生

じ易い。特に家出、蒸発、離婚、暴力などは今日的な要因といえよう。いずれにせよ、

家族問題の犠牲者は女性と子どもで、就中子どもである。以下その実例の幾つかを列

挙する。

某 レポー ト(泌)は
、母親による子殺 し、虐待、遺棄、過失致傷などの犯罪増加をと

りあげて、この種の犯罪は母親の育児機能の障害に起因するとしている。

≪価値の多元化、核家族化、疎外化などの過度の育児負担が母親におわされるこ

とになる。ところが、かつての村落共同体のように、社会の周囲の協調によってこ

れを助けるところの諸制度 (育児学習の機会とか、保育所などの諸施設)は大きく

遅れをとっている。その結果、母と子の関係内においては、「子の社会化」が促進

される一方で、「母子同一化」の傾向がますますつよくなり、これが「子の私物化」

として現われる。過保護の教育ママと、子殺 しとは同じ社会的根をもつ。≫と分析

する。

孤立する母親 (母親自身が仲間との連帯を拒否)に とって、どうやって子どもを大

切にするかもわかっていない。いたずらに情報過多の中でさまよい続 ける。 (育児 ノ

イローゼの多発)最近は母親―両親を含めて≪親業を教える必要≫まで持ち出されて

いると、指摘する学者 もいる。子を育てるのは父母の共同責任であるべきだが、これ

までは一般に父親には経済力はあるが、子どもを育てる能力はない。母親には経済力

はないが、子どもを育てる能力はある。とされて、長年にわたって育児は母親の専業

とされてきた。そのしわ寄せの結果といえるが、 しかし、ここにおいても被害者は子

どもである。

1989年 6月 に公表された「全国児童相談センター所長会の調査」
(渤 でも、親が子

を殴ったり、監禁、置き去 りにするなどの虐待事例が報告されている。

全国 167の 児童相談所の半年間 (88年 4月 から9月 まで)で は 2,100件、予想 して

いたより2倍 も多 く、虐待は確実に増加 していると指摘する。

虐待を形態別にすると、食事を与えないとか入浴もさせない、などの「保護の怠慢」

が最 も多 く、全体の37.6%。 殴る、ける、逆につるなどの「身体的暴行」が26.5%。

「遺棄」「置き去 り」が22%。 このほか、継父が女児に「性的暴行」 を働 くなどの

事例が48件。「子を家に閉 じ込め、学校に行かせない事例」が28件。60%強 の子が施

設に入所 したり、里親に預けられたりしており、児童相談所による親への面接指導で
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して不可欠な学習といわなければならない。この種の弱体化は、戦後の価値規範の変

化もあるが、同時に個人主義、利己主義、功利主義によって、市民としての連帯性を

見失なわせたことにも関連する。それは親自身の生育歴と深くかかわっている。これ

までの親は、親となることの教育、情報の機会があまりにも少なすぎたことに由来す

ると思われるのである。現代はこの逆である。

4)家族問題と被害者

家族の規模と構成の変化は、戦後わが国の特徴的な変化で、単に枠組みにとどまら

ず、機能面にも波及 した。いまひとつの変化は民主化である。これはまがりなりにも

家族中に個人の存在を明確に浮上させ、個人主体の方向を生み出させた。

しかし、こうした場面でも個人の地位は必ずしも確定 してはいない。

いずれにせよこの状況の変化は、家族内部にある種の波紋ととまどいを生 じさせ、

このことからの家族問題もうまれている。

他面、産業構造の高度化にとともなって企業運営は専門分化 し、複雑化 した。そこ

では、一段と効率的運営をはかろうとすると官僚的な組織運営の傾向を強める。つま

り、産業化の進展は必然的に社会の官僚制化を伴うという現実がある。上智大学の目

黒依子教授 (注2)は家族の複次的機能にふれて次のように論じる。≪官僚制化による最

大の問題は「疎外」であるとして、個人は複雑、巨大な仕組の中の一部としてしかも

その一部が他者で代替されても、社会というシステムの機能に何ら影響しないような

一部としての個人でしかなくなる。これは個性の喪失を意味する。>こ ういう状況下

で、家族の果たす機能とは何かの視点から≪特定の目的をもつところの機能集団と個

別的にかかわりをもつ個人は、自己の中でのユニークで統合的なパーソナリティとし

ての存在証明を迫られる。それを支援 しうる集団は、親密な連帯感を維持する少数の

個人からなる家族が、もっとも手近かなものとして考えられる。≫として、個人のあ

らゆる側面を包括的に受け止め、小宇宙としての家族が現代人に求められる家族と結

論づけている。外側から個人が持ち込んでくる様々な問題に対して、家族はこれをど

う受けとめて、どう癒せるか、個人の存在を再確認しつつ、個性を回復させ支えあう

あたたかな連帯がつくりだせるか、といった情緒的課題が求められることになる。こ

の段階での家族の位置は、これまでの家族と異なった機能が求められるという意味と、

家族集団のこれからとを考えあわせると、変革を前提とする「過度的家族」という位

置付けがより妥当ではあるまいか。

さて、「家族問題」についてである。この定義は次のようになる。『家族に内在する

原因か、あるいは外在する原因かによって、家族内部に発生した病理的可能性のある
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かのパターンについて追求がなされている。以下にその典型をとりだす。

(A)過保護・ 溺愛型の家庭環境

(B)専制的家庭環境

(C)拒否型及び放任型家庭環境

などである。 (A)についてはサイモンズの研究によると≪服従的溺愛と支配的溺愛≫

の二種あって前者は、子どもの要求に親が服従する型である。これであると≪子ども

は攻撃的反抗タイプを形成する。≫後者は、心配のあまり子どもの行為を干渉、 コン

トロールを加えるタイプで≪子どもは依存型≫となる。

(B)の家庭環境は指導され、命令されないと行動できない、つねに助力者を求める

タイプ。弱者には支配的で、強い者には服従するという矛盾 した性格がうかがわれる。

一般に(B)は受動的で依存、従順な子ども、不安と自罰的傾向をもつとされている。

(C)は反抗的で、攻撃的な子どもを形成する。非行少年群は一般の少年に比べて(0

の家庭に育ったものが多いという結果もでている。以上のパターンについて、教育現

場や児童厚生施設関係者の意見を総合すると、最近は(A)と (C)タ イプの子 どもが目

につき、(A)に ついては、服従的溺愛型の家庭。(C)で は放任家庭を指摘する。つま

り、攻撃的タイプの子が養育される土壌が容易に推測されるのである。

家庭環境と子どもの性格形成との相関 (酸)こ とに、後天学習の影響を考慮すると

「子どもを健全に育成する」ことをめぐって、現代家族の包括する問題の深刻 さが浮

上するのである。子どもは、生まれてから大体二年間にその子の所属する社会の言語

や生活様式の基礎となるものを身につける。それも、母親とか身のまわりの者を通 し

て、さらには養育される過程において、子自身の力で膨大な学習をやりとげるのである。

東洋英和の中沢和子女史の説では「子どもが何を、どんな順序で学びとるか、学び

とる力を伸ばすにはどうすればよいか、ということは、 まだよくわかっていない。」

教育の研究は、これまでは「教えたことをどう理解するかだけが問題 とされ、乳幼

児 (μ)がみずから学びとることなど、全 く考えていなかった。」「いま社会全体に、世

界的な規模で、子どもの教育がとりあげられてきている。こうしたとき、子どもが学

びとっていく仕組みを知ろうとする研究、子どもが学びとる順序を中心にすえた教育

が、起こらなければならないと考える。それは、子どもを主体とした教育なのである。」

見過 ごせない提言である。

このような子ども自身の力による学習とともに、その過程では、親たちの働きかけ

がある。現代家族の弱点は家庭教育、躾目標のなさにあるといわれる。市民 として、

社会の中で生きていかねばならない子 らに、最小必要限度のルール、行動規範は教え

こまなければならない。それは社会的人間の共通の基盤を創 りだすとともに、人間と
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母親の機能のうち女性的役割が男性化し、父親の機能のうち男性的役割が女性化し

て、全体として女性化の傾向が強まり、男女双方のバランスのとれた役割遂行は期待

できない。仮に、子育ての上で社会的に反省がなされ、父親が子育てに真正面からか

かわったとしても、理性的で権威的な父親をそこに発見するのは困難であろう。いず

れにせよ、子は親の保護下にあって養育され、その過程で所属する社会固有のもの、

伝統的な事柄を身につけて、所属社会共通のタイプに染めあげられる。 このことは、

同時に人間が生活のなかで、創造し伝承してきた遺産の継承を意味する。

これが円滑さを欠くと、生活上の知識や生活慣習、生活技術、あるいは言語生活や

行動規範などが妨げられ、時間をかけて獲得、蓄積 してきたところの技術、能力など

を含む生活文化全般の停滞となりうるのである。

極論すると、伝統的な複合体としての生活文化そのものが歪められ、中断されるこ

とになりかねない。それは、人間族にとって一種の“足踏性 "であろう。

家族集団の教化力、伝承性を意識する上で次のような指摘もある。

小此木啓吾氏 (注20)は≪戦後の男性像、女性像の解放などの変化に対して、わが国の

男性の男性制度とは、どのようなあり方であるかということについて、多くの混乱が

生じ、また女性の性別役割や理想像についても、価値観が多様化した。

その結果は、家族の中で、こうした価値規範を子どもに伝達することは、以前に比

べると、はるかに難しい状況が出現 している。≫として、≪家庭の中での子どもに対

する養成、教育において、家庭がかつてのような理想像や価値規範を伝達する機能は

著しく衰退 した。≫と指摘する。この箇所は、先に引用した「核家族を対象とした調

査分析」と「価値観の割れと意識のふれ」の箇所とも一致する。つまり、日本的家族

感覚 (夫婦、親子感覚)と もいうべきものが変貌しつつあるという側面と、依然とし

て旧来の家族感覚を引きずっているという両面性があって、そこでの葛藤、とまどい

も否定しがたい。 (こ のことが、子育てや人間形成にもかかわってくる。)家族に対す

る社会の仕組みや社会の態度も様がわりして、家族機能を阻害するような状況さえも

生じている。こうした中で、家族が基本的な機能、役割を果たすにはそれなりの課題

を克服しなければならないが、それは時として、家族問題を複雑にして、分裂や解体

へと転じる場合も確認されている。いずれにせよ対外的、対内的要因によって家族集

団における人間関係は規定され、両親のパーソナリティや家族構成とともに、子の養

育を通して親子の人間関係の型が、人の性格形成に大きくかかわることになる。

心理学 (人間の性格は主に、幼児における家庭での人間関係のなかに根ざしている

という理論=新精神分析学派)m)は、その親と子の人間関係に起因する性格形成と

その関係を規定するところの家族構成に着目して、子どもの性格形成にかかわる幾つ
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子女からなる家族であるのに対 して、わが国を含む、かつての東洋の家族は世代を重

ねて (重層世代)、 傍系家族を含むところの、タテの系列による家長的大家族である。

欧米の家族は平等な人格意識が比較的強い。わが国の場合は、男女が結婚するとそ

れ以前の個人対個人の位置関係が、主と従の関係に取ってかわり、これが夫婦間の役

割分業や勢力関係に微妙に影響する。社会的にも家族の中核が夫婦であるよりか親子

家族の関係が強調されるのは、世代的連続性が重視されてきた家の制度の残滓であろ

つ。

家族生活は「夫婦家族」が主体であるべきだが、夫婦のそれよりか「親子家族」が

前面に突出して、家族概念の上でもこれが正当性をもつことになる。夫婦間の対等性

や平等な人格の意識が、きちんと確定されていないところでは、親子関係も平等な人

格の意識ははぐくまれにくく、子らの福祉権を侵害し子の私物化など、独立した個人

としての扱いも難しくなる。(家族における子どもの問題の多くは、ここに起因する。)

「夫婦家族」か「親子家族」かの意識は、「核家族を対象とした調査」(注 1つ において

も端的に現われている。例えば一 。

「家族生活の中心は、子どもか夫婦か」の問いに「子どもが中心」であると答えた

のが 6割を占め、日本的「親子家族」を浮き彫りにする。「夫婦の会話に満足 してい

るか」の間に「満足している」は、夫の25.7%妻 は28.8%夫婦共に3割 り込み夫婦

間の意思疎通、対話不足をのぞかせる。 これに対 して「まあ満足」が 5割～ 6割。

(妻の53.1%夫 は60.7%)。「不満」と答えたのは夫の14%に 対して、妻は17%と 高く、

全体として、「まあ満足」に落ち着く。

「家族と心が通い合わないと感じることがあるか」の問いに「時々ある」が、夫の

42.9%に対 して、妻は28.1%こ れに「よくある」を加えてみると、夫は47.9%で、

半数に近い、妻は31.4%家族の中での夫の位置関係がはっきりしてくる。 日本の夫

婦は、夫婦間の会話不足とともに、問題解決に際して徹底して論議する (話 し合う)

習慣が確立しているとはいいがたい。

この調査の分析者 (注 18)は ≪日本の家族は普通の状態である。≫としながらも、≪

「価値観は割れ、意識についてのふれは大きく、特に高学歴の夫婦に強い。外への関

心から、家族中心主義は揺らいできている。」≫と分析する。この指摘は正しい。

形だけの家族の増加や縮小家族にみられるところの欠損や障害と、家族機能の弱体

化が様々な問題に影を落とすのである。

ミュルドオルフが指摘するところの父親の機能分類 (注1)に ついても、男女の近接と

平等から、風俗のみならず、ものの考え方、行動様式まで取り込みがなされた結果同

一化が進行した。
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機能してきた人間関係、人格的所有と被所有の力関係、あるいは支配と隷属の関係は、

そのすべての基盤を消失するのであるから、人間が人間を所有したり、個人が個人を

して人格的に支配するという拘束もなくなるのである。つまり、社会集団における私

的集団の二分割はおのずと消滅する。こうした方向性からも、論理的展開からも、納

得できないところであろう。社会主義的純粋性からすれば、家族は死滅しなければな

らなかった。またそうでなければ、それは社会主義とは無縁のものであった筈である。

いずれにせよ、私にとっては (社会主義体制であろうと、資本主義体制であろうと)押

並べて「家族の将来について、疑問符を拭いさることはできない」とする立場にある。

3)家族集団の諸問題

家族分解要因の幾つかを検証 しながら、現代家族の問題を追求する。

家族分解に結びつ くものに、規模の縮小化、単純化などの構成上の変化がある。これ

らは構成員の欠損とともに、家族機能に障害をもたらし、やがて解体へと進行する可

能性をもっている。家族解体にとって宿命的ともいうべき因子として、家族の生活周

期 (Family life cycle)が ある。

これは、家族の形成から消滅にいたるまでの全過程をとらえて「家族周期」と定義す

る。

婚姻による家族の形成に始まって、長子の出生よる家族の増加、育児、教育期、そし

て子 らの独立による減少期を経て、老後期、夫婦の死による家族消滅までの周期であ

る。

現代家族は、構成が単純縮小化 しているだけに、欠損とか障害につながる割合は高い。

さらに離婚とか再婚、別居、あるいは未婚男女の増加によっても、中断 したり分解、

消滅するなど、生活周期は狂い始めている。

家族間に生ずるところの何等かの別離を構造欠損という。家計中心者の死とか、疾病、

離婚、隔離、広義には日本的単身赴任 も例外ではない。統計上は離婚の割合が際だっ

ている。これに対 して、構造的障害は、家族間の役割不調整、混乱などに起因 し、夫

婦や親子関係がバラバラであるとか、位置付けや役割の不確定などに由来する。家族

集団のなかで夫と妻、親と子の位置関係がどういう状態にあるかは、家族内部での個

人の位置即ち、人間関係を立証する上で、ひとつのファクターとなりうる。

東西家族における個人の位置即ち人間関係を捉えると、欧米の水平的人間関係では並

列的な「夫婦家族」が中核となっているのに対 して、わが国では平等の不十分さを反

映 してか、垂直的な「親子家族」が主体になっている。

このことは、家族形態からすると、欧米の小家族 (一代家族)=夫婦と独立以前の
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はこれらの諸階級の衝突のまっただ中に生 じたのであるから、通例それは、最も勢力

のある。経済的に支配する階級の国家である。≫あるいは≪国家は永遠の昔からある

のではない。国家なしですませた社会があったし、国家や国家権力を夢にも知らなかっ

た社会があった。一定の経済的発展段階において、すなわち社会が諸階級に分裂する

ことと必然的に結びついている段階において、この分裂によって国家は一つの必然事

となったのである。 (略)こ れらの諸階級の存在がたんに必然的であることを止める

だけではなく、さらに、生産の積極的な一障害となるような生産の発展段階に近づき

つつある。

諸階級は、かつてその発生が不可避的であったのと同様に、また不可避的に亡ぶで

あろう。諸階級とともに国家もまた不可避的に亡ぶ。自由で平等な生産者の統合を基

礎として新 しく組織される社会は、国家機関をそっくりそのまま、それがその時当然

入るべきところへ、すなわち紡車や青銅の斧と一緒に骨董品の博物館へ、移すであろ

ぅ。≫>(注 15)

こうした国家の将来についてマルクスは≪共産主義的生産関係が達成され、社会全

員の利害が一致 し、各人がその能力と欲求に応 じて社会に貢献 し、且つ生産の分配に

あづかるようになれば、国家は不必要になって、おのずから死滅する≫というもので

あった。ところが、消滅すべき家族が、スターリンによって蘇えったと同様に、「博

物館行き国家」は理論上引き延ばされたのである。

それは1939年 3月 の全 ソ同盟共産党第18回大会での彼の演説である。

スターリンは国家死滅問題に関 して≪その時期は社会内部の事情のみに左右されず

国際環境によっても左右されるとして、外部からの軍事上の侵略、妨害工作によって

社会主義的財産の安全がおびやかされる危険のあるかぎり、国家は軍事機関、懲罰機

関、諜報機関を保有 しなければならないとして、「国家は依然として存続する」 とし

た£≫

これまでのマルクス主義の見解からすれば、国家は階級の消滅 とともに廃絶する。

同様に家族という集団も、その成立のための基本的条件 (私有財産、階級制度)と深

くかかわり、その消滅によって、同じ運命にあるとされてきた。家族 も国家も、階級

社会の最終段階である資本主義社会の崩壊とともに消滅する。ところが、家族につい

ては、「家族問題・ その現象とこれから」の Iで言及 したように、 ソビエ ト連邦は44

年の政令の前文で、「家族を強化することは、つねにソビエト国家のもっとも重要な

事業のひとつであった。」として、36年の家族法とならんで、社会政策 としての家族

強化と、社会主義的家族の倫理が強調されるに到っている。こうなると、大熊氏
(注 10

の意見が正当性をもつ。 しかし、社会主義の方向性からは、私有財産の社会において
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最近まで、ソ連はただ「社会主義の基礎」をきずいただけという、もっと控え目な

主張で満足していたスターリンに、大胆不敵にも社会主義は到来したと宣言させた

のは工業化の進歩と、集団農業の地固めができはじめたという、最初の皮相的兆候

と1930年代の初期の飢餓と大虐殺をとおりこしたという、国民の新しい安堵感とで

あった。

「世界で最も民主的な新憲法」は、新 しい時代の縮図となるはずだった。 (略 )

だが、これはまた不平等が増大 し、高収入と低収入との開きが急速に拡大 し、「社

会主義的競争」が特権と生活必需品の狂暴な争奪に堕落し、スタハーノフ運動がこ

の争奪を国中のあらゆる工場の仕事台と石炭層にもちこみ、少数者の富裕と多数の

ものの困窮とがおそろしく不快な形をとった時代であった。

スターリンは「平等主義」にたいする凶暴な攻撃を指揮 しながら、新成金たちの

先頭に立って、かれらの欲望をそそり、欲望を抑制する気の弱い良心のとがめをあ

ざわらい、新しい不平等を、これこそ社会主義の達成であるといって謳歌讃美 し

た」≫

*                *                *

革命直後のソ連は、対外的には外国からの軍事干渉に備えつつ、同時に対内的には

経済建設に全力をあげなければならなかった。非常体制 (戦時共産主義体制)下、全

国民は義務労働に動員され、窮乏生活のなかにあって、大々的に生活の集団化・共同

化は進行 した。公共食堂、共同住宅、託児所などが次々と建てられ、家庭機能は、こ

れら公共施設へ吸収された。こうした集団化は、臨時措置という意味合いだけではな

い。マルクス・ エンゲルスの方向とも合致していたのである。 ところがネップ時代

(1930年代)に入ると、集団化・共同化は大きく後退する。家族強化策が全面に出現

して、36年の一連の家族立法制定へと連結していくのである。 トロッキーの目標はこ

れらスターリンの政策批判にあった。 トロッキーの批判は批判として、この間の経過

によって、家族集団の在り方が国家によって大きく左右されたという事実だけは確実

に証明される。

この「国家」という団体を社会学的に捉えると次のようになる。『民族を基礎に構

成されるところの政治的、経済的、社会的機能集団であって、社会生活を権力にもと

づいて統制するところの組織体である。』この統制力が政治権力、即ち主権、あるい

は統治権力である。従って、国家機関は、権力によって社会生活を統制していること。

全体か部分かいずれかの階級の生産関係を維持する目的をもって、社会生活を統制管

理する組織体とし存在すること。これをエンゲルス流に表現すれば……。

≪国家は階級対立を抑制する必要から生じたのであるから、しかし同時にまた国家
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いずれにせよ、共産党宣言に謳われた原則は誤謬だったのであろうか。そうではな

い。この大原則が、「 ソビエ ト社会主義共和国連邦においては、意識的に否定され実

現をみなかった。」つまり、「家族は消滅するという思想」は葬 られたのである。事実、

ソ連の家族社会学者であるア・ ゲ・ ハルチェフ氏は1957年に家族の本質にふれて≪一

夫一婦制は経済的基準以外に、物質的、イデオロギー的に影響を与えるものである。≫

として≪社会主義社会になると、家族の第一の特徴は家族関係、夫婦関係の道徳的 0

心理的関係の成長、家族生活のイデオロギー的領域の拡張である。そこでは、家族の家政

や経済的領域はせまくなる。家族は未成年教育の基礎センターとなる。≫ (注19っまり、

現代ソビエ トでは、家族はあいかわらず存続 し、人格形成の場としての意識が重視さ

れている。けれども、さすがに「家族の家政、経済領域はせまくなる。」 と断わり、

家族の保有する経済的、物質的領域はもはや持ちこたえられないとして、「精神的側

面」が強調されている。であるからして、ここにはマルクスやエンゲルスか予言 した

≪社会主義下では家族は死滅する。≫とする方向性は全 くみあたらないのである。正

に「家族は消滅するという思想は葬 られた。」ということになるのであろう。そうす

ると、やはり家族はスタハノフ運動 (生産性向上運動)の道具とされたのか、「女性

は生産用具か」。あるいは トロッキーの「裏切 られた革命」批判 は正 しかったという

ことになるのであろうか。この点については、アイザック・ ドイッチャーは「追放さ

れた予言者 トロッキー」(注10の なかで次のように述べている。

≪裏切 られた革命は、官僚にたいするトロッキーの古典的な告発である。「ふつ

うの婦人労働者と、かの女ののど首をおさえている官僚との衝突」で、こんどもま

たかれは「婦人労働者に味方 した」。かれはスターリニズムの主要な動機は、特権

の擁護であると見、これだけがその「テル ミドール的」精神をその外交にむすびつ

け、コミンテルンの堕落とむすびつけ、スターリンの政策の本質的に異なったあら

ゆる面を、ある程度まで統一 しているのだとかんがえた。

支配的グループは、国内の一般民衆の不満と、国外の革命的階級闘争の衝撃にた

いして、強欲な少数者の利益を保護する。 トロッキーは経営者グループ、党機関、

官公吏、将校団など、総人口の12な いし15パ ーセントを形成 し、自己の重要性を意

識 し、特権によって保守的になり、全力をあげて国内的、国際的現状を維持 しよう

と努力 しているぼう大な層の社会構成を分析 した。 (中略)

ソ連におけるあらゆる「欠乏と貧困」のさ中で、不平等が再燃 した客観的原因を

いっそうはっきりと浮き彫にして見せた。「裏切 られた革命」はスター リン時代の

決定的に重大な瞬間にたいする トロッキーの批判的反応である。

公式のモスクヮは、ソ連はすでに社会主義を達成 したと宣言 したばか りだった。
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れるところである。

家族強化策に到る経過を追うと、革命直後の1917年代では「民事婚姻、子および身

分登録の家族に関する布告」「離婚に関する布告」。1918年代では「相続財産廃止に関

する布告」と「戸籍婚姻、家族および後見に関する法典」などが次々と打ち出され、

そのねらいは家父長制の解体と社会主義社会での男女同権 (結婚、離婚の自由、財産

権と親権の平等)特に婦人の解放に、その中核があったとみられる。当時の婚姻登録

は教会に属 していたから、これを法のもとに登録させることによって、宗教支配から

の離脱と、ソビエト国家の支配下に置くねらいもあったと推測される。

30年代以降になると先にふれたように、一段と家族強化策がとられるのである。例

えば「堕胎の禁止」をはじめとして「産婦に対する物質的援助の強化」「子沢山家族

に対する国家的援助の設定」「産院、託児所、幼稚園の普及」「扶養料不支払に対する

刑罰の強化ならびに、離婚立法に関する若干の改正」などの家族立法 (注 10)が制定され

て政策的にも家族強化と、その倫理的な位置付けが法の裏打ちのもとになされている。

1944年の政令では「子と母親の保護」「妊婦、子の多い母親、未婚の母親への物質

的援助」「多産の奨励」「母性と子の保護の拡大」などから、すでにドイツと戦争状態

に突入した戦時下のソビエトが影を落している。

次に、家族消滅論が強化論に変質した背景を考察する。

十月革命後、婦人の解放はただちに実現されたが、婦人が家庭から外に出て、労働

に従事するためには、生活の集団化、共同化は不可欠であったから、この時期は公共

食堂、託児所、子どもの家などが集中的につくられている。その結果、家族機能は一

段と集団化、共同化された。こうした事態の進展が家族消滅論の背景にある。である

からこそ、ボリフソンをして≪社会主義のもとでは家族は死滅する。子の共同養育、

妻の生産参加によって家族の死滅はすでにはじまっている。≫とまでいわしめたので

ある。ところが、この家族消滅論が一転して家族強化論に変質する。

その裏に何かがあった筈である。なぜならば共産党宣言の謳うところの「家族の廃

止」と全く異なった方向が採られたからである。それでは、この家族強化が登場する

時期は、ソビエト連邦にとってどういう時期だったのであろうか。

このことについて、森本和男氏は≪あらゆるイデオロギー分野におけるスターリン

主義確立の時期≫ (注12)と 断定する。さらに≪家族は社会主義の基礎的細胞であるとす

る主張は、まさにスターリン主義の家族論イデオロギー的核心をなすものにほかなら

ない。≫ときめつけている。そうすると、一部マルクス主義者の主張する「革命初期

の単なる政策偏向」あるいは「革命段階での臨時的、便宜的手段」ではなかったこと

になる。
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さえ起っている。消滅論の火元 (論拠)はマルクスとエンゲルスに外ならない。当時

の消滅論者の顔ぶれはコロンタイ (0、 ボリフソン、プランデンブルグスキー、ブハー

リン (注 9)、 ゾンバル トなどである。このなかから幾人かの主張を要約 して消滅論の論

点を明らかにする。

コロンタイの論旨は≪一夫一婦制を汚れた所有欲として、恋愛と結婚は私事であっ

て、母性は社会的任務である。家族の機能は集団化されることで、その必要性はな

くなる。)>

ボリフソンは≪社会主義の下では、子どもの共同養育と妻の生産参加によって、

家族の死滅ははじまっている。≫

ブランデンブルグスキーは≪社会主義社会の家族は過度的なものであって、将来

は消滅するであろう。≫と結論づけている。

この種の家族消滅論 は大体のところ、1918年 の婚姻家族法の公布か ら、 1930年

代 (注10ま でであると思われる。以後は家族強化論が目立ってくる。では何故、消滅論

が強化論に変質 したのであろうか。このソビエ トの大修正について、田中寿美子氏は

「新 しい家庭の創造」のなかで、次のように述べている。≪1925年 ごろまでに、 ソビ

エ トの経済は具体的に復興 し、農業国から工業国へ移行する方向をとった。1928年か

らは第一次 5カ 年計画がはじまり、婦人はすべての産業に労働者として再び出て行っ

た。婦人が大量に労働に出ることを可能にするために、母性保護と育児施設を設ける

ことを本格的にとりあげはじめたのはこの時期だ。

託児所や工場、食堂が急速に増え、婦人は進んで生産性向上運動 (ス タハノフ運動)

に加わり、農村の集団化のために働いた。

もはや富農やネップマン、その他の有閑階級による女性の搾取は終ろうとしていた。

婦人は自主独立の存在 となり、男子 と対等の立場に立つことを要求 した。 ネッ

プ (注■)初期に「事実婚」を保護せねばならなかった条件はなくなった。同時にソビエ

ト政府は、 ソビエ ト市民の家族を強化することは、積極的に社会主義建設の基礎をか

ためることだ、という信念をかためるようになった。≫この論拠からは、社会主義建

設の土台を構築するために、先ず生産性の向上が必要であった。生産性向上には、そ

の道具として家族を強化する必要が生 じた、としている。

婦人を解放 し、次に個々の家事のすべてを社会主義的機関に吸収させ (家政の大半

が社会化)すべての世代をして、相互扶助と連帯性のもとに結合させる。このことに

よって、古風でよどんだ中世的な制度を打破することにあったとみるのである。とこ

ろが「個々の家政のすべてを社会化する」計画は、意図的に中断された。

このことについては、社会主義が日常生活の変革を中途で放棄 したという解釈もと
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宣言」が刊行され、この宣言より、さらに36年後の1884年にエンゲルスの「家族・私

有財産および国家の起源」が刊行されている。つまり、こうした時間経過のなかで、

エンゲスルにマルクス主義の理論上の変更が生 じたと解すべきかどうか……。ともあ

れ、筆者は次のような解釈をとる。一夫一婦制は所有関係から生 じたのであるから、

これにともなう様々な問題は、資本主義的生産と所有関係が廃止されることによって

取り除かれる。取り除かれることにおいて、結婚の完全な自由と「男女の相互の愛情」

イコール「純粋に私的な男女の関係」が出現するという解釈である。換言すれば「私

的な関係」とは、社会権力手段が除去された段階、女性に対する男性の支配が終りを

告げた段階、それがそこにおける「純粋に私的な男女の関係」とする解釈である。

かなり短絡的発想を展開したが、ここに到ってもなお、社会が干渉することのない

「個人的関係」「個人的性愛」については問題の残る箇所である。これだけではない。

人間解放を掲げるマルクス主義にとって、社会主義社会における本来的な家族の在り

方については明確な回答を提出していないのである。

マルクス主義の家族論は、共産党宣言において家族の消滅を明示し、共産主義の諸

原則で「純粋に私的な男女の関係」と「子どもを共同で教育する」の方向を示したが、

ここには≪親による子どもの搾取の廃止と、ブルジョア家族の非人間性を批判し、そ

の永遠性を葬る≫ことにあった。加うるに「家族・私有財産および国家の起源」で、

モルガンの古代社会をよりどころとして、家族形態の歴史を図式的且つ唯物史観の立

場から組みたてて、その基礎形態を一夫一婦制家族に置く、そしてその実現を予測す

るのである。

この家族学説の理論的基礎部分については、批判のあるところである。しかし、間

題はむしろ、マルクス主義的理論からすれば、社会制度としての家族 (一夫一婦制)

は、階級社会と私有財産制を基盤に成立したのであるから、これが一掃されたときは、

解体消滅すべき運命にあるとするのが正当な帰結であろう。だが、ソビエト連邦は異

なる進路を選択 したのである。

2)家族消滅論と強化論の基盤

今日的な意味で一夫一婦制を俯政すると、資本主義的単婚と社会主義的単婚の並存

であって、両者は経済的土台や、社会構造の違いを除けば、男女の平等、特に女性の

権利 (注つや離婚の自由、母性の保護といった保証を含めて、それが実際的か、形式的

かの相違で区分されるといえよう。

ソビエトの場合は、この一夫一婦制家族の在り方が革命の初期と、その後 (1930年

代とそれ以降)と では大きく変化 している。初期には家族消滅論がとなえられて論争
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なかったはずである。

いずれにせよ、現在の生産関係が廃止されるとともに、この生産関係から生まれて

くる婦人共有制、つまり公認、非公認の売春を消滅することはいうまでもない。≫

*                *                *

二つの文献を比較するとエンゲルスの≪共産主義の諸原則≫は、単に家族を廃止す

るだけではなく、将来の方向を示している。

それは≪社会が干渉する必要のない純粋に私的男女関係≫と≪子どもを共同で教育

する≫の二点である。前段については、資本主義的生産一掃後における両性の秩序は

≪おおむね、とりのぞかれる面だけに限られる。>と して、個人的性愛ともいうべき

≪純粋な男女関係≫に移行するとしている。

これに対するマルクスは、創造的自由が実現された段階での男女関係とは、≪人間

を社会的な存在と位置付け、共同体的本質としての人間対人間の関係としての男女≫

でなければならないとする。

このことは、男女の関係が人間的な解放として、「人間が自分の固有の力を社会的

な力として認識し、組織して、それが政治的な力の形で自分から切りはなさないとき、

はじめて人間的解放は完成することになる。」故に、男性と女性に対する関係も、「人

間の人間にたいするもっとも自然的な関係であるから、どの程度まで人間の自然的態

度が人間的となったか、あるいは、どの程度まで人間的本質が人間にとって自然的本

質となったか、またどの程度まで人間の人間的自然が人間にとって自然となったかは、

男性の女性にたいする関係のなかに示されている」としている。さらに、人間が人間

として、欲求されるようになったか、ということから「個別的な現在と同時に、共同

体的存在であるかどうかということも、この関係のなかに示されている。」 (こ の間の

立証は、マルクスの経済学―哲学草稿にあきらかである。)(泌)エ ンゲスの「純粋な

男女の関係」とマルクスのそれとでは、理論的な距離を発見する。従って、マルクス

における男女の関係は、「人間の解放」に直結するが、その究極は人間の真の共同的

本質としての「類的存在」(わ となる。であるから、単純に「社会が干渉する必要の

ない純粋に私的な関係」とか「個人的性愛」では片付けられるべき性質のものではな

いのである。ところで、エンゲルスには「家族・私有財産および国家の起源」⑩ と

いう体系だった文献があるがマルクスにない。マルクス主義家族論の理論的根拠 (出

典)は、エンゲルスの一連の著書ということになろう。

試みに、両者の家族にかかわる文献を年代順に整理し、時間の経過をとらえると。

共著である「 ドイツ・ イデオロギー」は1845年に刊行され、その 2年後、エンゲル

スの「共産主義の諸原則」。さらに1848年 にはマルクス、エンゲルスによる「共産党
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次に共産党宣言を引用する。

≪家族の廃止 !どんな急進的な人々でも共産主義者のこの恥しらずな意図には激怒

する。現在の家族、ブルジョア的家族はなにに基礎をおいているか。

資本にであり、私的営利にである。完全に発展 した家族は、ブルジョアにとってし

か存在しない。 しかもそのさいなお、プロレタリアの強いられた無家族と公娼制度と

によって、補足されている。(プ ロレタリアのよぎなくされた無家族と公認の売春と

がその補足物となっている。)こ ういう補足物がなくなると、当然、 ブルジョア的家

族もなくなる。そして両者は、資本の消滅するとともに消滅する。

諸君は、両親が子供を搾取するのをやめさせようというので、われわれを非難する

のか、われわれはその罪をおかしていることを認める。しかし、諸君はいう。われわ

れが家族教育を社会教育におきかえることによって、もっとも親密な人間関係をうち

こわしていると。

ところで、きみたちのいう教育もまた、社会によって規定されるものではないか。

きみたちが、そのなかで教育をする社会関係によって、学校などによる社会の直接、

間接の干渉によって決定されてはいないだろうか。

教育に対する社会の感化は、共産主義者の発明ではない。共産主義者はこのはたら

きかけの性格を変えるだけである。ただ教育を支配階級の影響からひきはなすだけで

ある。大工業のために、プロレタリアの家族のきずながみなひきちぎられ、子供がた

んなる商品や労働用具にかわれば、かわるほど、ますます鼻もちならないものとなる。

君たち共産主義者は、婦人の共有を実施しようとしているではないか、とブルジョア

ジー全体が声をそろえてわれわれにわめきたてる。ブルジョアは、その妻をたんなる

生産用具とみる。ところが、生産用具は共同で利用されるようになるということを聞

いた。そこで、この共同利用の運命が婦人の身のうえにもふりかかってくるとしか考

えられないのはむりもないことである。

ここで問題になっているだけだとは、かれらは思いおよばない。とにかく、共産主

義者の公認の婦人共有制とかいうもののことで、わがブルジョアが高潔な道徳的恐怖

に陥っていることほど、笑止なものはない。共産主義者が婦人の共有制を実施するま

でもない。それはほとんどいつの世にも存在 してきたのだ。

わがブルジョアは、公娼のことは別として、プロレタリアの妻や娘を自由にするこ

とだけでは満足せず、かれらの妻をおたがいに誘惑することを、なによりの愉しみに

している。ブルジョアの婚姻は、実際上、妻の共有である。だから共産主義者を非難

するにしても、せいぜい共産主義者の偽善的なかくれた婦人の共有制のかわりに、公

認のおおぴらな婦人共有制を実施しようとしていると、いって非難することしかでき
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「家族問題」一その現象とこれから一(Ⅱ )

高 梨 冨士三郎

1)家族の行く方

家族集団は、これまでも社会の変動のなかにあって、その機能を次々と譲渡 しなが

ら、生き続けてきた。残された機能 も何等かの外的手当がなされなければ、社会の需

要にも対応できなくなりつつある。

こうした状況下にあって、現代の家族は自己分解の兆候さえみせはじめている。 こ

の自壊的家族崩壊論を別にして、家族消滅論、あるいは不要論の歴史はかなり古い。

かつてソビエ ト社会主義共和国連邦の初期 (1918年代)に は「家族不要論」は厳存 じ

ていた。

「家族問題」のⅡは、ここから論述を出発させることにしたい。

マルクシズムの立場では、≪社会主義の家族は過度的なものとして位置付け、やが

て家族は死滅するであろう。≫とする考え方が支配的であった。 こうした考え方の根

拠はエンゲルスに帰すが、その後、家族死滅論
(注1)は

家族強化論に変質 してい く。先

ずこうした問題の検証からはじめる。材料は「共産主義の諸原則」(い と「共産党宣

言」(注3)か ら引用するが、理由はこれらの文献に「家族を廃止」あるいは、「家族は死

滅する」と明示されているからである。先ず共産主義の諸原則からとりあげる。

≪問い=共産主義的社会秩序は家族にどんな影響をおよぼすだろうか。

答え=そ れは男女関係を当事者だけが関与するもので、社会の干渉する必要のない

純粋な私的関係にするだろう。

それがこれをなしうるのは、私有を廃止 して子供を共同に教育するからであり、ま

たそれによって従来の夫婦関係の二つの基礎、すなわち私有財産を介 しての夫への妻

の従属と、両親への子供の従属とを絶滅するからである。

共産主義的婦人共有を攻撃する道徳堅固な俗人たちの叫びにたいする回答もまたこ

こにある。

婦人共有はまったくブルジョア社会のものであり、かつ今日売春の形で、完全に存

続 している関係である。

そして、売春は私的所有にもとづ くものでこれとともになくなる。 したがって、共

産主義的組織は婦人共有をとり入れるのではなく、むしろこれを廃止するのである。≫

(1)
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